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総務委員会会議録 

 

平成２８年９月１６日 金曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ４時３３分閉議（実時間３２８分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第９１号・平成２８年度八代市一般会

計補正予算・第５号（関係分） 

１．議案第１０９号・平成２８年度八代市一般

会計補正予算・第６号（関係分） 

１．議案第９４号・専決処分の報告及びその承

認について（平成２８年度八代市一般会計

補正予算・第３号（関係分）） 

１．議案第９５号・専決処分の報告及びその承

認について（平成２８年度八代市一般会計

補正予算・第４号） 

１．議案第９６号・専決処分の報告及びその承

認について（平成２８年熊本地震による災

害の被害者に係る市税の減免申請の提出期

限の特例に関する条例） 

１．議案第９９号・八代市コミュニティセンタ

ー条例の制定について 

１．議案第１００号・八代市暴力団排除条例の

一部改正について 

１．所管事務調査 

 ・行財政の運営に関する諸問題の調査 

  （コミュニティセンターの一部管理業務受

託の意向調査について） 

  （定住自立圏構想について） 

  （市有債権一元回収等検討状況について） 

  （仮設庁舎への組織移転について） 

 ・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調

査 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  堀 口   晃 君 

副委員長  堀   徹 男 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  鈴木田 幸 一 君 

委  員  中 村 和 美 君 

委  員  成 松 由紀夫 君 

委  員  西 濵 和 博 君 

委  員  前 川 祥 子 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 財務部長       岩 本 博 文 君 

  財務部次長     辻 本 士 誠 君 

  財政課長      尾 﨑 行 雄 君 
 
  財政課副主幹兼 
            吉 永 千 寿 君 
  財政政策係長 
 

  新庁舎建設課長   谷 脇 信 博 君 
 
  新庁舎建設課 
            辻   雅 彦 君 
  新庁舎建設係参事 
 

  理事兼市民税課長  硴 塚 康 浩 君 

  理事兼資産税課長  浅 田 敏 男 君 

  納税課長      機   智三郎 君 

 企画振興部長     福 永 知 規 君 

  企画振興部次長   増 住 眞 也 君 
 
  理事兼 
            松 本   浩 君 
  鏡支所地域振興課長 
 

  企画政策課長    野々口 正 治 君 

 総務部                  

  総務部次長     丸 山 智 子 君 

  秘書広報課長    松 川 由 美 君 

 市民環境部長     堀   泰 彦 君 

  市民環境部次長   國 岡 雄 幸 君 

  市民環境部次長   皆 吉 正 博 君 

  市民活動政策課長  川 野 雄 一 君 
 
  市民活動政策課 
            牛 田 博 之 君 
  住民自治推進係長 
 

部局外 
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 議会事務局                

  議会事務局次長  嶋 田 和 博 君 

                              

○記録担当書記     岩 﨑 和 平 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（堀口 晃君） 皆さん、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり） 

 定刻となりましたので、定足数に達しており

ます。ただいまから総務委員会を開会いたしま

す。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第９１号・平成２８年度八代市一般会

計補正予算・第５号（関係分） 

○委員長（堀口 晃君） 最初に、予算議案の

審査に入ります。 

 まず、議案第９１号・平成２８年度八代市一

般会計補正予算・第５号中、当委員会関係分を

議題とし、説明を求めます。 

 それでは、歳入等及び歳出の第２款・総務費

について、財務部より説明お願いします。 

○財務部長（岩本博文君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

財務部、岩本でございます。 

 本日、総務委員会に付託されました議案につ

きましては、総務委員会審査案件に従って説明

をさせていただきますが、まず、議案第９１号

・平成２８年度八代市一般会計補正予算・第５

号の歳入及び歳出での総務費を辻本財務部次長、

消防費を丸山総務部次長が説明いたします。 

 次に、議案第１０９号・平成２８年度八代市

一般会計補正予算・第６号の歳入及び歳出での

総務費を辻本財務部次長、議会費を嶋田議会事

務局次長が説明いたします。 

 また、事件議案で予算の専決処分に係るもの、

すなわち議案第９４号・平成２８年度八代市一

般会計補正予算・第３号の歳入並びに同じく予

算の専決処分に係る議案第９５号・平成２８年

度八代市一般会計補正予算・第４号の歳入及び

歳出での総務費を辻本財務部次長が説明いたし

ます。そのほか、議案第９６号の事件議案並び

に議案第９９号及び議案第１００号の各条例議

案につきましては、関係各課長が説明いたしま

すので、以後よろしくお願いいたします。 

 きょうもお世話になります。 

○財務部次長（辻本士誠君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）財務部次長の辻本です。よろしくお願いい

たします。それでは座らせていただきまして、

説明いたします。 

 それでは、別冊となっております議案第９１

号・平成２８年度八代市一般会計補正予算・第

５号をお願いいたします。 

 総務委員会付託分につきまして、説明をいた

します。 

 １ページをお願いいたします。 

 まず、歳入歳出予算の補正でございますが、

第１条で歳入歳出それぞれ２６億４４３０万円

を追加し、補正後の総額を、歳入歳出それぞれ

６７０億４００万円といたしております。 

 次に、第２条で債務負担行為の補正を、第３

条で地方債の補正をお願いしておりますが、内

容は、５ページに記載しておりますので、５ペ

ージをお願いいたします。 

 第２表・債務負担行為補正では、金剛小学校

スクールバス運行業務委託で、期間を平成２９

年度から平成３２年度まで、限度額を１２４４

万２０００円とする債務負担行為の追加設定を

行っております。これは、平成２９年４月１日

から八代市立金剛小学校敷川内分校が本校に統

合予定であることから、対象児童の通学に必要

なスクールバスの配備に要する経費を補正する

ことになり、バスの購入費用を今回計上してお
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りますが、バスの運行業務委託については、平

成２９年４月初旬からの運行開始に当たり、ル

ート確認や運行時間帯の状況把握など、新年度

にスムーズに運行ができるよう、年度内に契約

を締結する必要があるため、債務負担行為を設

定するものでございます。 

 次に、第３表・地方債補正は、歳出予算の補

正に伴い、地方債の限度額の変更を行うもので

ございます。 

 まず、防災基盤整備事業では、補正前の限度

額１４５０万円に２００万円を増額し、補正後

の額を１６５０万円に変更しております。 

 次の、学校整備事業では、補正前の限度額１

億６０７０万円に７６０万円増額し、補正後の

額を１億６８３０万円に変更しております。 

 また、災害復旧事業では、補正前の限度額１

億８６６０万円に１億２６９０万円増額し、３

億１３５０万円に変更しております。 

 なお、起債の方法、利率、償還の方法につき

ましては、これまでと同じでございます。 

 詳細につきましては、１４ページの歳入、款

２１・市債のところで改めまして説明いたしま

す。 

 続きまして、歳入を説明いたします。９ペー

ジをお願いいたします。 

 款１０、項１、目１、節１・地方交付税で、

８億５９４万６０００円を計上しておりますが、

これは今回の補正予算の一般財源でございます。 

 次に、款１４・国庫支出金、項１・国庫負担

金、目１・民生費国庫負担金、節２・児童福祉

費負担金で、３６２万９０００円を計上してお

ります。これは、身体的、精神的に危機的状況

にある母子を生活自立のために受け入れる母子

生活支援施設に、その入所措置委託料を支弁す

るもので、年度当初２世帯４名であったものが、

３世帯８名にふえたため、その不足分に対する

母子生活支援施設入所措置費負担金でございま

す。 

 次の、目３・災害復旧費国庫負担金、節１・

公共土木施設災害復旧費負担金で、７２７０万

２０００円を計上しております。 

 まず、道路橋梁施設災害復旧費負担金の６３

０３万１０００円ですが、これは本年６月１９

日から７月１３日の梅雨前線豪雨により被害を

受けました坂本地区市道下深水・板ノ平線ほか

８路線ののり面崩壊や路肩崩壊などに係る災害

復旧事業費９４５０万円に対する国からの負担

金でございます。 

 次の、河川施設災害復旧費負担金の９６７万

１０００円は、これも同じく梅雨前線豪雨によ

り被害を受けました内野川ほか２河川の護岸崩

壊に係る災害復旧事業費１４５０万円に対する

国からの負担金でございます。 

 次に、同款、項２・国庫補助金、目１・総務

費国庫補助金、節１・総務管理費補助金で、３

４１万４０００円を計上いたしております。こ

れは、泉地域のコミュニティセンターとして旧

泉第二小学校を改修する経費に対して、国土交

通省の補助事業である小さな拠点を核としたふ

るさと集落生活圏形成推進事業として補助され

る集落活性化推進事業費補助金でございます。 

 次の、目２・民生費国庫補助金、節１・社会

福祉費補助金で、１５９１万３０００円を計上

いたしております。これは二見本町にあります

有料老人ホーム二見がスプリンクラー及び消火

ポンプユニットの整備に要する経費及び市内１

５事業所が介護従事者の業務負担軽減や業務の

効率化のために、介護ロボットを導入する経費

の一部を補助する地域介護・福祉空間整備等交

付金でございます。 

 引き続き１０ページをお願いいたします。 

 同項、目４・土木費国庫補助金、節３・住宅

費補助金で、１３４６万円を計上しております。

このうち、老朽危険空き家等除却促進事業補助

金の１２００万円は、倒壊や外装材の落下等の

危険性があり、近隣及び道路等に影響を及ぼす
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可能性があると判断された老朽危険空き家の解

体を行った方に対して助成するもので、当初予

算において４０件分を見込んでおりましたが、

このたびの熊本地震を受け、申込件数が５月末

の締め切り時点で８０件となりましたので、さ

らに４０件分を追加することに対して補助され

るものでございます。 

 次の、民間建築物耐震化促進事業補助金の１

４６万円は、昭和５６年５月３１日以前に着工

した木造の民間建築物耐震化の促進を図るため、

耐震診断及び耐震改修費の一部を助成するもの

で、当初予算において耐震診断で１０件、耐震

改修で１件を見込んでおりましたが、これも今

回の熊本地震の影響で申込件数が増加している

ため、耐震診断で２０件、耐震改修で２件を追

加することに対して補助されるものです。 

 次に、目５・教育費国庫補助金、節５・社会

教育費補助金で、３４８７万９０００円を計上

しております。このうち史跡等総合整備活用事

業補助金３１５０万円は、熊本地震で八代城跡

北側の石垣が崩落したものを復旧する国指定史

跡八代城跡郡災害復旧経費に対して補助される

ものです。 

 次の、文化遺産を活かした地域活性化事業補

助金の３３７万９０００円は、地域の文化財を

その周辺環境も含め、相互に関連する文化財群

として捉え、総合的に保存、活用していくため

の基本構想である歴史文化基本構想を作成する

ための経費に対して補助されるものです。 

 次に、目６・災害復旧費国庫補助金、節１・

厚生施設災害復旧費補助金で、５億３８９９万

３０００円を計上しております。これは、熊本

地震による半壊以上の損壊家屋等について、そ

の解体撤去及び処分を所有者にかわって実施す

るもので、本事業につきましては６月補正で予

算化しておりますが、解体件数が当初見込んで

おりました７４件を越え、７月末現在で１５４

件となり、今後さらに増加が見込まれることか

ら、不足分の経費に対して補助されるものでご

ざいます。 

 次に、款１５・県支出金、項１・県負担金、

目１・民生費県負担金、節１・社会福祉費負担

金で、１６２万８０００円を計上しております

が、これは熊本地震発生に伴い、高齢者や障害

者など、一般の避難所では生活に支障を来す恐

れがある要配慮者を受け入れた福祉避難所に対

し、災害救助法等に基づき、開設、運営に要す

る経費を負担する福祉避難所開設・運営負担金

でございます。対象となる施設は、高下西町の

千の穗や日奈久塩南町のみなみ園、二見本町の

かんねさこ荘の３カ所でございます。 

 次の、節２・児童福祉費負担金で１８１万４

０００円を計上しておりますが、これは国庫支

出金のところで説明いたしました、身体的、精

神的に危機的状況にある母子を、生活自立のた

めに受け入れる母子生活支援施設に、その入所

措置委託料を支弁する経費に対する県からの負

担金でございます。 

 １１ページに移りまして、項２・県補助金、

目４・農林水産業費県補助金、節１・農業費補

助金で、７億６４３９万１０００円を計上して

おります。内訳としまして、まず、地域営農組

織法人化支援事業補助金１３万１０００円は、

地域営農組織の法人化を推進するため、設立初

期の地域営農組織法人が適正な会計・経理管理

を実施し、経営の早期安定を図るために要する

経費に対して補助されるもので、事業主体は平

成２７年１１月に法人化された鏡町北新地西区

のアグリサポート北新地でございます。 

 次の、強い農業づくり交付金事業補助金の２

７３２万５０００円は、事業主体が鏡町宝出の

株式会社Ｓｏｒａで、低コスト耐候性ハウス１

棟の導入に対して補助されるものです。 

 次の、経営体育成支援事業補助金の７億１４

１４万１０００円は、熊本地震による農業被害

を受けた農業者が、農業経営を維持していくた
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めに必要な農産物の生産、加工施設等の復旧に

要する経費の一部に対して補助されるもので

す。補助対象経営体数は１３２経営体で、再

建、修繕及び撤去に係る分が補助対象となって

おります。 

 次の、地域特産物産地づくり支援事業補助金

の６４万４０００円は、茶の栽培において露地

栽培から被覆栽培へ転換し、高品質な茶の生産

を行うことで、高収益化による経営の維持、安

定を図るため、必要な被覆資材に要する経費の

一部に対して補助されるもので、事業主体はＪ

Ａやつしろ茶業部会で、受益戸数は泉地区の４

戸、受益面積は７１アールでございます。 

 次の、強い農業づくり交付金事業補助金（平

成２８年熊本地震被災施設整備等対策）の７１

４万４０００円は、熊本地震により被害を受け

た共同利用施設の復旧整備及び撤去費用に要す

る経費の一部に対して補助されるもので、内容

としましては、八代地域農業協同組合のショウ

ガ選果場におけるパック詰め機械の再取得に係

る補助に５５７万６０００円と、八代卸売市場

の補修に係る補助に１５６万８０００円でござ

います。 

 次の、攻めの園芸生産対策事業費補助金の１

５００万６０００円は、実施主体がＪＡやつし

ろ園芸部のほか４団体で、炭酸ガス発生装置や

自走式散布機などの導入に対して補助されるも

のです。 

 次に、目７・教育費県補助金、節１・小学校

費補助金の５万円は、平成２８年度に生きる力

を育む研究指定校となっております麦島小学校

において、授業や部会等で使用いたします教材

及び教師用研究図書購入費に対して補助される

ものです。 

 次の、節２・社会教育費補助金で、１２２５

円を計上しておりますが、熊本地震で県指定史

跡大鞘樋門群の樋門の一部が崩壊したものを復

旧する経費に対して１０００万円、それから先

ほど国庫支出金でも説明しました、八代城跡北

側の石垣が崩落したものを復旧する経費に対し

て２２５万円が補助されるものです。 

 次に、目８・災害復旧費県補助金、節１・農

林水産業施設災害復旧費補助金で、１億１１０

０万円を計上しております。これは、６月及び

７月の梅雨前線豪雨で被災しました坂本地区の

林道深水走水線ほか７路線、泉地区の菊池人吉

線ほか７路線の災害復旧工事費２億１０００万

円に対する林道施設災害復旧費補助金でござい

ます。 

 次に、目９・商工費県補助金、節１・商工費

補助金で、１００万円を計上しております。こ

れは、泉地域の観光施設の一つであります、せ

んだん轟公園の轟の滝へと向かう遊歩道の一部

補修に対して補助される県の癒しの森整備支援

事業補助金でございます。 

 １２ページをお願いします。 

 款１５・県支出金、項３・委託金、目１・総

務費委託金、節１・総務管理費委託金で、５０

０万円を計上いたしております。これは、過疎

集落等を対象として、住みなれた地域に住み続

けることができるよう、日常生活支援など、集

落の維持、活性化に資する取り組みを県が支援

する集落サポートプロジェクト事業委託金でご

ざいます。今回八代市が提案した事業は、五家

荘地域振興会を実施主体として、五家荘地区に

グループタクシー導入を検証するものと、地区

における買い物の不便を解消するため、新たな

買い物支援の仕組みを検討するという内容でご

ざいます。 

 次に、款１７、項１・寄附金、目１・総務費

寄附金、節１・総務管理費寄附金で、８６５万

円を計上いたしております。これは、今回歳出

予算に計上いたしております熊本地震で被災し

た日奈久の織屋旅館の復旧経費として３６５万

円、また全国花火競技大会において熊本地震で

被災した益城町などの子供たちを招待し、特別
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な花火を打ち上げる経費として５００万円に充

てるため、特定の事業を対象に寄附を募るクラ

ウドファンディングを活用したふるさと元気づ

くり応援寄附金を予定いたしております。 

 次に、目４・教育費寄附金、節６・社会体育

費寄附金で、５０万円を計上しておりますが、

これは、平成２８年６月２８日に、一般社団法

人弘済会より寄附があり、スポーツの振興に役

立ててほしいとの意向であったことから、今回

の補正予算に計上しております子供から高齢者

まで幅広く活用できるニュースポーツ用具を購

入する経費に充てるものでございます。 

 次の、目５・災害復旧費寄附金、節１・災害

復旧費寄附金で、２１２９万５０００円を計上

いたしております。これは、このたびの熊本地

震を受けまして、八代市に対していただいた寄

附金を活用し、国庫支出金のところで説明いた

しました八代城跡北側の石垣崩落の復旧に要す

る経費に１１２５万円を、また、県支出金のと

ころで説明いたしました大鞘樋門の一部崩壊の

復旧に要する経費に１００４万５０００円を予

定しております。 

 次に、款１８・繰入金、項１・基金繰入金、

目９・やつしろ文化振興基金繰入金、節１・文

化振興基金繰入金で、３０２万９０００円を計

上いたしております。これは、熊本地震で被災

した指定文化財の復旧経費の一部に対し、文化

財保存事業費補助金を交付するための財源とし

て、やつしろ文化振興基金から繰り入れるもの

でございます。 

 １３ページに移りまして、款１９、項１、目

１、節１・繰越金で、８５８５万７０００円を

計上いたしております。これは、今回の補正予

算の一般財源でございます。 

 次に、款２０・諸収入、項４、目５、節８・

雑入で、２４０万円を計上しております。この

うち、消防団員安全装備品整備等助成事業助成

金５０万円は、消防団に配備する投光器２基の

購入に対する助成金でございます。 

 次の、自治総合センターコミュニティ助成事

業助成金１９０万円は、高下西町第二町内自主

防災会が、流藻川団地近くに防災倉庫を設置

し、ＡＥＤや車椅子、担架など防災関係の備品

配備に対する助成金でございます。 

 １４ページをお願いします。 

 款２１、項１・市債、目６・消防債、節１・

消防債で、２００万円を計上しております。こ

れは、県が再整備する防災行政無線システムの

設置場所である危機管理課が、現在鏡支所にあ

り、鏡支所の自家発電機では容量が設置基準を

満たさないため、県の防災用発電機を設置する

必要が生じ、それに伴い負担金額が増額となっ

たもので、全額緊急防災・減災事業債を予定し

ております。 

 次に、目７・教育債、節１・小学校債で、７

６０万円を計上いたしております。これは、平

成２９年４月１日から八代市立金剛小学校敷川

内分校が本校に統合予定でありますことから、

対象児童の通学に必要なスクールバスの購入に

対する市債で、事業費の９５％でございます。 

 次に、目８・災害復旧債、節１・農林水産業

施設災害復旧債で、８８２０万円を計上してお

ります。これは、先ほど県補助金の説明で申し

上げました林道１６路線の林道施設災害復旧事

業に係る市債で、起債対象事業費から県補助金

を除いた額の９０％でございます。 

 次の、節２・公共土木施設災害復旧債で、３

５６０万円を計上いたしております。このうち

道路橋梁施設災害復旧事業の３０９０万円は、

これも先ほど国庫負担金の説明で申し上げまし

た市道９路線の道路橋梁施設災害復旧事業に係

る市債で、起債対象事業費から国庫負担金を除

いた額の１００％でございます。 

 次の、河川施設災害復旧事業の４７０万円

は、これも先ほど国庫負担金の説明で申し上げ

ました内野川ほか２河川の河川施設災害復旧事
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業に係る市債で、起債対象事業費から国庫負担

金を除いた額の１００％でございます。 

 次に、節３・その他公共・公用施設災害復旧

債で３１０万円を計上いたしておりますが、こ

れは、熊本地震で被災しましたサンライフ八代

の内外壁修繕及び梅雨前線豪雨により被災した

黒島観光バイオトイレ修繕に伴う商工施設災害

復旧事業に係る市債で、起債対象額の１００％

でございます。 

 以上、歳入の説明といたします。 

 続きまして、歳出を説明いたします。１５ペ

ージをお願いいたします。 

 款２・総務費、項１・総務管理費、目４・財

産管理費に、１３４０万円を計上いたしており

ます。これは、鏡支所の市庁舎管理運営事業で

ございますが、空調機にふぐあいを生じ、庁舎

の温度管理に支障を来していることから、冷温

水発生装置の修繕と、蓄熱槽及び配管清掃、点

検に要する経費を補正するものです。 

 次の、目５・企画費に、１８４４万８０００

円を計上しております。内訳としましては、集

落サポートプロジェクト事業の５００万円は、

過疎集落等における日常生活を支援するため、

県の集落サポートプロジェクト事業を活用し、

五家荘地区におけるグループタクシーの導入及

び買い物を支援する仕組みの検討を行うための

委託料で、実施主体は五家荘地域振興会で、特

定財源として全額県支出金を予定しておりま

す。 

 次の、コミュニティセンター施設整備事業の

１３４４万８０００円は、平成２９年４月から

公民館等がコミュニティセンターに移行するこ

とに備えて、施設等看板整備設置業務委託料と

して３７８万４０００円、また、鏡地区の農事

研修センター土壌分析室の一部を改修する工事

費用として、１６５万３０００円と、泉地区の

第二小学校跡施設整備に関連し、エレベーター

設置に向けての実施設計業務委託料として、３

２９万３０００円、不要となった学校備品等の

廃棄物処理委託料として７１万８０００円、２

階部分の会議室、和室、調理室に空調を設置す

る備品購入費、４００万円を計上いたしており

ます。 

 なお、特定財源としまして、国庫支出金の集

落活性化推進事業費補助金３４１万円４０００

円を予定いたしております。 

 以上で、歳入全体と歳出の総務費に係る説明

といたします。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（堀口 晃君） それでは、歳入等及

び歳出の第２款・総務費について財務部より説

明が終わりました。 

 以上の部分について、何か質疑ございません

か。 

○委員（亀田英雄君） １０ページの、老朽危

険家屋の話と民間建築物の話ですね。 

 国の補助が追加である、４０件追加というこ

となんですが、今後、ますますというか、もう

少しふえるんじゃないかという気もするんです

が、そのときは、また国の補助とか、県の負担

があるんですか。 

○財政課長（尾﨑行雄君） お世話になりま

す。 

 通年ですね、こちらの補助のほうがですね、

なかなか交付枠が少ない部分を、今回は災害が

発生したということで追加された分でございま

して、これ以上追加されるっていう予定は、今

回については、今のところ聞いておりません。 

○委員（亀田英雄君） ちょっと外れるかもし

れんとですが、今後ふえる分についてはです

よ、財務部としてどのような感じで対応される

つもりでおんなるとですか。ふえるかもしれ

ん、まあ、憶測の話はでけんって言いなるかも

しれんですが、そのような場合の対応の仕方で

すよ。どのように考えておられますか。 

○財務部長（岩本博文君） この分は、やはり
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地震をもって、より一層家が傾いてきたという

ような状況の中での補助申請が伸びてきている

というような状況というところも伺っておりま

す。罹災証明の発行とかも、まだ、継続的に行

われておりますし、できるだけ対応はしていき

たいと思いますが、その上がってくる数量かな

と思いますので、その辺は今後の財政状況をみ

ながら、財務部のほうで判断を、都度都度判断

させていただくというところで、今後確実にや

っていきますよとか、そういう確定的なお答え

は、この場では控えさせていただこうと思いま

す。 

○委員（亀田英雄君） 自信持って実行してい

ただければと思いますね。ぜひ、前向きに検討

していただきたいというふうに思います。後

で、意見を言います。 

 もういっちょ、２つですね。県支出金の部分

で、１１ページです。強い農業づくり交付金が

１０分の１０ってついとっとですが、以前、こ

れ１０分の９とかで、何か補助率……、これ、

私の勘違いじゃなかんばよかですが、９割補助

とか何とかでやったじゃなかですか。それでい

ろいろあったような気もすっとですが、今度は

全額補助ということで、こら、みてよかっです

か。私の見方が間違っとれば、教えっくださ

い。 

○財政課長（尾﨑行雄君） こちら、県補助金

はですね、県の交付率としては２分の１なんで

すけど、市は、その県からの補助金を受益者の

補助対象の方に、そのまま交付するということ

で、１０分の１０という表現をいたしておりま

す。（委員亀田英雄君「補助率は」と呼ぶ）通

常、国の補助要綱上は２分の１でございます。 

○委員（亀田英雄君） 次、１２ページです

ね、災害復旧費寄附金。この寄附金を与えると

いうことなんですが、そもそもこの寄附金が幾

らだったのか、どこにあっとかていうとをちょ

っと思ったんですが。その辺の取り扱いについ

て、以前あったかな、――ちょっと確認の意味

で教えてください。 

○財政課副主幹兼財政政策係長（吉永千寿君） 

 財政政策係の係長をしております吉永です。 

 ９月１４日現在までの寄附金総額を申し上げ

ますと、７６５２万４０００円の災害復旧寄附

金が入っております。今回、９月補正で、その

うちの２１２９万５０００円を活用予定とした

ところでございます。 

 以上です。 

○委員（亀田英雄君） それ、どこにある、ど

こにあっとですか。どげん使えば、今、（聴取

不能）聞きたいんですが。 

 まひとつよかですか。 

 市で収納すっとなら、どっかにせんばんとい

うような気もすっとですが、今後その取り扱い

の予定ということをお聞かせください。 

○財政課長（尾﨑行雄君） どこで、今、取り

扱っているのかっていう御主旨だと思います

が、健康福祉政策課のほうで取り扱っておりま

す。 

○委員（亀田英雄君） この、予算書には上が

ってこんっていう意味は何かあっとですか。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 通常、歳入の受け

入れだけの場合はですね、特に予算化っていう

のをしないもんですから、今回のように、受け

入れた分はですね、災害復旧とかに事業として

充てるっていうときに、歳入のほうを予算化す

るというふうな形で取り扱っております。 

○委員（亀田英雄君） こういう場合の正当な

取り扱いで、間違えなかっですよね。何か、ち

ょっと不自然なような気のせんでもなかっです

が。寄附金は寄附金で細目するでしょうが。 

○財務部次長（辻本士誠君） このたびの熊本

地震に関しての寄附金につきましては、健康福

祉費の補助金のところで受け入れをいたしてお

ります。 

○委員（亀田英雄君） わかりました。 
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 もう一つ最後に、──最後というか、１５ペ

ージの歳出の部分で、庁舎の、――ここの庁舎

の空調ですね、１３４０万。これは、何か１回

聞いて妥当な金額かなと思ったんですが、ここ

に書いてあるとが、清掃、点検に要する必要な

経費を補正するものとあります。清掃、点検に

要する経費ということで、修理が完了する予算

という書き方じゃなかですよね。それでも１３

００万以上の金が要るということで、この積算

根拠と今後の見込みというのがあれば、もう少

し詳しくお知らせください。 

○理事兼鏡支所地域振興課長（松本 浩君） 

鏡支所地域振興課の松本です。 

 鏡支所の空調システムにつきましては、地下

のタンクの水を冷やしたり温めたりというとこ

ろを、２階の屋上のチラーで冷やしたり温めた

りして、それを循環させているところでござい

ます。 

 今回の補正でございますけども、屋上に設置

しております２台のチラーのうち、１台のチラ

ーが故障いたしまして、このチラー内部の冷却

装置並びに熱交換器並びに圧縮機、そういった

もろもろの器具が故障したっていうことで、部

品の取りかえ等に大きな経費がかかるというと

ころでございます。 

 なお、御質問ございました、配管及び清掃、

点検につきましては、蓄熱槽の水を一度抜き取

りまして、そういったものの費用が発生し、合

計でこのような金額になっております。 

 今後の計画でございますけれども、予算が可

決されました後に、入札等を行いまして、今年

度末には修理を完了したいというふうに計画し

ております。 

○委員（亀田英雄君） 概要ば読んでからです

ね、ちょっと思ったもんですけん聞いたことで

すが、この金額でこの空調の修理は完了する予

算ということで捉えてよかですか。 

○理事兼鏡支所地域振興課長（松本 浩君） 

こちらの予算で修理をする予定でございます。 

○委員（亀田英雄君） はい、了解しました。

一旦終わります。 

○委員（中村和美君） １２ページの花火大会

の件で、なかなか益城町の子供、――子供会か

何かわからん５００万、これをまちょっと具体

的に、この５００万の出費と、何名ほどでどの

ようにして花火大会へ招くのかをお願いします。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 被災地の子供たち

をですね、２００名程度募集して、招待するっ

ていうようなお話を聞いております。 

 それと、花火をですね、復興花火としてです

ね、スターマインっていう種類をですね、復興

花火っていうことで打ち上げるというふうに聞

いております。 

○委員（中村和美君） この５００万っていう

のは何ですか。わかるか。 

○財政課長（尾﨑行雄君） その財源といたし

まして、現在、ふるさと納税っていうのをやっ

ておりまして、その中にですね、特別にクラウ

ドファンディングという手法で、こういう復興

花火を上げますから全国の皆さんぜひ賛同され

る方につきましては、御寄附をお願いしますと

いうことで、その目標額として５００万を設定

した次第でございます。 

○委員長（堀口 晃君） 何に使われるのかっ

ていうふうに、その財源ではなくて、何に使わ

れるのか、５００万円をどういう、子供たちの

送り迎えであったりとか、そのスターマインが

幾らだったりとか、そういったところをお聞き

になったんだろうと思いますけど、いいですか。 

○委員（中村和美君） そのとおりで、例えば

この５００万円の中には、チャーターするバス

が何台だとか、そういうのか何か入っとっとで

しょう。そういうのを。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 済いません。バス

の経費はですね、入っておりませんで、被災者

の方はですね、親子とかでですね御自分の足で
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来ていただくと。ただ、招待席の分ですね、あ

とですね、先ほど申しました花火の経費です

ね、あと実際クラウドファンディングで御寄附

していただいた方にですね、返礼品として招待

席と、あとくまモンのＴシャツとＤＶＤ、――

今回の花火を撮影したＤＶＤをですね、返礼品

としてプレゼントされると、そういった経費に

使われるということでございます。 

○委員（中村和美君） わかったようで、わか

らんとですけど、とにかくいいことだと思いま

すので、進めてもらいたいと思うし、自由に来

てくださいというのも何かなと思うし、子供が

主であったらやっぱりこっちからバスなんかば

チャーターしてやるというのもひとつの招待方

法じゃなかろうかなと思います。なぜ、招待す

るかというのは、地震被災されて、心がすさん

で、大変な思いをした子供たちを花火で喜ばせ

ようというのがまず目的だと思いますので、そ

う思います。 

 それともう一つ、これは要望ですけど、私も

３年か４年ぐらい前に、ちょうど花火大会のと

きにですね、熊本から帰ってくるときに、小川

まで渋滞だった、高速が。だから、それも、バ

スとかなんかでチャーターして来ますというの

ならばだったんですけど、そういうのも踏まえ

ながらも、御招待っちゅうのをしなったほうが

いいかな。とにかく、小川ぐらいからインター

おりるまでつかえとったという状況で、今度も

そうなるんじゃないかと思います。そういう配

慮もひとつの招く以上の心遣いじゃないかなと

いうふうに思いますので、担当課にはそうおっ

しゃってもらいたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（堀口 晃君） ほかありませんか。 

○委員（亀田英雄君） クラウドファンディン

グというやり方で募集するということなんです

が、これだけ数字ば明確されてますが、もう集

まったんですか。これが、この目標に足らんだ

ったときはどうするのか。もう集まったのか。

どうされるんですか。 

○財政課副主幹兼財政政策係長（吉永千寿君） 

 一応５００万の設定ということで、募集期間

はもう既に始めてるんですけれども、準備とか

必要でしたので、始めてるんですが、済みませ

ん、きのう９月１５日現在で、５００万の目標

に対して９１万５０００円という形で、まだ１

００万は届いていない状況です。 

 もう一つ、集まらなかったらどうするのかと

いうお尋ねですけれども、一応、花火の規模を

調節するとかですね、集まった額に応じた内容

の事業にするという形で、原課のほうと調整し

ております。 

 基本、もともと当初予算に全国花火競技大会

の負担金というのを予算化しておりますけど、

それにプラスアルファということで、資金を募

るという形でやっておりますので、基本、実行

委員会の予算枠がありますので、集まらなかっ

た場合でもその対応をと、で集まった分はその

上乗せの額を活用するという形でございます。 

○委員長（堀口 晃君） ほかございませんか。 

○委員（堀 徹男君） 今の関連でいいです

か。 

 続けて、今のクラウドファンディングの分

で、３６５万円は織屋の修繕に使われるって、

事業の見積りとかをされた上での金額だと思う

んですけど、今、亀田委員の質問にあったよう

に、足りなかったときはどうされるんですか

ね、修繕に使う予算は。 

○財政課長（尾﨑行雄君） その場合は一般財

源での対応になります。 

○委員長（堀口 晃君） ほかございません

か。 

○委員（西濵和博君） 説明資料の１５ペー

ジ、それから１２ページの歳入にもございます

が、集落サポートプロジェクト事業についてお

尋ねしたいと思います。幾点か確認したいと思
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います。 

 この事業は、県のそもそも事業を活用して市

が提案されたという経過だというふうに思うん

ですけれども、市が提案されるに当たって、過

疎集落というのは、泉地区のみならずほかにも

ございますわけですけれども、泉地区を選定さ

れた理由と、合わせてほかの地区は同時に提案

できなかったか、そこら辺の経過が１点。 

 ２点目なんですけれども、事業の内容として

はタクシーのかかわりで、グループタクシー導

入ということですけれども、このグループタク

シー導入ってのは、具体的にどういう内容を指

すのかというのと、新たな買い物支援策という

ことを検討なさるということですが、これも具

体的にどういった課題があってどういうものを

イメージして検討なさるか。 

 ３点目、実施主体は五家荘の地域振興会とい

うことですが、コンサルタントの委託費という

のは何を取りまとめられるのか。実施主体がコ

ンサルに委託するという扱いなのか。 

 以上、３点確認させていただければと思いま

す。 

○企画振興部次長（増住眞也君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり） 

 お尋ねの集落サポートプロジェクト事業でご

ざいますが、これは熊本県が地方創生の加速化

交付金を活用して、過疎集落等を対象として集

落の維持、活性化に資する取り組みを支援する

という内容になっておりまして、その選定基準

には住民組織が行うプランであること等がござ

います。 

 今回、八代市が五家荘の地域振興会とです

ね、打ち合わせをいたしまして、五家荘には公

共交通の導入が現在行われておりません。これ

まで、何度かそういう実証実験を行っておるん

ですが、とうとう本格実施に至っていないとい

う状況でございますので、ここでグループタク

シーを導入する実験をやるのが一つでございま

す。 

 選定の理由といたしましては、この地域を選

定した理由ということで申しますと、ここは公

共交通手段が入っていないというとこがあって

ございます。 

 それからグループタクシーでございますが、

住民が利用しやすいようですね、１回の運行で

ある程度まとまった人数を乗せるということで

ですね、グループで共同でタクシーを利用して

いただいて、買い物とかですね、そういうのに

使っていただくということで、１人当たりのな

るたけ負担を減らすような仕組みを試行したい

と、そういうことでグループタクシーの導入は

どうだろうかということで、今回、試験導入を

行うものでございます。一応、導入は１０月か

ら２月ごろの試験運行を予定をいたしておりま

す。 

 それから、買い物支援でございますが、五家

荘におきましては、日常生活で必要となるよう

な、手に入れにくい商品等もございます。それ

から、公共交通等もございませんので、買い物

するのも非常に不便ということがございまし

て、必要なものをですね、そこに送る物資を、

必要な、不足する物資の調査、それから、そう

いうものをですね、物資を受け取って、地元の

商店に卸したり、あるいは必要とされる方に配

送するなど、そういう仕組みを検討したいとい

う取り組みでございます。 

 それからコンサルへの委託の内容でございま

すが、まずグループタクシーにつきましては、

市とそれから地域振興会で打ち合わせをしまし

て、アンケートそれからヒアリングの内容の作

成をコンサルにまず委託したい。それの集計結

果、それから分析、そして課題を整理した上

で、本格導入に向けた事業計画案をつくってい

ただきたいというところでございます。 

 それと買い物支援につきましても、アンケー
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ト、それからヒアリング等の同じ手法を考えて

おります。それから必要とされるもの、その

量、それから手に入りにくい商品等の把握、そ

れから配送等の問題点、課題を整理していただ

いて、どういう仕組みがここでは一番効果的か

ということを提案していただくと。で、支援計

画案として取りまとめていただくということを

考えております。 

 それから最後が、市と振興会の関係というこ

とでよろしいですかね。（委員西濵和博君｢以

上で結構です」と呼ぶ）結構ですか。 

○委員（西濵和博君） 済みません、幾つもお

尋ねして恐縮だったんですけれども、今回、地

方創生ということで取り組まれる、非常にいい

ことかなというふうに感じとったところなんで

すけれども、もともと狙いとしては、八代地域

においては、とりわけ五家荘地区において、交

通整備がままならないということで、課題とし

て残っていたと。本格実施、交通網の整備も含

めて支援策を講じたいということなんですが、

今回実施される意味というのは、来年度以降の

五家荘地域の、泉地域におけるこういった支援

策を定着させるということを目的とされてとい

うような理解でよろしいんでしょうか。もしそ

うなった場合の実施財源というのは、今後どう

いうふうにお見込んでいらっしゃるのか、その

点合わせてお聞きしたいと思います。 

○企画振興部次長（増住眞也君） 目的につき

ましては、今、委員さんが言われたとおり、次

年度も継続していきたいということを考えてい

ます。今回、どういう交通手段がここに一番合

うのかということで、実証実験という形で事業

を行います。ただ、これがうまくいきました

ら、この事業をそのまま継続する必要がござい

ますが、今現在、五家荘地域では、五木のほう

からですね、椎原のほうまでコミュニティバス

がございます。その運用経費が２５０万ほどか

かっております。ただ、これにつきましては、

五木のほうでもですね、見直しが予定をされて

おりまして、来年の１０月に一応廃止される見

込みでございます。そういうことがございまし

て、それまでに何とかこの五家荘に合う公共交

通網を入れたいということで、それから、運用

につきましては、その、今、運用支援に充てて

おります２５０万を活用できればというふうに

考えておるところです。 

 以上です。 

○委員（西濵和博君） わかりやすく御説明あ

りがとうございました。 

 一つ提案なんですけど、タクシーのあり方を

検討される中でですね、執行部も御存じかもし

れませんが、全国ではジェロンタクシーといっ

て、一定の期間、例えば１月定額で乗り放題と

いうようなシステムもですね、導入している地

域、福岡あたりもございますので、あわせて御

検討されてはいかがかなと思います。 

 提案ですけど、以上でございます。 

○委員長（堀口 晃君） ほかございません

か。 

○委員（前川祥子君） 先ほどの鏡支所の件で

すけども、空調機関係というところで、これ、

故障で予算を組んでありましたが、今後は、特

に問題はないだろうというお話だったんです

が、もう一つ防災無線に関しても予算は組んで

ありますよね。今後も鏡支所は継続して使われ

ていくという状況の中で、１０月には幾らか部

署が移転はしますけども、電気機器の容量とい

うものは、今後はこういう状況の中で、保って

いけるのかなというのも考えますけども、そこ

はいかがなんでしょうか。おわかりになるとこ

ろでよろしいんですが。 

○理事兼鏡支所地域振興課長（松本 浩君） 

１０月からの移転計画では、部署がふえるとい

うことはございませんので、計画等、問題はご

ざいません。 

 以上です。 
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○委員（前川祥子君） これもちょっと先走っ

た話かもしれませんが、何カ所かっていうか私

が確認するところでは、１カ所、２カ所、亀裂

が入っている部分も鏡支所でありますので、今

後、耐震調査というものも予算の中で組み込ま

れていくことは考えてらっしゃるかどうか。こ

れ、鏡支所にお聞きすることじゃないかもしれ

ませんが、そこは何か考えがあるんでしょう

か。もしあればというところで。 

○委員長（堀口 晃君） 鏡支所の耐震化を調

査する……。 

○財務部長（岩本博文君） 今回の地震の影響

で、公共施設は多かれ少なかれ被害を受けてる

と思いますので、その辺は、必要に応じてとい

うか、今後の耐震、――今後のためにも、やは

りその辺はちゃんと見ていくところが必要かな

というふうには思ってます。まだ、全体調査と

いうところまでは、取りかかりになれば、各そ

れぞれの所管でやっていくと思うんですけど、

それを取りまとめられたところでの、また、予

算化なり、そういう対応を検討させていただく

ことになるかと思います。 

○委員（前川祥子君） そこは前向きにやって

いかないと、これは別の話かもしれませんけど

も、分散型というのが一応市としては出てます

ので、この鏡支所の中に職員を置くという、そ

れから、外部から市民の方もいらっしゃるとい

う中で、そういったことは最も大事な部分では

ないかなと。予算化を今後考えていただければ

なというふうに思います。 

 それからですね、八代城の件ですが、これ、

確認したくてですね、１０ページの国庫支出金

の５番の教育費国庫補助金の中に、史跡等総合

整備活用事業補助金の中に、八代城の幾らか入

れてあったというふうに、記憶しているんです

が、もう一カ所、１２ページの寄附金の５番の

災害復旧費寄附金の中にも１１２５万組み込ん

であったと思うんですよね。たしか、一般質問

のときに八代城の修復が幾らかかりますかとい

うところで、１億１００万円だったかな。その

うちの国から７割で県から０.５割だったです

かね。およそ市からは２５％、――県から５％

ですね。だから２５％ということで２５２５万

ですかね、微妙な数はちょっとわかりません

が、そういう額が出るというふうに記憶してま

すが、これは、この２カ所で使うと。この２つ

の予算で使うというふうに考えてよろしいんで

すか。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 八代城に今おっし

ゃったように国からとですね、県から一部来ま

す。あとは寄附金でということで、総額今年度

については４５００万ということで、八代城は

なっております。 

 あとは大鞘のほうがですね、県からの補助金

が１０００万来て、残りを寄附金で対応すると

いうことにしております。 

 よろしいでしょうか。 

○委員（前川祥子君） ４５００万というの

が、八代城に対する補修費ということでよろし

いですか。今のが寄附金もこの中に含まれてい

る部分の一部に入っているというふうに考えて

よろしいんですね。 

 はい、わかりました。 

○委員（堀 徹男君） 済いません、もう一回

クラウドファンディングの考え方について確認

をしておきたいんですけど、見込みの金額に足

らない場合にですよ、一般財源からということ

だったんですけど、寄附金で賄えればラッキー

というような考え方なんでしょうかね。どうい

う捉え方をすればいいんでしょう。財源として

寄附金を当て込むということについて。 

○財政課副主幹兼財政政策係長（吉永千寿君） 

 まず、クラウドファンディングについてちょ

っと簡単に説明させていただきたいんですけ

ど、このクラウドファンディングというのは、

今、ふるさと納税の手法で当市では考えており
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ます。もともとふるさと納税っていうのを申し

上げますと、通常ふるさと納税っていうのは、

よそからですね、八代市にふるさと納税寄附金

をされた場合には、その人の居住地の住民税の

一部が税控除されるという仕組みがふるさと納

税ですね。ですから、うちのほうでは市内の在

住者ではなくて、市外の在住者で八代を応援し

ていただくというような設定でふるさと納税を

しております。 

 ただ今回のクラウドファンディングというの

は、花火で言いますと今回の事業は市外の方、

それから市民の方も一緒になって応援の寄附を

募って盛り上げようというような、募ったほう

がいいと考えまして設定したもので、いただい

た寄附、通常のふるさと納税と違いまして、こ

の花火の事業に特定に充てますよと。通常のふ

るさと納税は、どれに使うかというのは特定は

しないんですけれども、寄附者からは少子化、

高齢化に使ってほしいとか希望は取りますが、

全般的にいただいたのを基金に積み立てていっ

て、翌年度以降取り崩して活用していくという

のが通常のふるさと納税ですけど、今回のクラ

ウドファンディングの分は、花火の事業の経費

に必ず当てますよ、で、それを募りますよとい

う形で花火。それと織屋の改修につきまして

も、もともと市の建物ではないんですけれど

も、観光の目玉として山頭火の位置づけであり

ますので、全国唯一山頭火が泊まった旅館とし

て残っている織屋を修復して、観光の目玉とし

て八代市、改修してやっていきたいと、それに

賛同していただける方は寄附をお願いしますと

いう、そっちの特定の目的に使いますからとい

う形で、寄附を募っているという形でやってお

ります。 

 お尋ねは何だったですかね。 

○委員（堀 徹男君） 先ほど、亀田委員の質

問に対する答弁は、５００万を目標額にしてい

るけど、足りなかった場合は事業の規模を縮小

するということだったですよね。織屋は３６５

万円という積算の根拠があって、それに満たな

かった場合は一般財源を投入するというお答え

だったでしょう。ということは、３６５万円と

いう事業費が必要な事業なのに、結局寄附で足

りなかったら一般財源を投入するということ

は、事業の考え方としてどういうことなのかっ

ていうところに行き着くわけですよ。で、３６

５万円のうちに、幾ら、１００万円集まったら

ラッキーだったというような考え方でいいんで

すかっていうことなんですよね。 

○財政課副主幹兼財政政策係長（吉永千寿君） 

 先ほど言いましたとおり、確かに花火のほう

は集まらなかったらどうするのっていったら、

実行委員会のほうで補って、一般財源の補填は

しないという形になります。 

 織屋のほうは違いまして、改修をします、市

のほうで改修をします。その財源として、全国

の応援者から寄附を募って盛り上げていきたい

というところですので、もし、そちらのほう

は、もともと花火みたいに実行委員会みたいの

があるわけじゃありませんので、市の財源で補

塡するという形を取らざるを得ないと。そこの

違いがあります。 

○委員（堀 徹男君） 意見になるからいいで

す。 

○委員（西濵和博君） ちょっと差し出がまし

いですけど、今の話でなんですけど、もともと

織屋はその事業費がないと目的を達成しない性

格のものであって、花火大会というのは、金額

の増減によって柔軟的に対応できるから、必ず

しもその金額が必要とまでは言えないと。もと

もと納税は、通常の税収でいくと次の年の交付

税にかかわってくるけれども、寄附金はその自

治体の収支財政に左右されない、交付税にも影

響されない性格なものだから寄附金を有効に使

ったほうがメリットがあるって、そんなところ

もあるんじゃないですかね。答えは結構です。
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（｢アドバイスやね」と呼ぶ者あり）（｢そこば

理解しとかな」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） よろしいですか。聞

かなくてよかですか。大丈夫ですか。性格が違

うんじゃないかっていう話ですよね。織屋は織

屋で完結しないといけないのに、なぜクラウド

ファンディングを使うのかっていう、こういう

話だろうというふうに思っているところなんで

すけど。 

 ほかございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） いいですか。 

 それでは、ないようでございますので、以上

で質疑を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

○委員（亀田英雄君） 一番初めに申し上げま

したように、老朽危険家屋等除却の話ですね、

今の段階ですけん、憶測でしかなかかもしれん

とですが、なるだけですね、市民の要望に沿っ

た形を検討されてもらえればなというふうに思

います。今からのケースですけん、難しかケー

スが今から出てくっとかなという気もいたしま

すがですね、出てきてから検討するじゃなくて、

もう既に議論を始められたらいかがかなという

ような、来年につながる話でもありますので、

そのようなことも今後検討されていただきたい

というふうに考えます。 

○委員長（堀口 晃君） ほか意見ございませ

んか。 

○委員（堀 徹男君） 済みません、さっき吉

永さんの意見なんですけど、もともと事業の考

え方としてですね、事業概要書を見ると、賃貸

契約になってるのかな。所有者の方に負担する

力がないということで、財源に当て込まれたっ

て、クラウドファンディングというのを当て込

まれたということなんでしょうけど、もともと

予算化する場合の事業の考え方ですよね。そこ

からスタートせんといかんと思うとです。八代

市がその資産をどう考えているのかっていう位

置づけからですね、そこから、財源の考え方も

変わってくると思うんですよね。どういう観光

資源として位置づけているのか、市が考えてい

るのかというところからいけば、一般財源から

負担してもそれは適当だと思うんですけど、寄

附金で財源を最初から見込むっていうのは、設

定がないからそういう苦肉の策を取られてるん

だろうなというふうに思うんですね。これは、

財政課だけじゃなくて、事業化としての位置づ

けからスタートしていかなくちゃならない部分

だと思うので、その辺はですね、ぜひ担当課と

も、クラウドファンディングって雲をつかむよ

うな財源じゃいかんと思うとですよね。そこら

辺から一応検討をしていただければなというふ

うに思います。 

○委員長（堀口 晃君） ほか意見ございませ

んか。 

○委員（成松由紀夫君） 熊本地震災害復旧に

伴ってですよ、質問でも言うたんですが、今度

の東陽スポーツセンターだったり、総合体育

館。あの辺は国交省の社会資本総合交付金事

業、天井のやつですね。ああいうのが必要要件

を満たしてやりますよね。文科省あたりから

も、今からいろんな形で学校施設であったり、

そういったものには出てくると思うんですよ。

そういうのをですね、効率的な補助事業あたり

をしっかり注視してもらって、国、県あたりに

採択していただくようにですね、しっかり努力

していただきたいと要望しておきます。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） 先ほど鏡支所の耐震調

査をという話はいたしましたけど、各支所です

ね、地域の防災拠点というふうに位置づけされ

ておりますので、今後のこともありますので、

各支所のやっぱり耐震調査はやるべきではない

かというふうに考えますので、ぜひ御検討をよ

ろしくお願いしたいと思います。 



 

－16－

 以上です。 

○委員長（堀口 晃君） ほかございませんか。 

 なければ以上で、歳入等及び第２款・総務費

について終了いたします。 

 執行部は、入れかわりをお願いいたします。 

○委員長（堀口 晃君） 引き続き、第８款・

消防費について、総務部より説明をお願いいた

します。 

○総務部次長（丸山智子君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）総務部次長の

丸山です。消防費につきまして説明させていた

だきます。よろしくお願いいたします。では、

着座にて説明させていただきます。 

 では、補正予算書の１８ページをお願いいた

します。下段の表でございます。 

 款８・消防費、項１・消防費、目２・非常備

消防費では、１２５万３０００円を追加し、補

正後の金額は３億３９万８０００円といたして

おります。説明欄の消防団整備事業では、熊本

地震の際に寄贈を受けました携帯型デジタル無

線の本体２０台を消防団に配備するための経費

として、電波使用料が１万１０００円、スピー

カー、ケース等の備品購入費として２７万円を

計上いたしております。なお、当無線機は将来

的には消防団の班長以上の全員に配備する予定

であり、山間地域から順に配備を進めることと

いたしております。昨年度までに、東陽、泉地

区に配備を行いましたので、今回は坂本方面隊

への配備を予定いたしております。 

 備品購入費では、このほかに夜間活動時の照

明として、ＬＥＤバルーン投光器２台分の経費

９７万２０００円を計上いたしております。こ

ちらも、計画的に全地区に配備を進めているも

ので、昨年度、東陽、泉地区に配備いたしまし

たので、今回は八代地区、坂本地区への配備を

予定いたしております。 

 特定財源の５０万円は、全額消防団員安全装

備品整備等助成事業助成金でございます。 

 次に、１９ページ上段の表で、目４・防災管

理費では、６８５万６０００円を追加し、補正

後の金額は、８９１６万８０００円といたして

おります。内容につきましては、防災対策事業

の１９０万円は、財団法人自治総合センターの

コミュニティ助成事業に採択されました高下西

町第二町内自主防災会が実施される防災備蓄倉

庫の設置や、ＡＥＤや車椅子等の防災関係備品

を整備する事業への補助金でございます。 

 次に、防災行政無線整備事業の２００万円は、

熊本県防災行政無線システム再整備負担金の増

額分で、当初、県が今年度整備する防災行政無

線は本庁舎に整備する予定でしたが、地震の影

響で鏡支所に変更になりました。これにより、

県の設置基準を満たす防災用発電機を新たに設

置する必要が生じたため、県への負担金が増額

になったものでございます。 

 避難所運営事業の２９５万６０００円は、地

震により避難所として使用した指定管理施設３

カ所、学校施設２カ所に対し、利用料の減収補

塡や光熱水費、人件費など、避難所運営に要し

た経費を補塡するものです。 

 特定財源のうち、地方債の２００万円は防災

基盤整備事業債で、その他の１９０万円は自治

総合センターコミュティ助成事業助成金でござ

います。 

 今回の消防費の補正額合計は、８１０万９０

００円で、補正後の総額は２０億６６６０万７

０００円といたしております。 

 以上、説明とさせていただきます。御審議方

よろしくお願いいたします。 

○委員長（堀口 晃君） ただいま説明が終わ

りました。以上の部分について、質疑を行いま

す。質疑ありませんか。 

○委員（亀田英雄君） 概要のほうで、ちょっ

と見たっですが、避難所運営事業についてで、

内訳の部分がですね、各避難所で違うとですが、

同じ経費でしょうが、何でこういった違うとか
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なと。八代高校では光熱費が４０万でしょう。

施設使用料とか、それぞれ必要なものなんでし

ょうが、上がっとる内容がちょっと違うとです

が、その説明ばお願いします。 

○総務部次長（丸山智子君） 今回避難所とし

て、多様な施設を利用させていただいたんです

けども、市のほうで長期間にわたってですね、

多数の人数を受け入れていただいたところが、

今回主に上がってきております。それぞれの施

設につきましては、施設の管理者と所管の担当

課のほうで協議を行いまして、かかった経費の

部分についてですね、施設のほうから請求があ

った分ということで、今回上げさせていただい

ております。 

 それぞれで設定の仕方がですね、施設側のお

考えもあられたようでですね、違うんですけれ

ども、八代高校につきましては、光熱水費等の

実費、増額分ということでいただいております

し、秀岳館につきましては、そもそもあそこの

ふれ愛アリーナを借用されるときの使用料の設

定というのがございましたので、その分での請

求ということでいただいております。 

 以上です。 

○委員長（堀口 晃君） よろしいですか。 

 ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

○委員（成松由紀夫君） 消防団整備事業でＬ

ＥＤバルーン投光器を順次配備していくという

ことですが、これはですね、八千把の避難所で

いったら、会地公園にこれが来とって、非常に

避難者の方が助かっておられたんですよね。八

代にはいっぱいああいう車中避難の方、これか

ら日奈久断層についてはいろんな専門家の御意

見もあるので、このＬＥＤバルーン投光器は、

ぜひともですね、配備を少し進められたほうが、

いざというときには非常に助かるという状況が

あるということを、要望しておきますので、よ

ろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員長（堀口 晃君） ほか意見ございませ

んか。 

○委員（西濵和博君） 先ほど財務部さんのと

きにちょっと申し上げればよかったかもしれま

せんけど、済いません、コミュニティセンター

施設整備事業の関連として意見させていただき

たいんですが、泉第二小学校でエレベーター設

計が御予定されているところでございますが、

以前、ちょっと私、市の公共施設調べましたと

きに、エレベーターをつくった後、メンテする

維持管理の段階において、エレベーターにおい

てはフルメンテナンスという形での管理方法と、

部分的にパーツとかオイルとかいうことのみに

特化してメンテする２種類の方法がございまし

て、その部署部署で取り扱いがそれぞれに分か

れております。かなり金額も違いますもんです

から、それはつくる段階で、どこのメーカーが

そこに設置されるかでも変わってくるものと思

いますけれども、費用対効果だとかランニング

コストだとか考える上において、設計の段階で、

設計側と、――いわゆる設置側と維持管理する

側で、うまく意思の疎通を図っていかれたほう

が、全体的な市の公共施設の費用をうまく有効

に活用できる方策かなというふうに思いますの

で、今度、泉が御予定ですので、そういうこと

もちょっと検討していただけたらなと思います。 

 意見ということです、以上です。 

○委員長（堀口 晃君） ほか意見ございませ

んか。 

○委員（前川祥子君） 今回の熊本地震の結果

で、多くの防災対策においてのことがいろいろ

わかってこられたのではないかと思いますし、

それから消防団への整備というのも、まだまだ

足りないんじゃないかなということもちょっと
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確認されてきたのではないかなというふうに思

います。今後はですね、多くの被災者の方から

もそうですが、職員の方からも結果に対しての

自分たちの考え方、気づきというものをたくさ

ん集約されて、こういう災害に対するバックア

ップ体制をもっと起動していただきたいなとい

うふうに思いますので、その点を今後は考えて

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（堀口 晃君） ほか意見ございませ

んか。 

○委員（中村和美君） 要望を一つ。 

 消防団員は定数が限られていると思いますが、

地域によっては足らないところもあると、消防

団員がですね。だから、できれば、希望者が多

いというのはおかしいけど、そういう地域で余

ってもやりたいですよという人がおる場合は、

そういう人たちもなるたけ採用していただいて、

そして、少数のところも、そういう人間で補う

と、団員で補うというのもひとつの方法じゃな

いかと思います。それも市民の安全につながる

ことではないかと思いますので、型にはまらず、

そういうのは割と柔らかく検討されてもいいん

じゃないかというふうに要望ときます。 

○委員（亀田英雄君） さっきの意見で、２０

０万から１４万まで差がある話ですもんね、避

難所運営事業というのは。提供されたところの

過重な負担にならんようにですよ、これからも

お願いせんばんことですけん、そういうのは市

のほうで、ある程度提供できるような案ばです

ね、過重な負担にならんような考え方も示され

るようなこともされてはいかがかなというふう

に考えます。 

 以上です。 

○委員長（堀口 晃君） ほか意見ございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９１号・平成２８年度八代市一般会計

補正予算・第５号中、当委員会関係分について、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（堀口 晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１０９号・平成２８年度八代市一般会

計補正予算・第６号（関係分） 

○委員長（堀口 晃君） 次に、議案第１０９

号・平成２８年度八代市一般会計補正予算・第

６号中、当委員会関係分を議題とし、説明を求

めます。 

 それでは、歳入等及び第２款・総務費につい

て、財務部より説明をお願いいたします。 

○財務部次長（辻本士誠君） それでは、引き

続き説明させていただきます。座って説明をさ

せていただきます。 

 それでは、今回追加いたしております、議案

第１０９号・平成２８年度八代市一般会計補正

予算・第６号の総務委員会付託分につきまして

説明をいたします。別冊となっております予算

書をお願いいたします。 

 それでは、１ページをお願いいたします。 

 まず、歳入歳出予算の補正でございますが、

第１条で歳入歳出それぞれ１億２１３０万円を

追加し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ、６

７１億２５３０万円といたしております。 

 次に、第２条で債務負担行為の補正をお願い

しております。内容は３ページに記載しており

ますので、３ページをお願いいたします。 

 第２表・債務負担行為補正は、今回４つの事

業で債務負担行為の追加を行っております。 

 まず、新庁舎建設基本・実施設計業務委託

は、総事業費が２億２１４３万円で、平成２８
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年度では基本設計分の８４９０万円のうち、前

払い金２５４７万円を計上し、その残額５９４

３万円と実施設計分１億３６５３万円を合わせ

まして、限度額を１億９５９６万円として、平

成２９年度から平成３０年度までの債務負担行

為を設定しております。基本設計では、新庁舎

建設基本構想をもとに、新庁舎の配置や階層、

平面、空間の構成、備えるべき機能や性能、内

外のデザインなどの検討を行い、基本的な設計

図を作成するもので、その後の実施設計では、

基本設計をもとに、設計内容の詳細な検討を行

い、建設事業に必要となる最終的な設計図を作

成するものです。 

 また、次の新庁舎建設オフィス環境整備支援

業務委託では、総事業費３１７９万３０００円

のうち、平成２８年度で１２６０万４０００円

を計上し、平成２９年度から平成３２年度ま

で、限度額１９１８万９０００円で債務負担行

為を設定しております。これは、新庁舎におけ

る窓口及び執務空間について、専門的な視点で

機能的なオフィス環境を整備するもので、効果

的にワンストップサービスを提供するための窓

口利用状況や動線の調査、分析、現庁舎の机、

キャビネットなどの備品リスト作成、保管文書

の量や会議室利用状況の調査を行うとともに、

新庁舎における窓口や執務室などのレイアウト

を作成し、引っ越し計画の立案まで行うもので

す。 

 次の、景観計画策定業務委託では、期間を平

成２９年度から平成３０年度まで、限度額を１

４８０万円に設定しております。これは、新庁

舎を核とした中心市街地のまちづくりを進める

ため、周辺道路や街並み景観整備等について、

国の補助制度を活用できるよう、補助事業の採

択要件となる景観計画の策定に要する経費でご

ざいます。 

 最後の庁舎周辺道路計画業務委託では、期間

を平成２９年度まで、限度額を８６０万円に設

定しております。これも、新庁舎を核とした中

心市街地のまちづくりを進めるため、庁舎周辺

における安全で円滑な道路交通を確保するとと

もに、本庁舎敷地内に影響が及ぶ都市計画道

路、いわゆる中央線の整備に必要な将来交通量

の検討や、道路予備設計、交差点計画等に要す

る経費でございます。 

 続きまして、歳入を説明いたします。７ペー

ジをお願いいたします。 

 款１０、項１、目１、節１・地方交付税で、

３５８１万３０００円を計上しておりますが、

これは、今回補正予算の一般財源でございま

す。 

 次に、款１４・国庫支出金、項２・国庫補助

金、目１・総務費国庫補助金、節１・総務管理

費補助金で、２０３８万３０００円を計上いた

しております。これは、２つの地方創生推進交

付金の活用事業に対する補助でございますが、

一つ目が八代圏域ツナガルインターンシップ推

進事業の財源として、３７８万９０００円で、

これは芦北町、氷川町と連携し、インターンシ

ップを活用した企業と学生及びＵＩＪターン者

とのマッチング支援などを行うことで、八代圏

域の雇用の促進及び定着化を図るものでござい

ます。 

 二つ目は海外クルーズ船急増に伴う観光資源

強化事業の財源として、１６５９万４０００円

で、これは大型クルーズ船の寄港をチャンスと

捉え、芦北町、氷川町と連携し、観光客集客の

ために、自然体験や文化体験等の新たなアトラ

クション開発など、海外からの観光客の受け入

れ環境を整備するものでございます。 

 次に、款１９、項１、目１、節１・繰越金

で、６５１０万４０００円を計上いたしており

ます。これは今回の補正予算の一般財源でござ

います。 

 以上、歳入の説明といたします。 

 続きまして、歳出の総務費について説明をい
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たします。８ページをお願いいたします。 

 款２・総務費、項１・総務管理費、目４・財

産管理費で、３０００万円を計上いたしており

ます。これは、本庁舎被害状況調査事業（地震

災害関連）として、本庁舎の本格的な解体を行

う前に、効率的に解体できるよう、建物の被害

状況調査委託を実施し、解体設計の工法、工期

などの検討を行うための経費でございます。 

 以上で、歳入と歳出の総務費に係る説明とい

たします。 

 引き続きまして、議会費の説明となりますの

で説明者交代、――申しわけありません。 

○委員長（堀口 晃君） 以上、歳入等及び第

２款・総務費について説明が終わりました。以

上の部分について質疑を行います。質疑ありま

せんか。 

○委員（亀田英雄君） 今、説明の最後にあっ

た話ですね、３０００万の話、被害調査。ま

た、これも大変高額な金額だなという印象がい

たします。この積算根拠というのをお知らせく

ださい。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 今回のですね、被

害状況調査につきましては、本庁舎のですね、

解体工事前に被害調査を行うことで、災害復旧

事業債のですね、今、活用する検討も入ってお

りまして、そのときに、建築物の被害状況の説

明をするための資料作成ですね、をするという

ことで、今回の調査を考えています。あと、こ

れを解体する際の解体設計にもですね、今回の

調査で図面起こし等も必要となってきますこと

から、調査が必要と。あとですね、今回の庁舎

の被害に応じましてですね、今、保険をかけて

おりますが、その保険から見舞金等も支給され

る見込みもあるもんですから、それにも保険用

の資料としても今回の調査が必要ということ

で、調査することといたしました。 

 あとですね、現在の本庁舎に使用されている

建材等がですね、当初の建築時とですね、改修

等でかわってないかとかの確認も必要ですし、

あと、アスベスト関係といった、そういった有

害物質のですね、アスベストがあるというのは

あるんですけど、それがどれくらいの量かとか

っていうのの使用量の確認をすることで必要と

いうことでしております。そういった説明でよ

ろしいですか。（委員亀田英雄君「事業内容の

説明ば」と呼ぶ） 

○委員長（堀口 晃君） 積算根拠について

は、３０００万円の積算。今のは事業内容とい

うことであれですが、積算根拠については、３

０００万の。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 積算根拠につきま

してはですね、そういう図面起こしとですね、

被害の調査含めて３０００万としております。

（｢根拠、根拠」と呼ぶ者あり）済みません、

説明者を交代します。 

○新庁舎建設課新庁舎建設係参事（辻 雅彦

君） 辻です。 

 今の亀田委員のお尋ねの積算根拠ですが、積

算内容は尾﨑課長のほうから説明があったと思

いますが、その内容につきまして、熊本県建築

士事務所協会八代支部のほうに見積もりを依頼

しまして、内容のほうを見積りいただき、それ

を精査して計上したところです。 

 以上です。 

○委員（亀田英雄君） 見積もりを依頼したと

いうことなんですが、その内容をちょっと。だ

けん高かって言いよっとだけんですたい、内容

をちょっと、丁寧な説明ばもう少ししていただ

ければ、納得……。ちょっとわかりやすい説明

ばしてくれんかな。でけんならでけんでよかば

ってんが。言われんっちゅう話なら。 

○新庁舎建設課新庁舎建設係参事（辻 雅彦

君） 見積もりの項目の内容につきまして御説

明いたします。 

 まずは、被害度の調査につきまして１０００

万。あと、図面等の作成及びその調査で４００
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万。ほか、アスベストの調査、あと現地の調査

等ございますが、そちらが５００万等の内容が

ございます。 

○委員（亀田英雄君） できれば、言わんでよ

かごた説明ばしてもらえばですたい、よかばっ

てんが、執行部にはもうちっと丁寧にですよ、

質問の意図はそげん難しか話ばしとるわけじゃ

なかっだけん、部長。何か、打ち切るような、

この前の庁舎の特別委員会の話も、もう少し丁

寧な話ばでけんとかって話ばしたですが、説明

の打ち切るような説明の仕方でですたい、そら

理解ば求める説明者の風景ですか。心していた

だきたい。 

 でですね、八代市役所にはアスベストのあっ

たっですか、そもそも。 

○財務部長（岩本博文君） ありました、は

い。 

○委員（亀田英雄君） どのあたりに。 

○新庁舎建設課新庁舎建設係参事（辻 雅彦

君） アスベストの庁舎にあるかないかという

お尋ねですが、存在はございます。アスベスト

の建材の種類につきましては３ランクございま

して、アスベストの吹きつけ等の内容とか、ほ

か、配管等の保温材に巻いているもの、あとは

床材とか天井材とか、建材の中に含まれている

もの、この３つの大枠、種類ございまして、建

築年によって存在が確認されるものがございま

す。 

 吹きつけ材につきましては、ある程度除去し

ておりますが、一部空調関係の、空調室とかの

吹きつけ材は除去せずに封じ込め工法というも

のを使っております。ほかに保温材につきまし

ては、存在は確認されておりますが、どのレベ

ルで入っているかなどの詳細なものはまだ調査

は行っておりません。あと建材の天井材や床材

につきましては、建築年からアスベストが含有

されてるだろうという予測はつきますが、実際

の調査としてはまだ入っていないという状況で

す。 

 以上です。 

○委員（亀田英雄君） このような工事をする

ときにですよ、解体工事にこれだけの調査費を

かけてするのが常套手段ですよね。工事費一括

でする、――このような工事をするときのやり

方として、これは、こういうやり方ですたい、

３０００万かけて調査してするやり方というの

が常套手段なのかというのをちょっと。額が高

いですたい。ちょっと、何か言い方がちょっと

わからんとですが、一括で発注でもよかような

気もせんでもなかっですが、このようなことを

するときに、やっぱりアスベストとかが不安だ

けん、こぎゃん、これだけの多額な調査費をか

けてされるということなんですか。必要経費な

んですかね、常套手段なんですか。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 現状をですね、数

値的に把握しまして、それに基づいて適正な解

体の工事や設計をするためにはどうしても必要

だということで、今回計上させていただいてお

ります。 

○委員（亀田英雄君） 通常面積に掛ける幾ら

というような積算根拠で工事をなさるような感

じがしとったもんですけん、尋ねてみたんで

す。そのようなやり方を検討されてなかったん

ですね。 

○新庁舎建設課新庁舎建設係参事（辻 雅彦

君） 今の平米あたりの単価の亀田委員のお話

ですが、内容としましては、今度解体する建物

が１万平米を越えるような庁舎ということで、

簡易なものでございましたら平米あたり幾らと

いうお話もできるんですが、内容につきまし

て、数量が１万平米を越えるものっていうと、

大規模なものになりますので、詳細な調査をし

なければその数量及びその金額がわかりませ

ん。あと、解体工法につきましては、庁舎が熊

本地震のために被災しましたので、被害状況に

よって工法をどのようなものを選択するかって
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いうのを検討しなければ非常に危険なものです

ので、最悪の場合人身事故とかにつながらない

ように、きちんと検討した上で、解体工法も選

ぶということで、今回こういう調査を行うこと

にしました。 

 以上です。（委員亀田英雄君「一旦、終わり

ます」と呼ぶ） 

○委員長（堀口 晃君） ほか。 

○委員（堀 徹男君） 今の方法なんですけ

ど、例えば、非破壊でするとかですよ、Ｘ線で

するとかっていうやり方で、建物の強度の状況

とかもわかるだろうと思うんですけど、必ずし

も断面が出るっていうわけじゃなかった場合は

あり得ると思うんですよね。その辺いかがです

か、まず１点、それが。 

○新庁舎建設課新庁舎建設係参事（辻 雅彦

君） 非破壊検査等の手法もあるのではないか

というお尋ねについてお答えします。 

 今回の調査のつきましては、特別な内容とし

ましては、熊本地震の後に調査をするというこ

とがございます。建物自体が被災を受けていな

い健全なものでございましたら、図面と現地を

確認した上で、場合によっては非破壊検査とい

うのもございますが、非破壊検査をするにして

も、今回、部材それぞれが地震によって被災を

受けた度合いが違いますので、実際に現地で詳

細に確認する必要がございます。 

 解体の工法につきましては、後日になります

が、一般的には重機の１基当たり２０トンとか

十何トンとかいうものを、建物の最上階に置き

まして、順次上のほうから解体するというのが

一般的なやり方なんですが、それ自体をやるた

めには、建物自体の強度がその機械に対しても

つのかどうかという調査をしなければいけませ

ん。今回、地震でかなり被災をしておりますの

で、危険な状態になっているものに重機を置け

ば、当然非常に危険な解体作業になりますの

で、そういうものを含めて、調査をするという

ことで考えています。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） わかりました。じゃあ

別件でもう一件。 

 先ほどアスベストの残ってるっていうお答え

だったんですけど、それはいかがかなと思うん

ですけれどね。特に聞き逃せない。たしか２年

ほど前に、青少年勤労センターかなんかもアス

ベストの調査が残ってて、追加で予算が出たん

ですよね、たしかね。調査は、――今回調査だ

けなんでしょうけど、そもそも庁舎の管理の形

態としてですよ、アスベストが残ったままにし

ておいてよかったのかどうかっていうのが、そ

っちのほうが大きな問題だろうと思うんですけ

どね。何年か前にアスベストの何とか法ってい

うのができてましたよね。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 先ほど説明があり

ましたように、封じ込めの処理をしておりまし

て、その後ですね、法に沿った形で定期的にで

すね、浮遊するアスベスト量とかの調査をです

ね、定期的には今までやっておりまして、その

調査結果としては、安全基準内というふうな報

告を受けております。 

○委員（堀 徹男君） 適切な処理はされてい

たということですね。はい、わかりました。 

○委員長（堀口 晃君） ほかございません

か。 

○委員（亀田英雄君） 新庁舎建設基本・実施

設計事業と、新庁舎建設オフィス環境整備支援

事業について伺いたいと思います。前回の特別

委員会でも聞いた話とかぶる話になることを御

容赦ください。 

 ちょっと自分で計算してみたんですが、基本

・実施設計事業については１１２９、――１１

００万程度の減少ですよね。オフィス環境整備

支援事業は３月の提案と変わらないというふう

に思うんですが、それぞれの積算根拠と、変わ

る理由というところをちょっと詳細に御報告お
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願いいただきたいなと。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） おはようご

ざいます（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）新庁舎建設課、谷脇です。よろしくお願い

します。 

 まず、基本設計・実施設計の積算根拠でござ

いますが、国土交通省基準といいまして、建設

設計業務委託積算書というものがございまして、

そちらのほうで出させていただいております。 

 あと、オフィス環境のほうの積算基準でござ

いますが、こちらにつきましては、見積もりを

取りまして、その平均値で出させていただいた

ところでございます。 

 次に、差額が出てるということでございます

が、基本設計、――３月につきましては、基本

設計が９３６７万円だったと記憶しております。

実施設計が１億３００５万円ということで、今

回、基本設計・実施設計の合計で、１１２９万

円下がった計算になっておるかと思います。そ

の差でございますが、一つには面積が昔と、最

初の３月のときとは変わりまして、その面積に

よります図書の作成が今回の基本設計・実施設

計の差が大体５００万程度。それに、今、議論

いただいております旧庁舎の解体でございます

が、この旧庁舎の解体っていいますのは、本来、

３月の時点では被災しておりませんでしたので、

今の旧庁舎を使いながら建設して、引っ越しが

済んでから壊すということでございましたので、

その間、健全な庁舎の解体設計あたりの準備物

の図書、その辺が５００万ほどかかっておりま

して、その分の差が大体合計１０００万位とい

うことで、今回下がっておるところでございま

す。 

 オフィスレイアウトにつきましては、変わっ

ておりませんのは、やらなければならないこと、

要は今現在あります書類関係の量でございまし

たり、それと文書の管理、そして、――ちょっ

とお待ちください。途中にできませんでしたが、

オフィスデザインの関係、要は今申しました文

書とか、そういうあと現状のサインの調査、そ

れから備品類の転用計画ですね、要は新庁舎が

できたからといって、全ての机、椅子、ロッカ

ーを新品にかえるわけじゃなくて、今あるもの

を使ったりするもんですから、そういうものの

転用の調査だとか、あと最後は引っ越すときに、

この備品は要は捨てる、この備品は使う、それ

を何階のどこに持って行くみたいなふうな、そ

ういう引っ越しの前準備、前こさぎで全て一式

やることは変わっておりませんので、金額のほ

うには差が出ませんでした。 

 以上でございます。 

○委員（亀田英雄君） わかりました。 

 なかなか、言葉のよう入ってこんもんですか

ら、何回も聞いております、失礼をいたしまし

た。 

 限度額という、ここに表現の仕方があるとで

すね、債務負担行為の限度額と。１万９０００

のときの限度だと。床面積が１万９０００とい

うことで、積算したけんこうなっとでしょう

が、柔軟にっていう考え方がひっかかっとです

が。これを越える場合もある、越えない場合も

あるという説明があったかなというふうに思っ

とります。１万９０００を超えたときに、この

限度額を超えることがあるかもしれません。予

算は、限度はこれいっぱいちゅうことで、これ

は必ず超えないという確約が取れるんですか。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） 予算書の限

度額と申しますのは、要はこの予算ですけども、

第２表までというのは、要は未来に向けてここ

までのお金の支出がありますよということを議

会に対して議決いただくということで、まず、

表記されております。 

 その中で、限度額、要は今年度の予算化した

部分につきまして、その残りの分につきまして

は、１億９５９６万円までは、これで議決をい

ただければ、来年度からの予算でそれは計上し
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てまいりますというお約束、要は手形切手みた

いなものですね。今おっしゃられた、柔軟性と

いう言葉でございますが、仮に限度額という言

葉で御心配であれば、ふえた場合どうなるのと

いうことでございますが、その場合は限度額の

修正は、当然、今年度までは内でしたら、修正

することができますが、それを越えた場合は、

また補正予算という形で、新たに予算を計上す

る、要は足りない分を計上するというふうな形

になるはずでございます。 

 以上です。 

○委員（亀田英雄君） その補正予算は、来年

の予算になるですたいね。補正予算って今言わ

れた部分。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） 平成３０年

になるかと思います。平成２９年の支出まで

は、当然、この中で補えるんでしょうが、ふえ

た場合、平成３０年の補正になるかと思いま

す。 

○委員（亀田英雄君） 一旦終わります。 

○委員（鈴木田幸一君） ちょっとひとつだ

け。 

 先ほどの総務費の財産管理費の被害状況調査、

３０００万、委託料３０００万ですよね。これ

の積算の、設定根拠ちゅうとは担当課のほうで

されたですかね。（｢業者さんに見積もりを」

と呼ぶ者あり）見積もりは。業者のほうに見積

もりばしてもらった。 

 よかです。 

○委員長（堀口 晃君） よかですか。 

○委員（鈴木田幸一君） はい、わかりました。 

○委員長（堀口 晃君） ほかございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） よろしいですか。 

 以上で質疑を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

○委員（亀田英雄君） 意見のところですね。 

 先ほどに関連する部分です。１万９０００―

―私の聞き方が悪かったかもしれんとですが、

ふえる可能性もあるということも言及されたん

ですが、今回進めるために、それこそ苦渋の決

断をしてきました。特別委員会で出した提案に

寄ってこられて分散型の提案をされたというこ

とは評価したいんですが、その分散型の意図を

しっかり把握されているかということについ

て、大きな疑問があっとですよ。だけど、進め

るために苦渋の選択をしたということをまず御

理解いただきたい。 

 柔軟にという言葉を柔軟に使うとですが、特

別委員会でいろんなことを申したことが、約束

は必ず守れますと、守られますように、強く念

を押しておきたいというふうに考えます。 

 これからいろんな事業が進められていくんで

しょうが、マスコミあたりでもいろんな話があ

るじゃなかですか。東京の築地の話、豊洲市場

の設計は日建設計だったと。うわさの日建設計

ですけん、情報がきれいに出てこなかったと。

情報の公開とかですね、透明化ということにも

ですね、きちんと取り組んでいただきたい。し

っかりですね、よう説明ばしてくっだいという

ことば言わんとよう説明せんというごたふうじ

ゃどげんもなりませんけん。部長、その辺はし

っかり肝に銘じていただきたいというふうに考

えます。意見です。 

○委員長（堀口 晃君） ほかに意見ございま

せんか。 

○委員（鈴木田幸一君） 私たち議員というの

はですね、市執行部ともと、市政に対する両輪

でなからんばいけんということで、お互いにそ

の両輪でこの市政をよくしたいちゅう、この気

持ちを持ってると思っております。そういった

意味でですね、この市政、市民のための政治を

しようということでする場合は、やはり、子孫

に対して余り大きな負担を残したくないという

ことで思ったとき、１億、２億というお金の金
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額ちゅうとは物すごいものだというふうに考え

ておるわけなんですよね。 

 ところが、当初、３年ほど前に私、総務委員

会におりましたけれども、７８億で計画が上が

った。その後、１３４億になったと。その根拠

が、東北、東日本大震災のとか、人件費が上が

ったとか、いろんな資材高騰とかということで

説明があったちゅうことを聞いておる。 

 ところが、実際にいろんなところに聞いてみ

ますと、そぎゃん上がったことはなかっでか

ら。５６億の差が出とるということ。ところ

が、その高い高いちゅうことで、話が出たとこ

ろが、そこ２、３日したところがですね、１１

６億に下がった。１８億下がったんですよね。

１６億だわ、１８億か。 

 するとそれからですね、また設計の変更があ

ったとか、規模が縮小されたとこで４億下が

る。１億、２億のお金がどれだけ膨大なものか

というとを考えたときですね、私たちはいろん

な理由があるかもしれんですけれどもですね、

やっぱし市民の方々に対して、しっかりした根

拠と信頼ある言葉を発せんばならんとですよ

ね。 

 そういった意味からですね、特別委員会をつ

くって、議会としては今後の方向づけをして、

この庁舎建設については頑張っておる。そのこ

とも含めてですね、これから先も、私が希望す

るのはですね、意見として言いたいのはです

ね、こういった数字のことばかりじゃなくて、

実際の金額の膨大さちゅうとばですね、しっか

り認識した上でですね、その後の負担が市民に

かかってくるんだというのも含めてですね、し

っかりした信頼ある回答なり、あるいは数字を

出していただきたいというのを希望しておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（堀口 晃君） ほか意見ございませ

んか。 

○委員（前川祥子君） 今回が新庁舎建設基本

・実施設計の限度額１億９５９６万と、これが

出ました。これを賛成するということは、非常

に重きことだというふうにも感じております。 

 ただ、今回特別委員会でも柔軟性を持ってと

いう言葉を附帯意見という形で載せられて、こ

の額が、もしかしたらまだ小さくなる可能性も

あるし、そしてまた大きくなる可能性もあると

いうふうに認識しております。先ほど亀田委員

もおっしゃったように、情報公開、透明性、こ

こはきちんとしていただいて、もし、この額が

小さくなるのであればなぜなのか、もし付加機

能という部分を考えたときに、大きくなるので

あればそれはどういうことなのかということ

を、きちっと市民のほうにも示されて、何の疑

義もないような状況で、ぜひ進めていただきま

すことを意見として申させていただきます。 

 以上です。 

○委員（成松由紀夫君） この間の庁舎特別委

員会と多少かぶるんですが、先ほど数字遊びの

ような表現もありましたけれども、その都度そ

の都度ですね、執行部はしっかり数字に対して

は裏づけを持って示されたというふうに、私は

理解しております。そこら辺のですね、ことも

考える中で、今後、考えなきゃいけないのは、

どうしても防災拠点機能、それとワンストップ

サービスですね。バリアフリーの問題も含めて

考えれば、やはりこの１万９０００というの

は、私からすると下限であって、これからどう

いうふうに進めていくのかということを考えな

いとですね、非常に市民の皆様から、人吉は倍

近くなっとる、宇土はこうだ、逆行しとりゃせ

んかい八代市はというような、厳しい御意見も

多々いただいております。 

 だからむしろ我々からすると、この１万９０

００というのは、非常に承認しがたい。けれど

も、前に進めるためには、どうしてもですね、

これはやっていかなきゃいかんということで、
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ぜひですね、執行部についてはですね、今後の

部分もしっかり自信持って、ベストではないけ

れども、今回の提案はベターな折衷案的なもの

なのかなというふうに理解しながら、やってい

きますので、執行部にもぜひ自信持ってやって

いただきたいと、意見をしておきます。 

 以上です。 

○委員長（堀口 晃君） ほか意見ございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なければ、以上で歳

入等及び第２款・総務費について終了いたしま

す。 

 説明者を交代いたします。 

○委員長（堀口 晃君） 引き続き、第１款・

議会費について、議会事務局に説明を求めま

す。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 議会事務局

次長の嶋田でございます。総務費に引き続き、

歳出の第１款・議会費について説明をさせてい

ただきます。着座にて失礼します。 

 ただ今お開きの８ページの上段のほうをごら

んください。 

 今回の議会費補正額５８１万３０００円は、

鏡支所３階の旧鏡町議場を八代市議会の議場と

して利用するために必要な、改修等に要する経

費を計上するものです。 

 各委員御承知のとおり、このたびの熊本地震

に伴いまして、本庁舎が議場も含めて使用不能

となったことから、急遽６月定例会及び本９月

定例会の本会議を鏡文化センターにおいて開催

することとなりました。このような中、各派代

表者会で、本会議の開催場所について議論を重

ねられました結果、旧鏡町議場を八代市議会の

議場として利用することに決定をし、さきの議

会運営委員会及び全員協議会において報告、了

承がなされたところでございます。これを受け

まして、改修に係る経費を計上したところです。 

 早速、内容について御説明をいたします。 

 まず、需要費１５１万１０００円は、議席を

ふやすための撤去、運搬、設置等に係る経費の

ほか、議場空調設備の修繕及び傍聴側のカーテ

ンの劣化に伴います新調する経費でございます。 

 次に、役務費４１万９０００円は、じゅうた

ん、椅子を初めとした議場内のトータルクリー

ニング経費として計上いたしております。 

 最後に、委託料３８８万３０００円は、一昨

年導入しました議会中継システムの移設費用で

ございます。これは、本会議放映システム、２

委員会分の放映システム及びテレビ配信システ

ムのそれぞれを移設するに必要な経費でござい

ます。これに伴いまして、現在ハンディカメラ

を使った簡易なライブ中継を行っておりますが、

今後は従来のような臨場感と鮮明な画像、クリ

アな音声を視聴者にお届けできるものと考えて

おります。 

 なお、参考までにお手元に議場配置図案を配

付させていただいております。 

 以上で議会費の説明を終わります。 

○委員長（堀口 晃君） 以上の部分について

質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なければこれより採

決を行います。 

 議案第１０９号・平成２８年度八代市一般会

計補正予算・第６号中、当委員会関係分につい

て、原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（堀口 晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが
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とうございました」と呼ぶ者あり） 

 委員の皆さまにお諮りいたします。 

 ただいま１２時を過ぎたところでございま

す。次、事件案件に入るわけでございますけど

も、このままいくと、あと２時間ぐらいはかか

るかというふうに思います。ここで休憩をとり

たいと思いますけども、よろしいでしょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） それでは、午前中の

審議を終了し、しばらく休憩いたします。午後

は１３時、――１時から開催いたします。 

（午後０時０５分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時００分 開議） 

○委員長（堀口 晃君） それでは、休憩前に

引き続き、総務委員会を再開いたします。 

                              

◎議案第９４号・専決処分の報告及びその承

認について（平成２８年度八代市一般会計補

正予算・第３号（関係分）） 

○委員長（堀口 晃君） 事件議案の審査に入

ります。 

 まず、議案第９４号・平成２８年度八代市一

般会計補正予算・第３号中、当委員会関係分に

係る専決処分の報告及びその承認についてを議

題とし、説明を求めます。 

 それでは、歳入等について財務部より説明お

願いします。 

○財務部次長（辻本士誠君） それでは引き続

きよろしくお願いいたします。座らせていただ

きまして、説明いたします。 

 それでは、議案書の１ページをお願いいたし

ます。 

 議案第９４号・専決処分の報告及びその承認

についてでございます。 

 内容は、平成２８年度八代市一般会計補正予

算・第３号で、本年４月の熊本地震及び６月か

ら７月にかけての梅雨前線豪雨で被害を受けま

した林道や市道など、各施設の応急復旧の必要

性から、平成２８年７月２１日に緊急に専決処

分を行ったものでございます。 

 それでは５ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算の補正でございますが、第１条

で、歳入歳出それぞれ２億４２０万円を追加

し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ６４３億

５６４０万円といたしております。 

 次に、第２条で、地方債の補正をお願いして

おります。内容は７ページに記載しております

ので、７ページをお願いいたします。 

 第２表・地方債補正は、災害復旧事業の歳出

予算補正に伴い、補正前の限度額１億６２２０

万円に２４４０万円増額し、補正後の限度額を

１億８６６０万円に変更しております。 

 詳しい内容につきましては、１２ページの歳

入、款２１・市債のところで改めて説明をいた

します。なお起債の方法、利率、償還の方法に

つきましては、補正前と同じでございます。 

 それでは、歳入から説明いたします。 

 １１ページの歳入をお願いします。 

 款１０、項１、目１、節１・地方交付税で、

１億３７５０万３０００円を増額補正しており

ます。これが今回の補正予算の一般財源でござ

います。 

 次に、款１４・国庫支出金、項１・国庫負担

金、目３・災害復旧費国庫負担金、節１・公共

土木施設災害復旧費負担金で、７７３万７００

０円を計上いたしております。これは、本年４

月の熊本地震により被害を受けました、鏡地区

市道鮟鱇川通り２号線ほか１路線及び泉地区の

宮の崎線ほか１路線の崩落等に係る災害復旧事

業費１１６０万円に対する道路橋梁施設災害復

旧費負担金でございます。 

 次に、款１５・県支出金、項３・委託金、目

２・民生費委託金、節２・災害救助費委託金

で、３４５６万円を計上いたしております。こ

れは、市が県の事務委任を受けて実施するもの
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で、熊本地震で被害を受けた住宅について、み

ずからの資力で住宅の修理を行うことができな

い被災者を対象として、申請に基づき必要最小

限の応急修理を業者へ委託する経費に対する住

宅応急修理事業委託金でございまして、さきの

６月補正で４０件分の２３０４万円を予算化し

ておりましたが、事業の実施期限が７月１３日

から１２月１３日までに延長となったこと、ま

た、７月末現在の申込件数が６１件に達してお

り、罹災証明願いの申請も続いておりますこと

から、さらに６０件分を追加するものでござい

ます。 

 １２ページをお願いいたします。 

 款２１、項１・市債、目８・災害復旧債、節

１・農林水産業施設災害復旧債で、１２６０万

円を計上しております。これは、６月から７月

にかけての梅雨前線豪雨で被害を受けました林

道袈裟堂深水線等１８路線の林道施設災害復旧

事業に係る市債で、起債対象事業費の９０％で

ございます。 

 次の、節２・公共土木施設災害復旧債で、１

１８０万円を計上いたしております。まず、道

路橋梁施設災害復旧事業の１１１０万円は、こ

れも梅雨前線豪雨により被害を受けました市道

下深水板ノ平線など１３路線の復旧事業に係る

市債で、起債対象事業費の１００％の４５０万

円と、国庫支出金のところで説明しました、熊

本地震により被害を受けました市道鮟鱇川通り

２号線など４路線の復旧事業に係る市債で、起

債対象事業費から国庫負担金を除いた額の１０

０％の６６０万円でございます。 

 次の、河川施設災害復旧事業の７０万円は、

これも梅雨前線豪雨により被害を受けました内

野川など３河川の護岸崩壊の復旧事業に係る市

債で、起債対象事業費の１００％でございま

す。 

 続きまして、歳出でございますが、総務委員

会に関係する歳出はございませんので、以上で

専決処分いたしました平成２８年度八代市一般

会計補正予算・第３号の説明といたします。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（堀口 晃君） ただいま歳入等につ

いて財務部より説明がございました。以上の部

分について、歳出はございませんので、歳入等

について質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

○委員（亀田英雄君） 質疑といいますか、災

害復旧ですので、特段ないんですが、災害箇所

の一覧とか、金額まで含んだものの資料をいた

だきたいんですが。 

○委員長（堀口 晃君） ただいま亀田委員の

ほうから、資料請求の申し出がありました。 

 お諮りいたします。 

 当委員会として資料を請求すること、御異議

ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

 災害復旧に関する一覧表を執行部はお願いい

たします。 

 ほかございませんか。 

○委員（西濵和博君） 歳入――災害復旧負担

金についてお尋ねなんですけども、国の経費を

充てられる事業、先ほど述べられたことかと思

うんですが、費目として対象となる経費につい

て、お尋ねしたいと思います。例えば本工事

費、設計委託費、事務費、どのようなものが対

象となるのか、確認させていただければと思い

ます。 

 時間がかかるようでしたら、後ほどでも結構

でございます。 

○委員長（堀口 晃君） 執行部はどうです

か。時間かかりますか。（｢かかりそうです」

と呼ぶ者あり）時間かかるなら、また後ほど御

説明をいただきたいと思います。 

 ほかございませんか。 
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（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なしだけど次に進め

ない……。 

○委員（西濵和博君） 時間がかかるようです

ので、一旦取り下げます。個別に私が伺います

ので。 

○委員長（堀口 晃君） よろしいですか。 

 それでは、そのようにお願いいたします。 

 ほかないようでございます。以上で質疑を終

了いたします。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９４号・平成２８年度八代市一般会計

補正予算・第３号中、当委員関係分に係る専決

処分の報告及びその承認については、承認する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（堀口 晃君） 挙手全員と認め、本

件は承認されました。 

                              

◎議案第９５号・専決処分の報告及びその承

認について（平成２８年度八代市一般会計補

正予算・第４号） 

○委員長（堀口 晃君） 次に、議案第９５号

・平成２８年度八代市一般会計補正予算・第４

号に係る専決処分の報告及びその承認について

を議題とし、説明を求めます。 

 それでは、歳入等及び第２款・総務費につい

て財務部より説明をお願いいたします。 

○財務部次長（辻本士誠君） それでは、引き

続きまして着座にて説明させていただきます。 

 それでは、議案書の１７ページをお願いいた

します。 

 議案第９５号・専決処分の報告及びその承認

についてでございます。 

 これは、平成２８年度八代市一般会計補正予

算・第４号で、８月７日から開催されました第

９８回全国高校野球選手権大会への秀岳館高校

の出場決定を受け、平成２８年８月１日に緊急

的に専決処分を行ったものでございます。その

内容について御説明いたします。 

 ２１ページをお願いいたします。 

 まず、第１条・歳入歳出予算の補正でござい

ますが、歳入歳出それぞれ３３０万円を追加

し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ６４３億

５９７０万円としております。 

 まず、歳入を説明いたします。２６ページを

お願いいたします。 

 款１０、項１、目１・地方交付税で、３３０

万円を計上しておりますが、これが今回の補正

予算の一般財源でございます。 

 続きまして、歳出を説明いたします。 

 款２・総務費、項１・総務管理費、目１０・

諸費で、補正額３３０万円を計上し、補正後の

金額を６７１７万４０００円といたしておりま

す。内容といたしましては、熊本大会で優勝し

ました秀岳館高校の甲子園出場に際し、市内の

３カ所に応援看板を設置するための委託料が３

０万円、大会出場に要する経費の一部として、

補助金３００万円でございます。 

 説明は以上でございます。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（堀口 晃君） ただいま説明がござ

いました。以上の部分について、質疑を行いま

す。質疑ありませんか。 

○委員（中村和美君） ３３０万の中の看板料

が３０万、あと３００万。これは、どこの市内

の高校が行っても３００万ということでいいん

ですか。 

○秘書広報課長（松川由美君） こんにちは、

秘書広報課でございます。 

 ただいま委員さんのほうから、今、補正額３

３０万ですけど、補助金３００万につきまして

は、現在のところ３００万のところでしており
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ます。過去には、２００万と、――合併前のと

きには２００万ということでしておりましたけ

れども、合併後３００万で、少し金額を上げさ

せていただいて対応しているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員（中村和美君） ということは、もう、

大体統一して、この金額というのはどこの高校

にも甲子園に行くんだったらあげるということ

でいいんですか。 

○秘書広報課長（松川由美君） 前回のときが

ですね、公立の県立の東高校が行きましたとき

から３００万にしております。今度、私立です

けれども同額でしております。今のところはそ

のところで考えております。 

○委員長（堀口 晃君） よろしいですか。 

○委員（中村和美君） いいです。 

○委員長（堀口 晃君） ほかありませんか。 

○委員（前川祥子君） このことに関して、金

額も別に異存はないんですが、甲子園というの

が非常にメジャーな大会だということはよくわ

かっております。ただ、高校の大会において、

全国大会、サッカーとかもあるんではないかと

思います、余り詳しくはないんですが。そうい

った全国大会の中で、本市の高校が行った場

合、または中学校が行った場合とか、いろいろ

考えられると思うんですね、全国大会といえ

ば。そういう対応っていうのは、今後何かお考

えはありますか。 

○秘書広報課長（松川由美君） 今回、高校野

球ということで、スポーツ関係だったんですけ

ど、通常考えますとスポーツ振興課かなという

ところはあるんですが、スポーツ振興課のほう

が対象としている補助金を交付する要綱という

のを持っておりまして、通常中学校ですとかの

場合にはスポーツ振興課のほうが所管しており

ます、八代市スポーツ大会出場奨励補助金とい

うのがございます。そちらのほうで対応してい

るところでございまして、今回が高野連です

ね、高等学校野球連盟のほうの主催ということ

でございますので、それは、このスポーツ振興

課が所管している大会に含まれておりませんも

んですから、秘書広報課のほうが所管というこ

とで、今回お金を出させていただいておりま

す。 

 スポーツ振興課のほうは、それなりに基準を

つくっておりますので、それに沿った形で補助

金を交付しているということでございます。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） 素朴な質問なんです

が、なぜ高野連に関してはスポーツ振興課は対

応してなかったんでしょうか。甲子園だからで

すね、いつどこが行くかっていうのはわからな

いのはどこでもそうですけども、可能性はどこ

でも大だということで。これは、特に別格とい

うふうに考える必要も、これまでですけど、な

かったんじゃないかなと思いますが。甲子園だ

からっていうような理由があったんでしょう

か、高野連に関して。 

○秘書広報課長（松川由美君） 今、委員さん

がおっしゃっておりますようなお尋ねの明確な

お答えはですね、当時のこの交付要綱をつくっ

た当時をちょっとひもといてみないとわからな

いところなんですけども、今回の甲子園、高野

連だけではなくて、ほかの競技種目でも該当し

ないものがあるというふうに聞いておりますの

で、そのあたりは、先ほど申し上げました市の

スポーツ大会出場奨励補助金の要綱をつくった

ときにですね、別に高野連だから外すとかそう

いうことではなくて、こういうものについては

補助を出していこうという、そちらに主眼をつ

くったところで要綱――要領をつくったのでは

ないかと考えています。 

○委員（前川祥子君） 特にこれに対して、不

平とか不満とかあるわけではないんですが、平

等性とか公平性というようなことを考えた中で
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は、同じような条件をもっていくことも必要な

んじゃないかなというふうにも思います、今後

はですね。 

 これは意見というところで、以上です。 

○委員（成松由紀夫君） 関連でよろしいです

か。 

 今の話が、やはり出てくる話だと思うんです

けど、実際、高野連に限らず、例えば中学校だ

と中体連もその部分になると思うんですよね。

中体連で管理するから出していくっていうよう

なところもあるし。ただ、今、話が出たよう

に、これ、非常に悩ましいんですが、例えば強

い代のときはですね、全国大会関係というのが

結構、例えば野球でいえば春夏あったりするわ

けで、非常にですね、悩ましいところがあるん

ですよ。 

 先ほどおっしゃった八代市スポーツ奨励補助

金の部分というのは、あれ、合併してからつく

られたところでありまして、以前は小中学校

は、旧郡は、旧町村はきちんとした形の制度を

持っとったんですけども、旧市が特に小学生に

は補助制度がないということで、合併してつく

られた経緯も伺っております。 

 ただですね、そういう何ていうんですかね、

子供たちが可能性の問題で、そういうその時々

の代で、しっかりですね試合に臨めるという

か、頑張ってこいっていうような、八代市のメ

ッセージを発するには、先ほどのスポ振の補助

制度あたりもですね、少し拡充というか、解釈

の仕方を、例えば複数回使えるようなことにし

ないと。あれ、基本、年に１回、一人１万円と

いうような内容に、たしかなっておったと思う

んですよね。そのときに、これから小学校も社

会体育のほうに移行してまいりますので、そう

いう部分を少し考えられるのかどうかというの

は、意見にしておきますので、ぜひ、要望でお

願いします。ここで聞いてもですね、スポ振じ

ゃないから、しようがないですから。よろしく

お願いします。 

○委員長（堀口 晃君） ほかございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） 以上で質疑を終了い

たします。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

○委員（亀田英雄君） 意見ですが、今のよう

な話ばですよ、鑑みながら、秀岳館の場合も高

か安かというような話もいろいろ聞きました

し、規模拡充も含めてですね、基準づくりとい

うものに、ぜひ取り組んでいただきたいと思い

ます。 

○委員長（堀口 晃君） ほか意見ございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９５号・平成２８年度八代市一般会計

補正予算・第４号に係る専決処分の報告及びそ

の承認については、承認するに賛成の方の挙手

を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（堀口 晃君） 挙手全員と認め、本

件は承認されました。（｢ありがとうございま

した」と呼ぶ者あり） 

 それでは、執行部の入れかえをお願いしま

す。 

                              

◎議案第９６号・専決処分の報告及びその承

認について（平成２８年熊本地震による災害

の被害者に係る市税の減免申請の提出期限の

特例に関する条例） 

○委員長（堀口 晃君） 次に、議案第９６号

・平成２８年熊本地震による災害の被害者に係

る市税の減免申請の提出期限の特例に関する条

例に係る専決処分の報告及びその承認について

を議題とし、説明を求めます。 
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○理事兼市民税課長（硴塚康浩君） 市民税課

の硴塚でございます。よろしくお願いいたしま

す。座りまして説明させていただきます。 

 内容は、市民税、固定資産税同じですので、

私のほうから説明をさせていただきます。 

 議案書の２７ページをお願いいたします。 

 議案第９６号・専決処分の報告及びその承認

についてでございます。 

 提案理由でございますが、専決処分した事件

については、地方自治法第１７９条第３項の規

定により、議会に報告し、その承認を求める必

要があることから提案するものでございます。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 専決第１３号・専決処分書でございまして、

内容は、平成２８年熊本地震による災害の被害

者に係る市税の減免申請の提出期限の特例に関

する条例でございます。 

 現条例では、減免申請の提出期限は、納期限

前７日までとなっております。固定資産税の１

期が５月３１日、市民税の１期が６月３０日で

したが、現実的には地震後避難する期間があ

り、また罹災証明の取得等により時間を要した

ため、各市税の納期限の７日前まで提出するこ

とは困難であったことから、納期限の７日前の

日以後において市長が別に定める日までと読み

かえて同項の規定を適用するものでございま

す。具体的には、特例規則をつくりまして、第

５条に出てまいりますが、平成２９年３月３１

日までとするものです。 

 専決しました理由ですが、可能な限り速やか

に、被災された減免申請者に対し、減免処理を

行うためでございます。 

 なお公布日は、平成２８年８月９日で、適用

年月日は平成２８年４月１４日からとなりま

す。 

 以上でございます。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○委員長（堀口 晃君） 以上の部分、説明が

ございました。質疑を行います。質疑ありませ

んか。 

○委員（堀 徹男君） ちなみに今まで、利用

というか、された実績とかありますか。 

○理事兼資産税課長（浅田敏男君） 申請件数

が１次調査の分で１０６１棟あっておりますけ

ど。調査を終えたのが１０４８件、その中で、

全壊が１５棟、大規模半壊が３４棟、半壊が３

０５棟ということでございます。 

○委員（堀 徹男君） 結構あったんですね、

わかりました。 

○委員長（堀口 晃君） ほかございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９６号・平成２８年熊本地震による災

害の被害者に係る市税の減免申請の提出期限の

特例に関する条例に係る専決処分の報告及びそ

の承認については、承認するに賛成の方の挙手

を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（堀口 晃君） 挙手全員と認め、本

件は承認されました。 

 それでは、執行部の入れかわりをお願いしま

す。 

                              

◎議案第９９号・八代市コミュニティセンタ

ー条例の制定について 

○委員長（堀口 晃君） 次に、条例議案の審

査に入ります。 

 議案第９９号・八代市コミュニティセンター

条例の制定についてを議題とし、説明を求めま

す。 
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○市民活動政策課長（川野雄一君） こんにち

は、市民活動政策課、課長の川野でございま

す。よろしくお願いいたします。着座にて説明

させていただきます。 

 それでは、議案書３７ページ、議案第９９号

・八代市コミュニティセンター条例の制定につ

いて御説明いたします。 

 まず、条例制定につきましては、当初、平成

２８年４月１日にコミュニティセンターへ移行

することを予定していましたが、移行予定を平

成２９年４月１日に変更したため、このたび条

例制定を提案するものでございます。 

 なお、本年６月の総務委員会の所管事務調査

におきましては、生涯学習課と連携しながらコ

ミュニティセンター条例の制定、公民館条例等

の改正を９月議会に提案させていただく予定と

御説明をさせていただいておりました。しかし

ながら、この条例の概要につきましては、今回

の９月議会に御提案する前に総務委員会に説明

を予定しておりましたが、熊本地震の影響等で

業務が集中いたしまして、日程調整が整わず、

本日の委員会審査で直接説明することとなりま

したことをおわび申し上げたいと思います。 

 なお、コミュニティセンターの設置に伴う一

部管理業務委託につきましては、この後の所管

事務調査で説明をさせていただきます。 

 それでは、総務委員会資料２をお配りしてお

りますけど、こちらのほうでございます。市民

活動政策課総務委員会資料２ということでお配

らせていただいております。 

 それでは、その資料の１ページのほうをお願

いいたします。 

 平成２７年３月に策定いたしました、住民自

治のよるまちづくり行動計画後期に基づきまし

て、地域住民のコミュニティー活動の拠点とし

て、自主的、主体的なまちづくり活動の推進

と、地域社会のふれあいの連携を深め、地域住

民の福祉向上を目的としまして、これまで社会

教育を中心に事業を実施してきた校区公民館等

から、さまざまな活動が可能となるコミュニテ

ィセンターへ移行するために、八代市コミュニ

ティセンター条例を制定するものでございま

す。 

 このコミュニティセンターへ移行することに

ついては、これまで、各校区の地域協議会へ御

説明をいたし、御理解をいただいているところ

でございます。また、このコミュニティセンタ

ーは、各校区公民館、農業関連施設、旧小学校

施設等を移行して設置するものでございます。 

 なお、条例の策定に当たりましては、現在校

区公民館で行っていることを継続していただく

とともに、コミュニティー活動の拠点として利

用拡充する観点から、八代市公民館条例を例に

項目の追加や見直しを行っているところでござ

います。 

 次に、八代市公民館条例との主な相違点とい

う項目を掲載しておりますけど、その前に、ま

ずコミュニティセンターの名称及び位置につき

まして御説明をさせていただきます。 

 恐れ入りますが、資料の７ページ、８ページ

をごらんいただきたいと思います。 

 条例第２条で規定しております公民館等から

移行する各コミュニティセンターを左の欄に、

別表第１に規定しております。コミュニティセ

ンターでございます。恐れ入りますが、２ペー

ジにお戻りいただきたいと思います。 

 ２ページにフロー図を掲載しておりますけ

ど、このフロー図で説明をさせていただきま

す。 

 まず、図の左の欄の公民館でございますが、

八代公民館を残しまして、そこにあります代陽

公民館から泉公民館まで２１の公民館が、今回

公民館条例から削除されます。そして、右の欄

のとおり、新たにコミュニティセンター条例に

規定するものです。基本的には、現在の校区公

民館の施設を引き継ぐこととなりますが、公民
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館と併設しております日奈久校区の南部市民セ

ンター、昭和校区の農村婦人の家、龍峯校区の

龍峯農業研修所はその条例を廃止し、コミュニ

ティセンター条例に規定いたします。 

 また、公民館施設がなかった、鏡、泉地区で

ございますが、鏡地区におきましては、現在の

農事研修センターをコミュニティセンターに規

定いたしますが、農事研修センターの土壌検査

室等が継続されるため、農事研修センター条例

を改正しまして、施設は鏡コミュニティセンタ

ーに併設されることとなります。また、泉地区

におきましては、泉第二小学校をコミュニティ

センターと規定することといたしております。 

 それでは、現公民館条例との主な相違点でご

ざいますが、また恐れ入りますが１ページのほ

うをごらんいただきたいと思います。 

 そこに、八代市公民館条例との主な相違点と

いうことで、３項目挙げておりますが、内容に

つきましては資料３ページ以降の八代市公民館

条例との比較対象表で説明させていただきま

す。 

 それでは、済いません、また３ページのほう

をお願いいたします。 

 第３条でございますけど、右側の公民館条例

では、館長、副館長、主事、その他の職員を置

くことができると規定しているところでござい

ますけど、左側のコミュニティセンター条例で

は、職員の配置に柔軟性を持たせるために、セ

ンターに必要な職員を置くことができると規定

しております。 

 次に、公民館条例施行規則で規定してありま

す休館日、利用時間については、施設の利用を

明確にするため、左側の第４条でございます、

休館日、それと第５条、利用時間を条例に規定

いたしました。休館日は土曜日、日曜日及び国

民の祝日、それと年末年始である１２月２９日

から翌年の１月３日まで。利用時間は午前９時

から午後１０時までといたしております。 

 次に、使用料についてでございますけど、項

目の追加、修正を行っております。恐れ入りま

すが、資料の８ページのほうを、またお開きい

ただきたいと思います。 

 左側のコミュニティセンター条例別表第２、

第１２条関係の会議室等使用料表をごらんいた

だきたいと思います。右側の公民館条例では、

区分に、ここに麦島トレーニングホールの規定

がありましたが、麦島だけではなく、鏡コミュ

ニティセンターに同様の施設がありまして、共

通の区分としてトレーニングホールとして規定

するものでございます。 

 同じく左側のコミュニティセンター条例の会

議室等の使用料表で、午前、午後、夜間の使用

こまの間でも自由に使用できるように、新たに

１時間当たりの時間外の区分を設けておりま

す。 

 それでは、資料の９ページをお願いいたしま

す。 

 備考の５のところですけど、新たに営業行為

ができる項目を追加しております。使用料につ

いて、１０割増と規定を設けております。 

 それでは、恐れ入りますが、また１ページの

ほうをお願いいたします。 

 下段のほうの米印のところですけど、行動計

画後期で位置づけておりました指定管理者制度

の導入につきまして、今後、地域協議会等で十

分協議した上で、内容を精査いたしまして、導

入が必要と地域の理解が得られた際に、改めて

条例の改正を行い対応することといたしたいと

考えているところでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御審

議よろしくお願いいたします。 

○委員長（堀口 晃君） 八代市コミュニティ

センター条例の制定について説明がありまし

た。以上の部分について、質疑を行います。 

○委員（成松由紀夫君） これは、コミセン移

行、一般質問したいぐらいだったんですけれど
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も、実際問題、今回これだけの災害を受けて、

公民館が避難所の対応をですね、やっていく中

で、今度、コミセンに移行していくと、公民館

主事が行っていた役割を地元雇用職員で対応す

るというような計画。それと、一部業務委託を

受けた校区の公民館主事が中央公民館に集約さ

れて、それから複数の校区を担当するというよ

うな状況ですよね。 

 実際ですね、今回みたいに熊本地震と同程度

の災害が想定した場合、まだまだいろんな専門

家の御意見もある中で、緊急時に対して地元雇

用職員でどの程度ですね、対応できるんだろう

かなというところが１点。百歩譲って災害時に

のみ、市職員の応援ば得られた場合でも、地域

の町内長さん、市政協力員さんがわからんと

か、夜間照明の操作がわからんとかですね、そ

れと、発電機の問題、操作方法とか、そういう

のが出てきて、非常に難しい問題が出てくると

思うんですよね。 

 今回は、非常にマンパワーの問題もあって、

公民館主事がおる、例えば、税収業務をすると

ころと、公民館主事がいないところとっていう

ことで考えると、主事さんがいないところは逆

にメリットがあるとですよ。ただ、主事がいる

ところは、逆に中央公民館になるとですかね、

集約されて、そこから幾つか校区ば割り振られ

て、災害時のとき、はい行きなっせよっていう

ような話になってくっと思うとですけど、そう

いうところの公的施設に対しての責任の所在。

災害時でもそぎゃんだったですけど、コミセン

になってですね、結局責任は誰がとっとかいっ

て話になると、みんな後ずさりしなっとです

よ、まち協でも。もうこぎゃんときは、責任は

何かあればこっちでとりますけんやってくださ

いって言うとみんなわっとできることが動き出

すというのが、現実的に八千把校区公民館でも

あったというのがあって、そこで市職員さんの

スキルというか、日ごろの部分が調整能力とか

スピード感を持って対応された部分もあったと

いうのがあって、やっぱ、市職員の配置ちゅう

のは、大事なことだろうなというのが感じたん

ですよね、経験として。 

 だけんですね、安易に指定管理者制度とか一

部業務委託とか行ってからですね、市職員を安

易に削減していくのは、私は違うんじゃないか

なというふうに思うので、移行した場合の職員

の配置も含めたところで、今、どういうふう

な、――現状でよかですよ、どういう考えかと

いうのと、あと、やっぱり地域協議会は任意団

体ですよね。任意団体だけんで、仮に地域協議

会が地元雇用職員を採用した場合は、労災保険

の加入はでけんとですよ。そういう問題もある

と思うんで、地域に業務を移行する移行するっ

ていうところでいくと、やっぱ責任の所在を明

確にした上での移行が筋なんじゃないかなとい

うのが率直な意見であって。そこの責任の所在

というか、ここに１６条に市の免責云々で書い

てありますけど、例えば、災害時にですよ、一

部業務委託とか、指定管理者制度を導入した校

区において、避難者がコミュニティセンター

で、何か事件というか事故というかアクシデン

トが起きたときの責任の所在も含めて、３点、

どぎゃんふうに、今、現状考えとんなっとか、

お尋ねしたいと思います。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） 移行した

ときのどういう体制かということでございます

かね。 

 一応、一部管理業務を受けていただいたとき

の体制につきましては、この後、また、所管事

務調査のほうでも御説明をいたしますけど、そ

れぞれ公民館担当区の出張所を併設、支所――

それぞれ違う立場ではございますので、その体

制につきましては、それぞれ受けたときの人員

の配置とか変わってまいりますので、そちら

は、また、そちらのほうで御説明ということで

よろしかったでしょうか。（委員成松由紀夫君
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「現状どれぐらい考えとるかって。審査しよる

わけだけん。それぞれならそれぞれですでもよ

かですよ。それぞれならそれぞれ、各地域で事

情が違うちゅうことですよね」と呼ぶ）そうで

すね、各地域で、――済みません。違いますけ

ど、地域で違うということで、体制については

ですね、基本的には市の職員は必ずつきますと

いうところでしております。それぞれ、どのパ

ターンであっても、全面的に先ほど言われた指

定管理者に移行すれば、市の職員は全て引き揚

げるということになるような、まずは例として

ですね、そういうことになりますけど、今現在

のところでは、市の職員は必ず残るという体制

でございます。 

 それで、一応、今回の先ほど言いました熊本

地震の発生を受けてどういう対応をするかとい

うことでございますけど、こちらにつきまして

はですね、今後、そういう新しい状況が発生す

るということも想定されますので、そちらのほ

うは今後、また検討をですね、させていただき

たいということで考えております。（委員成松

由紀夫君「責任の所在」と呼ぶ） 

 あとは、先ほど２番目ですけど、労災保険の

ほうもですかね。労災保険の関係――。（委員

成松由紀夫君「労災もよければ」と呼ぶ）労災

保険の加入ができないのでないかということで

ございますけど、こちらのほうはそこまでちょ

っと……。よろしいですか。 

○市民活動政策課住民自治推進係長（牛田博之

君） こんにちは。市民活動政策課係長をして

おります牛田と申します。どうぞよろしくお願

いします。 

 今の協議会のほうで労災保険とかっていうと

ころの御質問のところでございますが、例え

ば、地域で一部業務委託を受けた場合でござい

ますが、そういったときには、場合には役員さ

んで受けられたりとか、場合によっては雇用を

されたりとかいうところで取り組みを考えてい

らっしゃいます。例えば、雇用をされた場合で

すね、社会保険とか労災保険というのが、協議

会の会長のほうで負担というのがかかってまい

りまして、一応、今、財政当局とも話しておる

ところでございますが、そういった協議会が負

担しなければならない部分は、業務委託料にで

すね、加算を考えているところでございます。

その雇用されたときの手続は協議会のほうでし

ていただくんですけども、いきなり、そういっ

た初めての業務でございますんで、先ほど課長

が申しましたとおり、市の職員と一緒になって

ですね、そういった手続事もしていきたいと考

えているとこでございます。 

 以上です。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） 責任の所

在はという御質問であったかと思いますけど、

コミュニティセンターに関しましての責任とい

うのは、うちの所管課であります市民活動政策

課が責任を持って対処していくということで、

現場のほうに職員も配置いたしますので、そこ

は職員のほうで責任を持って対処してまいりた

いということで考えております。 

○委員（成松由紀夫君） ということは、全て

の避難所での責任は市民活動政策課が全て負う

という解釈でいいんですか。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） 災害とか

起きましたときのそういう責任の所在というこ

とでございますですか。その場合、施設に関し

ましてはですね、市民活動政策課のほうで責任

持って対処してまいりますけど、そこの避難所

の対応ということであれば、そこの避難所を対

応する部署、それぞれあるかと思いますけど、

避難所によってはそれぞれ責任をとっていく部

署がございますから、そこの部署のほうで責任

を持ってとっていくことになろうかと思いま

す。 

○委員（成松由紀夫君） 具体的にはどこです

か、部長。 
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○市民環境部長（堀 泰彦君） お世話になり

ます。 

 ただいまのお尋ねにつきまして、課長が言い

たかった意味合いを補足して説明させていただ

きますと、コミュニティセンターとして、今度

成り立った施設における原因による損害とかに

関しましては、当然市としての責任があろうと

いうことでございます。ただ、委員のお尋ねの

中におきまして、そこで発生したといったとき

に、当然、そこに避難所にいらした方の動きと

か、そういう内容で責任を案分していただくよ

うな事例があった場合には、そのあたりを考慮

した上での責任の負担の案分をお願いすること

はあろうかと思いますが、先ほど課長申しまし

たように、原則としての避難所の施設とか、そ

ういう運営の方法に関しての責任に関しまして

は市の責任でございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員（成松由紀夫君） そこの責任の所在を

問いただすような気持ちはないとですよ。実際

問題はですね、被災時も現場判断、現場責任と

いうことでやってました、八千把校区は。そう

いう形になっていくのかなというのもあるんで

すけど、結局、じゃあ問うたときには、市がと

いう部分でも、何か案分とか、曖昧な答弁にな

ってくるんですよね。そこを、しっかり説明で

きるような状況ばつくっておかないかんという

のと、特に我が八千把校区については、積極的

賛成じゃないですもんね。今、担当課、課長さ

んたちが大分努力されて、今、非常に距離が縮

まって、今、校区的には聞く耳を持たれてです

ね、いい方向には来てるのかなっていうのは、

努力はしっかり感じておりますけども、結局以

前の説明のときに、あんまりよか話ばっかりし

過ぎて、邪気回しとらすというか、ここにも新

たに利用者が、物品の販売営業行為が云々とい

うとが入ってきとっとですけど、あたかもまち

協に移行すれば、金もうけもできて、今までで

けんだったことが何でもできてみたいな、あん

まりおいしい話をし過ぎられたような感が否め

ないところもあっとですよ。これをコミセンの

条例化、今回して、移行する移行しないという

ことになるとですね、なかなかですね、地元の

方々の話を聞くと、しづらいのかなという思い

が、まだしとっとですよね、複雑な思いという

か。 

 だけん、今までの、名前だけがコミセンに移

行しても、中身的には今までのままでいいって

いう地域が言われる場合はですよ、そのままで

いいんですよというようなことも一つのスタン

スとして考えていかないと、主事さんが１人引

いたことで非常に不安感を持っておられる部分

と、先ほどもちらっと出たですよね、指定管理

になったら市の職員さん方が全部引き揚げます

という話になっとですね、これはなかなか地域

は、よしとされないんじゃないかなと思うとで

すよね。特に今回災害があったからこそ、出張

所とかそういう張りついている職員さん方のあ

りがたみを感じておられる地域の方々もいる

し、実際問題、マンパワーが少しでもっていう

ときにですね、活躍されとった部分もあるの

で、そういうスキルというかそういう部分を例

えば地元雇用職員で、そして１４万４０００円

をぶら下げたニンジンみたいなことでですよ、

話されて、あれもできます、これもできますっ

ておいしい話ばっかりできとったけれども、実

際、市の職員さん方が全部引き払われたとき

に、地元雇用職員で、いろんな市との調整とか

云々とかっていうことと、中央公民館からその

とき派遣されてきました。しかし、実態として

地域のことわからない、町内長さん誰ですか、

照明はどぎゃんしましょうかっていうようなこ

とになってはですね、コミセンに移行する意味

がないと思うとですよ。だけん、そういったと

ころをですね、しっかり先ほど川野課長からあ

ったように、各校区校区、地域地域でニーズが
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違うと思うし、当然メリットがあられるところ

はどんどんやられたらいい。けれども、デメリ

ットが多いというところの地域の方々には、ま

たしっかりですね、意見を吸い上げて、そし

て、その地域の形に合うものを市のサービスと

しては提供していくというようなことで、聞く

耳を持ってですね、ぜひやっていただきたいな

と。そうしないと、これをあんまり拙速に進め

てる感が否めないととられとる地域もあるよう

でございますので、そこら辺はしっかり地域の

声を吸い上げて、しっかりしたものをつくって

いくということを要望しておきます。 

 よろしくお願いします。 

○委員長（堀口 晃君） 先ほどですね、成松

委員がおっしゃられた問いの中において、一部

管理業務委託については、また後ほど説明だっ

ていうふうなお話だったんですが、今回、この

八代市コミュニティセンター条例の中に、影響

する分は別にないんですかね。一部管理業務委

託というふうな部分を後から説明されるんだけ

ども、それとこれ、関連してですね、コミュニ

ティセンターの条例を制定するという状況です

ので、そこについての関連性はここには出てこ

ないということでよろしいですか。先ほど、成

松委員がおっしゃられたんで、その部分を確認

をしたいと思う。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） 条例の中

にはですね、一部管理業務委託ということの関

連性というのが、条例の中にはないということ

で。 

○市民環境部長（堀 泰彦君） 条例の説明と

しては、直接関係ないんですが、ただいま委員

さんがお尋ねになられました、いわゆる職員の

配置がどうであるとか、あるいは地域の意向が

どうであったとか、そういう部分に関しての説

明を、一応する予定にはしておりました、説明

の中で。もし委員長御発案で、もしよろしけれ

ば、その説明をさせていただいた上で、条例の

認否関係をお願いできれば、その含めて御不信

のとこもあるのであるならば、そういう意味合

いも含めて御説明させていただければ幸いでご

ざいますが、こちらから申し上げるのも大変失

礼でございますけど、いかがでございますでし

ょうか。 

○委員長（堀口 晃君） この、八代市のコミ

ュニティセンター条例というのは、今回、今、

制定して、どうするかっていうような議論をし

てるとこなんですね。後から、一部管理業務委

託の中で説明があって、じゃあコミュニティセ

ンターの条例は先にもう決めてしまった後に、

違うじゃないのっていうふうな状況があったと

きには、また困るような状況がありますので、

そこ、関連性がないならばですね、後からの説

明で結構なんですが、関連性があるならです

ね、今のときに説明を求めていただいたほうが

よろしいかと思いますけど、今、関連がないと

おっしゃったんで、よろしいですか、それで。

この条例の中において。 

 それではですね、ちょっと私、整理させてい

ただきます。 

 先ほど成松委員がですね、お聞きなられた分

は、今から条例を決めないといけないと。川野

課長がおっしゃられたのは、いやいや、これに

ついては一部管理業務委託も入ってますよねと

いうようなことがありますけども、その部分に

ついては、この条例と関係がなければですね、

この条例だけで私たちは、今、議論していきた

いと思ってるんですけども、この一部管理業務

委託の部分が、この八代市コミュニティセンタ

ー条例に関連するようなことがあればですね、

今ここでお話を聞いとかないと、この制定につ

いての可否ができないというようなことを、

今、私伝えているところなんですが、川野市民

活動政策課長、お願いいたします。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） 済みませ

ん、先ほど関連がないということで発言いたし
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ましたけれど、職員の配置のところでですね、

――職員を配置することができるというところ

で、若干関連してくるのかなと思っております

ので、それじゃあ、次の一部管理業務委託のほ

うも説明させていただければと思いますけど。 

○委員長（堀口 晃君） 委員の皆さん、いか

がですか。そこは説明要りませんか、説明―

―。委員の皆さんにお伺いします。（｢どうせ

聞かんばんとでしょ」と呼ぶ者あり）後から聞

くか先に聞くかどちらかの話。（｢関連性ある

なら」と呼ぶ者あり）（｢聞いたほうがいい」

と呼ぶ者あり）（｢これ、どこに関連、何条に

関連」と呼ぶ者あり）今おっしゃられたのは３

条のセンターに必要な職員を置くことができる

っていう、この要綱に関連してくるだろうとい

うようなことになってきますんで、じゃあ、説

明を求めます。 

 川野市民活動政策課長、よろしくお願いしま

す。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） それで

は、所管事務調査のほうで説明する予定でござ

いましたが、そちらのほうを説明させていただ

きたいと思います。 

○委員長（堀口 晃君） 関連するところだけ

で結構です。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） じゃあ、

関連するところだけということでございますの

で、資料の３ですかね、３をごらんいただきた

いと思います。 

 じゃあ、済みません、資料の３のほうで説明

をいたしますけれども、ちょっと済みません、

失礼いたしました、資料３のですね、３ページ

をお願いいたします。 

 これは、一部事務委託を受けた場合の職員体

制でございます。３ページのほうは、これ、出

張所を併設していない単独公民館の場合でござ

います。 

 こちらのほうは、現在、公民館主事、それと

非常勤の公民館長、それと補助員、これはシル

バー人材センターの委託ということで３名の体

制で行っております。受託後は、図の右のほう

でございますけど、ここは、一部事務委託をい

たします地域協議会の雇用の事務員さん、それ

と市民活動政策課の係長級の職員として、地域

アドバイザー、それと補助員としてシルバー人

材センターの委託職員を予定しているところで

す。こういう職員体制で予定をしているところ

です。 

 じゃあ済みません、４ページのほうをお願い

いたします。 

 こちら、４ページのほうは出張所が併設して

ある公民館でございます。現在、こちらのほう

は、出張所長、それと公民館主事、それと事務

補助員ということで、これは市の非常勤職員で

ございます、この３名体制でやっているところ

でございます。これが、一部業務委託を受けた

場合でございますけど、これは出張所長はその

ままですね、そこに配置ということで、それと

公民館主事にかわりますところで、地域協議会

の雇用の事務員さん、それと同じく出張所と同

じく市の非常勤の職員の事務員さんということ

になります。 

 それと、済みません、５ページになりますけ

ど、これは支所があるところの職員体制。５ペ

ージでございます。これ、支所の公民館の場合

でございます。現在、公民館主事２名体制をい

たしておりますけど、受託後は市の一部業務委

託業務を履行していただく地域協議会雇用の事

務員さん、それと市民活動生活課所属のコミセ

ン職員、それとシルバーへ委託を予定している

補助員の実質３名体制を予定しているところで

ございます。 

 そういう職員体制で、一部管理業務委託を受

けた場合の職員体制ということで、考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 
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○委員長（堀口 晃君） 今、説明があったと

ころでございます。第３条、センターに必要な

職員を置くことができるということで、所管内

の部分、それに出張所併設の場合、単独公民館

というので、今、説明があったところです。 

 八代市コミュニティセンター条例の制定につ

いて、ほか質疑ありますか。 

○委員（成松由紀夫君） これが出てくると、

結局こういうことなんです。まさに、これが問

題ですよねちゅう話になってくるとですよね。

出張所併設のところは、簡単に言うと１人減る

んですよ、単純に。単独公民館はむしろ１人ふ

える。だから、メリット、デメリットって話に

なっとですけども、この１人減った出張所の併

設のところの場合でいくと、収納業務がありま

すよね。その収納業務の部分を、例えば１人減

った中で、出張所長が立ち会いだとかなんだと

か、町内長さんと出払って、地域協議会雇用の

事務局長が公金をさわれるのかって、さわれな

いですよね。ってなると、この事務補助――市

の非常勤の事務補助員が残るかどうかっていう

話。ところが、どちらかが休みを、例えばとっ

た場合どうなるのっていう問題がいろいろやっ

ぱり、この出張所併設のところについては出て

くると思うんですよ。 

 だから、そこらを地域の声をしっかり吸い上

げて対応してくださいよっていう話なので、後

で、また、しっかり説明は聞きますけども、こ

この職員さんの配置についてはですね、もうち

ょっと見直しが必要じゃないかなというふうに

私は申し添えておきます。 

○委員長（堀口 晃君） ほかございませんか。 

○委員（西濵和博君） いただいております資

料の２ですけれども、これの１ページのところ

に概要があり、先ほど御説明いただいたとこで

すが、ちょっと確認したいんですけれども、１

ページの上の段から７行目に当たりますでしょ

うか、読ませていただきますけれども、コミセ

ンの移行についてこれまで各校区の地域協議会

に説明して理解をいただいているところである

という表現がございますが、この中の確認した

いのは理解をいただいてるということは、各校

区ともこの制度移行、４月１日施行については

了解してるというふうな受けとめ方でよろしい

んでしょうか。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） そのとお

りでございます。 

○委員（西濵和博君） 来年度４月１日施行条

例に向けて、６月議会のときにも９月で提出さ

れたいという趣旨の御説明あったかと思うんで

すが、スケジュール上、本年度、議会でいうと

１２月、３月があるんですけれども、この条例

設定というのは９月議会が一番適当であるんで

しょうか。もしそうだとしたら１２月議会では

遅いとか、何らかの理由があられると思うんで

すけど、もしそこお聞きできたら御説明いただ

きたいんですけど。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） ９月議会

で御提案させていただいところですけど、あと、

一部事務委託を受けられた場合、その準備とか

ございますので、その関係で９月で提案させて

いただいたというところでございます。 

○委員（西濵和博君） 一定の理解いたしま

す。 

 それとですね、先ほど補正予算の審議の中

で、コミュニティセンター施設整備事業が委員

会としては適当だという形になったんですが、

この施設整備は今回の条例を制定する、しない

と、何らか関連出てきますでしょうか。もしで

すね、条例、ちょっと保留っていう形になった

ときに、この施設整備に何らか影響を及ぼしま

すでしょうか。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） 補正予算

に上げさせていただいたのは、御存じのとおり

鏡の農事研修センターと泉の第二小学校跡地で

ございます。こちらもコミセンに移行する際に
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整備をするというところで関連してまいります。

そういうところで、コミセン条例と関連してい

るというところでございます。 

○委員（西濵和博君） ちょっと私が言葉足ら

ずだったかもしれませんけど、例えばの話なん

ですけども、もちろん執行部はこの議会で可決

をということなんですけど、予算は委員会とし

てよしとして、本会議でも通ったとしたとき、

でも条例はもうちょっと考えようってなったと

き、支障は来しませんでしょうかっていうお尋

ねなんですけど。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） 工事をや

るというところでございますので、支障を来す

というところ……、コミセンがなくなるちゅう

か、済みません。（｢ちょっと待って、どう

ぞ」と呼ぶ者あり）支障を来すという……、判

断でございますね。 

○市民環境部長（堀 泰彦君） 御指摘の点に

ついてでございますけれども、今回９月補正で

先ほど申し上げましたように鏡の農事センタ

ー、そして泉第二小学校のエレベーター、それ

と看板関係の補正も上げさせていただいており

ます。これにつきましては、コミュニティセン

ター条例を可決いただくことによりまして、同

時期に整合をとりましてから御案内の看板を入

れかえる作業を進めさせていただくという予定

をしているところでございます。 

 先ほど御指摘ございました、１２月議会でも

できるんじゃないかという御指摘につきまして

はですね、後ほど説明する予定しておったわけ

でございますけども、先ほどの地域での一部委

託を受けていただく地域に対しまして、人件費

関係につきまして、まだ協議中ではございます

けれども、前例がございますので、１２月の補

正のほうで債務負担行為を上げさせていただく

ならば、地域の皆様方が先ほど課長ちょっと申

し上げたところですが、雇用する方々の募集作

業等が１月から進めていただけるという意味合

いで、１２月のほうにそういう予算を計上でき

ないかということを、今、財政当局と検討させ

ていただいているところでございます。 

 まだ、決定しているわけじゃございません

が、そういう意味で、今回コミュニティセンタ

ー関係の条例を通させていただきまして、そし

て、看板等の補正予算、ほかの補正予算も上げ

させていただくことによって、地域における準

備を進めていただけるということを想定してい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（西濵和博君） ありがとうございまし

た。 

 ちょっと気になったのがですね、コミュニテ

ィセンターの整備事業を実施する前提が、ここ

のお金を充てられるとしたときに、コミセンの

条例制定が一つの条件、前提になってはいない

のかなというのを気にしたもんだからですね、

あえてお尋ねしたような次第です。 

○委員長（堀口 晃君） ほかございませんか。 

○委員（成松由紀夫君） 先ほどのコミセン移

行について、各地域協議会に理解をいただいて

いるということですけども、実際、理解いただ

いてないところありますよね。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） 今回、条

例に関してですけど、公民館からコミセンとい

う、名称が変わりますということで説明を申し

上げて、その一部管理業務委託と別として考え

ていただくところで、御説明をさせていただい

たところで、御理解をいただいたというところ

でございます。 

○委員（成松由紀夫君） そういうふうに言わ

ないと、結局、コミセン移行自体まで理解して

るなんていうことを言うとですね、今、非常に

４校区未定があるでしょう。八千把とかとか太

田郷とか大規模な校区含めてですよ。だから、

そういうところで、また誤解を招くので、そこ

はしっかりコミセンという名前が変わるだけで、
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現状維持は大丈夫ですよということだから、あ

あそれならばっていう話になってるというよう

なことだから、今、課長が説明したみたいな形

での説明をしていかないと、そこをしっかりで

すね、うまく地域とはやっていかないとまずい

ので、ぜひよろしくお願いします。 

○委員（中村和美君） 今さっき、成松委員よ

り公民館、出張所と併設とかいうのがございま

したが、例えば、今、鏡、坂本、八千把は大き

いわけですけど、我々の二見の場合はちょっと

どういうふうになるんですか。これ、出張所併

設で、公民館主事がなくなって、地域協議会雇

用事務員さんが入るということで、頭数として

はこの公民館主事はベテランでしょうけど、地

域協議会雇用の事務員さんは素人に近いと思い

ますが、頭数は減らないということで考えてい

いんですか、二見公民館とかの規模みたいの出

張所併設は。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） 頭数は３

名、３名ということで変わらないということで

す。（委員中村和美君「変わらないちゅうこと

ですね」と呼ぶ） 

○委員長（堀口 晃君） よろしいですか。 

○委員（中村和美君） 公金のはどっか女性の

補助員が来て、集金とかしとってあるもんです

からね、二見は多分そういうことで理解をした

んじゃないかなというふうに思います。極端に

人数が、市職員さん、こういう関連の係の職員

さんが減るというと困りますが、減らなければ、

まあ、はい、ありがとうございます。 

○委員（成松由紀夫君） 出張所併設は頭数３、

３というとおかしかでしょ。出張所併設は実態

として１人減りますよね、市の職員さんは。そ

こ、ちゃんと言わないと、３人、３人だからい

いみたいなことを言うと、今、中村委員みたい

に、なら減らんとばいな、３人、３人ばいな。

違うでしょう、１人減りますよね、併設は。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） 済みませ

ん、ちょっと説明が不足しまして。 

 市の職員は３人から２人ということで、それ

に地元の雇用職員が１人入られるというところ

で、そこに施設にいる人は３人、３人というと

ころでございます。 

○委員（中村和美君） 臨時職員さんも入れ

て、市の職員さんは３人が２人になる。そこが

減るていう意味でしょう。そのかわり、地元か

らそういう優秀な人を上げて、その人分を１人

補うということで、いいんですね。 

 はい、わかりました。 

○委員長（堀口 晃君） よろしいですか。 

 ほかありませんか。 

○委員（堀 徹男君） 後ほど、所管事務調査

の中でも詳しくもう一回説明されるんですか。

今ので込みなんですか。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） 一部管理

業務委託につきましては、またこの後の所管事

務調査のほうで御説明をさせていただきます。 

○市民活動政策課住民自治推進係長（牛田博之

君） 済みません、ちょっと確認事項でござい

ますが、先ほどの職員配置の件でございます。

一部管理業務を受けた場合というのが、出張所

だけ４ページのところを見ていただきますと、

今言われたとおり、市の職員はですね、今、３

人、出張所長、公民館主事、事務補助員ですね、

３名。業務委託を受けた場合は、一人減りまし

て、市の職員２人というのはというのはなりま

す。そこに地域協議会の雇用職員が入るという

ところですね。 

 もう一方が業務委託を受けない場合でござい

ますが、そこは、この左側の体制、公民館主事

にかわってですね、この施設の管理は市民活動

政策課が管理するようになりますので、今、考

えてるのは、市民活動政策課の職員がそこに入

ると。市の職員は業務委託を受けない場合は３

名体制というところでございます。 

 済みません、確認のため補足させていただき
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ました。 

○委員長（堀口 晃君） ほかございません

か。 

○委員（前川祥子君） 先ほどからいろいろ説

明を聞いてですね、地域協議会に説明して理解

をいただいているっていうところはわかりまし

た。それにおいて、泉と鏡の整備事業を行うと。

そこまでは、多分それぞれの協議会の方々は、

自分たちの協議会の場が必要だというところで

納得もされ、公民館がコミュニティセンターと

名称が変わるということも御理解されてる上の

決断だというふうに思っております。 

 今、成松委員とかいろいろ御意見中で、まだ

くすぶってる不満があるんだなと、はっきりし

ない部分で不満があるのかなというふうにも認

識しました。 

 でですね、今回は、この議案の中の９９号で、

コミュニティセンターの条例の制定ですから、

先ほど西濵委員がおっしゃったように、この制

定を私たちが賛成で可決するとなると、その前

にこれを、実際この条例でやっていく人たちが

この条例を御存じなのかというところもある意

味疑問に思うところなんですよね。 

 といいますのが、先ほど条例の中身は一つ一

つはおっしゃいませんでしたけれども、ちょっ

と私、よくわからない部分があってですね、今

まで公民館というところは教育委員会が所管を

していて、ここを利用するには許可は教育委員

会でとるというようなことだったらしくて、そ

して、今度は市長というのがよく出てくるんで

すよね。市長の許可を受けなければならないで

すね。いろんなところで、施設の利用も市長が

許可。要するに市長部局という形になるんでし

ょうけども、てっぺんは、じゃあ市長なのかと

いうことですよね。職員もそれぞれに必ず一人

は配置されると、今の現段階においてはですね。

ですから、この段階では、市長がてっぺん、ピ

ラミッドで言えば一番上になるのだろうと。 

 そうしたときにですね、この管理がですね、

最終的に、市の免責というところで、その責任

を負わないって、何かそれはちょっとよく、こ

の理由がある場合を除くほかって、ちょっとこ

こはよく具体性がわからないんですけども、公

民館の場合は教育委員会がこれを管理するだっ

たんですよね。そうすると、ここの責任の所在

が、何か、最終的にどこに行くんだろうってい

うのが私としてはよくわからない条例でもある

んですよ。 

 だから、もしかしたら、私のほうがまだここ

が納得というかよくわからない中で、今話をし

てるのかもしれませんが、この条例を制定する

のであれば、もう少しこの場でそこのところを

説明していただければなというふうに思います。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） 済みませ

ん、今、免責って何条……。（｢１６条」と呼

ぶ者あり） 

○委員（前川祥子君） 先ほどもお伺いしまし

たけど、要するにこの条例の中身をですね、そ

れぞれの協議会の方々が事前で御存じなのかと

いうことも重ねてお伺いいたします。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） １６条で

ございますけど、この条例の規定に基づいて行

う処分ということでですね、損害とかそういう

のが生じた場合ですね、市に責任がない場合、

そういう場合は責任を負わないという、そうい

う内容でございまして――。 

○市民活動政策課住民自治推進係長（牛田博之

君） 今、質問は、教育委員会のときには、教

育委員会が施設の管理を行うということで、今

度は市長が責任ということでコミュニティセン

ターになるところの御質問だったと思うんです

けども、今ですね、今おっしゃったとおり、公

民館等は教育委員会の施設、あと農業施設がご

ざいまして、そちらも市長部局になります。地

域協議会の事務局をそういったところを借りて

今、使っているところです。目的外申請という
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手続をとってですね。 

 今度コミュニティセンターが条例を今提案さ

せていただいておりますが、これが制定いたし

ましたら、市のこういった施設を、２１施設の

管理は一括して市民活動政策課のほうで管理を

いたすようになります。そうすることによって、

施設の管理は市民活動政策課が行いまして、地

域協議会とですね、一緒になって地域活動を取

り組める。そういったところの施設管理を、本

課、市民活動政策課のほうで責任を持って行っ

ていくというところでございます。 

 以上です。 

○市民環境部長（堀 泰彦君） 済みません、

補足で少し説明させていただきますと、前川委

員さんのほうからお尋ねが、地域の皆様御存じ

でしょうかというお尋ねでございますけれど

も、この条例の直接的な内容的には御存じでは

ございません。ただ、後ほどもですね、課長の

説明の中に入れる予定にしている部分をちょっ

と先に説明させていただきますとですね、今回

の条例に関しましては、御存じのように、実際

の計画は２８年の４月に行う予定だったんです

が、その時点におきましても地域の皆様方の御

理解をいただいていないという地域からの御意

見がございました。また、当然議員さんからも

そういう御指摘をいただいておりまして、行政

的にはこういうことは余り好ましくないんです

が、１年延ばさせていただきまして、今回２９

年の４月からコミュニティセンター移行すると

いう形にしました。 

 この１年の間におきまして、地域での説明を

進める中におきまして、御指摘もありましたよ

うに、コミュニティセンターへ移行しますけれ

ども、地域の意向に応じまして、移行されない

ところはそれで差し支えございませんという説

明を進めております。それは、どうしても地域

の実情、そういうものを考慮したときにできな

いところも当然あるだろうと。ただ、私たちは

当然進めますけれども、それがマストではない

ことであるということで説明はさせていただい

て、今回、２９年は１０カ所でしたか、したい

という、４カ所はまだ未定であるという御回答

をいただいているところであります。 

 それは、地域のお考えをちゃんと酌んだ上で

進めると。そして、このコミュニティセンター

条例は、後ほど説明いたしますけれども、基本

としては公民館条例を基本として、それに公民

館の場合は当然教育委員会が御利用されとった

ということもありますし、地域の皆様方が貸し

出しとして御利用されとった。その同じ内容を

例として使わせていただいている状況でござい

ます。それプラス、先ほどありました営利目的

のことが今までできなかった部分ができる条例

とするという意味で、公民館条例を例といたし

ましてですね、新しいコミュニティセンター条

例に変えまして、地域の皆様方が御利用しやす

い方向で持って行くということを考えていると

ころでございます。 

 その前提としましては、委員御指摘がござい

ましたように、地域の方々の無理にしていただ

くということは前提としておりません。また、

当然でございますが、職員の所属が、先ほど係

長申しましたように生涯学習課から市民活動政

策課に配属させたものとして、配置しますけれ

ども、これは移行前提でございます。そして、

一部委託をされたところだけが雇用が発生する

という状況でございます。 

 また、今回の議会で御指摘を受けとりますよ

うに、熊本地震発災以後に、いろいろな状況変

わっております、避難所の問題とか。このあた

り、議員さんのほうからもいろいろ対応するよ

う、地域の出張所とか対応するようにしなさい

ということも御指摘受けとりますので、これに

つきましては、今後の中の検討の中において、

当然検討していく内容と、先ほども申したと思

いますけど、そういうふうに考えておりますの
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で、その点お含みおきいただいて、御理解いた

だければというところでございます。 

 済みません、よろしくお願い申し上げます。 

○委員（前川祥子君） 今の部長の説明もわか

りました。その前の方の、係長の説明の中でで

すよ、市民活動政策課が責任を持ちますという

ことをおっしゃいましたよね。それは条例には

どこにも書いてませんし、（聴取不能）第１０

条に利用者はセンターを利用するに当たって、

特別な設備をし、または備えつけの物品以外の

物品を――。（｢備えつけですね」と呼ぶ者あ

り）ごめんなさい、備えつけの物品以外の物品

を利用する場合、あらかじめ市長の許可を受け

なければならない――、ここはごめんなさい、

８条です。施設等の利用を許可しない。市長

は、施設等を利用しようとする者が次のいずれ

かに該当すると認めるときは、施設等の利用を

許可しないと。 

 この利用の許可は市長ですもんね。だから、

どこにも市民活動政策課の部長は出てこないん

ですよね。（｢市民活動するときは、もう市長

たい」と呼ぶ者あり）市長ですよ。だから、そ

こが曖昧なんですよね、責任の所在が。 

 やっぱり、これは、ほぼ市民が主導でやると

こですから、活動の場ですから、この条例をで

すね、市民に見せずして、この議会の中でよし

とすることはなかなか難しいんじゃないかな

と、私は個人的にそう思います。 

 というのが、私もこの条例を見ても、これで

実際動くにしても、実際これを最終的に責任の

所在といったときに、これはとりようがないよ

うなふうにとられてもしようがないので、これ

では先行き協議会は行き詰まっていきはしない

かなという思いもあります。もう少しこの条例

をですね、私なんか平民と思ってますので、私

なんかがわかるようなですね、中身にしていた

だきたいなと。そして、市民の方々にも、これ

をぜひ見ていただいて、これが理解できるかと

いうこともやっていただきたいなというふうに

思います。字の中身はその後じゃないかなとい

うふうにも感じます。 

 以上です。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） 済みませ

ん。今、市長がというところで引っかかってる

かと思いますけど、一応、条文の中ではですね、

市長という文言を使わせていただいております。

これは、市長とはトップですから、市長という

ところで、市長は最高の責任者ということにな

りますので、市長という文言ですけど、所管す

る課は市民活動政策課になりますので、責任の

所在は市民活動政策課になるというところで御

理解をいただければと……。（｢けど、市長部

局だから……」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） ちょっと待って。今

お答えいただいてますので、川野課長。よろし

いですか。 

○委員（前川祥子君） それはわかります。も

ちろん、市民活動政策課は、市役所の課ですか

ら、トップは市長です。ですから責任の所在は

もちろんトップの市長に行くんだろうというの

はわかります。ただ、お答えがですね、責任は

どこにありますかとおっしゃったときの言葉が、

市民活動政策課ですとおっしゃったので、この

整合性がないんじゃないかなと。最終的には、

私はわかりますよ、市長だっていうことは。そ

ういうふうに文言で市民活動政策課がと、責任

はとおっしゃることが、ちょっとこの場での整

合性がないというふうに思います。 

○市民活動政策課住民自治推進係長（牛田博之

君） 失礼します。先ほどの発言は、失礼いた

しました。責任者は市長でございます。施設の

管理は市民活動政策課で行っていきたいという

考えでございます。訂正いたします。 

○委員長（堀口 晃君） よろしいですか。 

○委員（前川祥子君） 今のはわかりました。 

○委員（鈴木田幸一君） そぎゃんした説明し
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てもらわんばいかんとですよ。例えば、行政の

トップが責任者なんですよ。うちの課が、うち

の係がというとはな、そら責任はもちろんとら

んばいかんばってんが、部署部署の部門の責任

じゃなくて、相対的な責任者は市長だってこと

は明確にしとかんば。じゃなからんば、市民の

方たちは、どこにこの問題を持って行ってよか

かわからんじゃない。だけん、行政の方々は

な、市長の意向ばしっかり受けてせんばいかん

わけだけん、市長とはしっかり話ばしとかんば

あからんばちゅうとは、これ、当たり前のこと

だけんな。それを、今、ここの段階で、議員か

ら言わせんばならんというとはおかしかとよ。

だから、私たちが責任じゃなかて、市長が責任

ですって、しかし、私たちはそれで問題が起き

ないように精いっぱい頑張りますっていう回答

すんなら、みんなすぐ納得するとよ。 

 以上です。 

○委員長（堀口 晃君） ほかございませんか。 

○委員（西濵和博君） 堀部長さんの説明で確

認したいところでございます。 

 先ほど、既定の公民館が来年度４月１日でコ

ミセンに移るというスタンスで執行部は今進め

ていらっしゃる。ところが、２１校区ある中で

は、にわかに来年の４月１日に御理解いただけ

ない場合においては、現状の公民館制度のまま

でも許容するというお話ですかね。 

○市民環境部長（堀 泰彦君） 説明が誤解を

生じさせて大変申しわけございません。 

 私のほうが御説明したかった意図としまして

は、今回２８年当時においては移行するところ

だけがコミセンというような考え方も進めてあ

ったんですが、２９年４月の移行に関しまして

は、公民館に関しましては、全てコミセンに移

行するという予定で地域に説明をしております。

地域の意向を総会を経て決定していただいてお

りますが、その中において理解していただいて

ないという意味ではなくて、地域の実情とか、

どういうことをせんばんのかとか、そういう意

味での御理解がまだ十分いただいていないとこ

ろに関しましては、２９年とか３０年に移行さ

れますかちゅうお尋ねに対しましては、うちは

移行しません３０年しますよ、あるいはまだ決

めませんよという状況の御回答があったという

ことで、コミセンのほうに移行しまして、こう

いうことができますということにつきましては、

２１校区全てに御説明をして御理解いただいて

いるつもりでいるところでございます。 

 確かに一部においては、コミセンに一部反対

しているという個々の方もいらっしゃるとは聞

きますが、何遍も申しますが、いわゆる地域協

議会の中での、総会の中で、このコミセンへの

移行の確認作業をお願いしているところでござ

います。そういう意味で、地域での総会での御

理解を得ているというふうに考えているところ

でございます。 

○委員（西濵和博君） そうしますとですね、

例えばのお話なんですが、今回、コミセン条例

を新たに制定するという提案と、一方で既定の

公民館条例はどうなるんでしょうか。 

○市民環境部長（堀 泰彦君） 今回のほかの

委員会も含めてお願いしている部分に関しまし

て、教育委員会におきまして、公民館条例にお

きます、八代市の公民館として新しくつくられ

ますが、それ以外の公民館に対しましては廃止

していただくと。あるいは、コミセン関係で農

事センターとかいう、昭和とか農業関係のとこ

ろにつきましても、その部分に関しては廃止を

していただいて、コミセンとしてのセンターを

つくっていただくような形の今回、市として、

トータルとしての御提案をさせていただいてい

る状況でございます。 

○委員（西濵和博君） そうしますと、実務的

なことでお尋ねしたいんですけど、条例案比較

対象表の７ページにございますが、ここに右の

ほうに旧公民館一覧、それから左に新たなコミ
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セン条例に基づくコミセンの名称、位置がずっ

と書いてあります。そうしますと、右側の条例

は、公民館条例――多分、堀部長さんはしてい

ただくというのは、教育委員会がそうすること

であるというような意味でしていただくという

ことなんでしょうけど、八代市としてはコミセ

ン条例が制定したら、間髪置かずに、公民館条

例を廃止するってことですか。両方が共存する

時期っていうのはないという意味でしょうか。 

○市民環境部長（堀 泰彦君） 委員御指摘の

とおりでございます。 

○委員（西濵和博君） そうしますと、公民館

条例はいつ廃止を考えていらっしゃるんですか。 

○市民環境部次長（國岡雄幸君） 今の内容を

整理させていただきますと、公民館条例は存続

いたします。ただし、今ある校区の公民館につ

きましては、地域コミュニティセンターに移行

しますもんですから、その分はなくなると。だ

から、公民館条例につきましては、一部改正と

いう形になろうかと思います。 

○委員（西濵和博君） 済みません、時間をと

って、申しわけございません。（｢いや大事な

ことだ」と呼ぶ者あり） 

 私も実際そうだと思ったんですよ。公民館条

例自体がなくなってしまうなら、ちょっとどう

かなと思ったもんですから。オーソライズして

たところがコミセンに移行するっていうことじ

ゃないですか、現実的には。 

○市民環境部長（堀 泰彦君） 大変失礼しま

した、説明が不足しておりまして。八代市公民

館が新しくできますとは申し上げたつもりでお

ったんですけれども、その後の校区の公民館の

部分を削除するという意味でございまして、公

民館条例としてはなくなりません。大変申しわ

けございません。 

○委員（西濵和博君） そこで、念のためここ

で確認しておきたいんですけど、市の思いとし

ては、各校区とも総会を通じてコミセンに移行

を、公式なものとして、オフィシャルなものと

してオーケーいただくという前提のもとにあっ

て、４月１日全部移行でしょうけれども、これ

ばかりはまだ全部そうなっていないところもあ

るんじゃないかなと思うんですね。そうした場

合、どうしてももう一年とか、もうちょっと考

えてくださいってなったときに、総会でオーソ

ライズできないものを、市が強制的に移行って

いうのは、私無理だと思うんですよ、現実論と

してですね。例えばの話なんですけど。そうし

たときには、公民館条例の中で、例えば１つ残

ったりすることも、場合によっては全くあり得

ないことではないんじゃないかなと思ってです

ね。 

○市民環境部次長（國岡雄幸君） 済みません。

整理いたします。 

 いわゆる今度のですね、コミュニティセンタ

ーの条例を提案してますのは、今の校区公民館

の館っていいますか施設をですね、コミュニテ

ィセンターに移行しますということで、そこの

運営については別物でございます。だから、そ

の運営のあり方について、例えば、地域協議会

やまち協でございますけれども、賛成されて、

そこの一部業務を委託したいということになれ

ば、一部の委託がそこの地域、まち協で行われ

ますけれども、そういうのは、そちらの地域協

議会のいわゆる選択肢でございますので、校区

の公民館からは地域コミュニティセンターに移

行します、館は移行するんですけれども、その

運営のあり方は別物ということでお考えいただ

ければというふうに思います。 

○委員（西濵和博君） そうすると、ちょっと

うがった見方で恐縮なんですけど、市民として

は、校区民としては、自分たちのお話を聞いて

いいただくけれども、場合によっては本意でな

いと、もう少し時間いただきたいと、あるいは

１年待ちたいといいつつも、市は全部を同じ時

期に公民館っていう施設からコミセンに移行す
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るんだというスタンスは変わらないということ

ですか。 

○市民環境部長（堀 泰彦君） 今の点に関し

まして申し上げますと、先ほど申し上げました

ように、今回２９年４月にコミセンに移行しま

すよという、昨年から説明する中において、ど

うしても地域としては受けたくないとか、した

くないという地域もございましたので、あるい

は２９年か３０年でできませんかちゅうお話を

する中において、さらにそれでも受けられない

ちゅう地域もございましたので、後ほどの資料

につけておりますような、３０年以降のところ

で未定というところの地域もございますわけで

す。 

 ですから、私どもとしましては、今、次長も

おっしゃいましたようにコミセンの条例をつく

ります。ただこれは、先ほど委員の御指摘ござ

いましたように、箱物の管理運営する条例を公

民館条例からコミセン条例に変更をしました。

でも、運営は基本的には市が行います。その次

のステップとして、今、御指摘がありましたよ

うに、地域協議会の皆様方に御相談して、一部

委託を受けるところがございますかというとこ

ろをお尋ねしまして、２９年度は１０校区につ

いては受けたいとおっしゃっていただいたとい

うふうに考えておるところでございます。 

 それが、今、御指摘がありましたように、全

部やっていただかなければならないということ

は、市民活動政策課の中でそういうふうな考え

を持たないという方向で考えているところでご

ざいます。 

○委員（西濵和博君） 私が言ってるのがおか

しいのかもしれませんけど、私は一部管理業務

委託と混同しては言ってないつもりなんですよ

ね。施設が公民館からコミセンに行くというと

ころだけの手続、この条例で言ってるところを

言ってるだけであって、先ほど御説明があった

２９年から一部受けるか３０年度か、それ以降

未定かちゅうことは、私、混同して言ってるつ

もりないんですけど、いかがでしょうか。施設

を公民館からコミセンにするというのは、幾ら

地元がこれから、仮にですね、総会でもオーソ

ライズできなかったとしても、行政はこの条例

で全ての施設の名称を公民館条例から外してコ

ミセン条例に載せられるんですかっていうのを

聞いている。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） ちょっと

繰り返しになるかと思いますけど、先ほども申

しましたように、それぞれ校区に地域協議会が

ございます。その地域協議会に一応お諮りした

ちゅうかですね、先ほど一部管理業務委託は別

としてまして、コミセンに移行するのは、移行

しますという御説明を申し上げて、それは地域

協議会の各校区の方々は、それは御了解をいた

だいたというところで、一斉にコミセン化をい

たしますというところで。 

○委員（成松由紀夫君） 関連でいいですか。 

 要するにですよ、このコミセンの条例は、箱

物の施設管理、維持管理上の部分で条例を変え

ますと。まち協の、例えば運営のやり方、人員

配置、そういったものについては地域にお任せ

してというか、地域からの意見を吸い上げてや

っていきますという状況なので、この箱物の設

運営管理の条例だけは通しといてくださいねっ

ていう話なわけでしょう。で、来年４月１日か

ら一斉にやりますよっていうことですよね。た

だ、西濵委員が言ってるのは、それ、一斉にや

りますよが誤解を招きはしないんですか、説明

をしっかりとしとかないとという話ではないの

かな。どうなんですか、そこは、私の今の解釈

でいいんですか、悪いんですか。 

 だから要するに、言ってるのはそういうこと

でしょう。 

○委員長（堀口 晃君） そういうことです。

一斉に全てコミセンにしますよということなん

ですよね。ですから、この条例が今回出てきた
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という。一斉にしますよっていう、こういう話

でしょう。 

○委員（西濵和博君） だから、そうするため

には条例が公民館の中で残ってるとおかしいか

ら、どう事務的に整理されるかっていうのを念

押しで確認したかったんですよね。（｢公民館

条例がね」と呼ぶ者あり）（｢でも両立せんば

んとやけん」と呼ぶ者あり）（｢提案するほう

がしっかり説明しないとだめ」と呼ぶ者あり） 

○市民環境部次長（皆吉正博君） 市民環境部

皆吉です。お世話になります。 

 整理させていただきますと、今おっしゃるよ

うに、公民館条例は社会教育法のもとで設置さ

れとりますが、これはいろんな社会教育法の制

限の中で公民館の利用が制限されとります。今

回コミセン条例に一斉に変更するということ

は、その社会教育法の制限を払って、そしてコ

ミセンのほうで市民の利用がもう少ししやすく

するということを、まず大前提に持ってきとり

ます。 

 その中に、先ほどから、地域協議会等の話も

ありましたけれど、そちらのほうの話は次のス

テップで、まずこの条例については、コミセン

化条例をつくって公民館条例の中にあった２１

公民館、こちらを移行することによって、そう

いう社会教育法の制限を払って、利用がしやす

くするということで、コミセン条例を提案させ

ていただいてるところです。 

○委員（西濵和博君） 済みません、時間とっ

て。 

 おっしゃってる意味は、私も私なりに理解し

てるつもりなんですけど、そうするとですね、

今回条例が可決したなら、公民館条例はいつ、

どう、誰が、教育委員会でいつなくされ、名前

が抹消されるんですかというのを聞いてるんで

す。でないと、両方の条例が適用されるんじゃ

ないですか。 

○市民環境部次長（國岡雄幸君） 公民館条例

の一部改正は今度の９月定例会のほうで上程を

されとりまして、今の公民館条例にうたってあ

る各校区の公民館、それと、公民館として利用

している農業施設等につきましてもですね、廃

止並びに一部改正ということで、御提案をされ

ています。公民館条例に特化いたしますと、各

校区にある公民館につきましては、コミセンに

移行しますけれども、いわゆる校区公民館以外

の公民館がありますので、それはですね、公民

館条例を一部改正して残すという形で存続いた

します。 

 以上でございます。 

○委員（西濵和博君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（堀口 晃君） よろしいですか。 

 ほかありませんか。 

○委員（堀 徹男君） 皆さんおっしゃってる

心配の根源にですね、コミュニティセンターに

なれば、当初計画されていた中でですね、指定

管理者制度の導入に行き着くんじゃないかとい

う、将来的な不安があるんだと思うんですよ

ね。成松委員もさっきおっしゃっとったですけ

ど、地震を受けてからの、職員配置の体制のあ

り方というのを、地震前と地震以降では市の考

え方として、改めて方向性を見出してもいいん

じゃないかっていうような考え方を持ってもい

いんじゃないかと思うんですよね。 

 ２９年度がたしか後期計画の満期だったと思

って、また新たな総合計画に向けて策定が始ま

ると思います。そのもともとの観点は、指定管

理者制度導入による行財政改革が一番の目的だ

ったと思うんですよ。 

 しかしながら、今回の地震を受けたりとかで

すね、地域の住民の声を１０年間かけて聞く中

で、果たしてその方向性がですね、正しいのか

どうかっていう議論が出てき始めてもいいんじ

ゃないかなっていうところがあると思うんです

よね。将来的に、一部管理業務委託のときはで
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すね、表にあるとおりなんですけど、確かに指

定管理者制度導入ってなると、一切行政からの

職員は来なくなる、いられなくなるわけですよ

ね。果たしてそれで、防災の観点から、それが

本当に正しい方向性なのかっていうのもです

ね、今後の議論に――あとで、所管事務調査の

ときに言おうと思っていたんですけど、そうい

った先行きの不安があって、コミュニティセン

ターに変わっていくっていう部分に対して抵抗

が、ある部分はあるんじゃないかなというふう

にですね感じたもんですから、その辺がです

ね、言っていただければ。どんな、行政とし

て、全く検討の余地はないのか、それとも新た

な総合計画に向けて、指定管理者制度導入とい

う当初の目的からですね、外れるかもしれませ

んけど、そういった協議のテーブルに乗せる考

え方でもですね、持ち得るのかというのをです

ね、少し確認を。この場では、大きな政策的な

ものでしょうから、すぐは返事はできないと思

いますけど、――じゃあ意見にしとこうかな。

意見にしときましょうか。返事はできんでしょ

う。 

○市民環境部長（堀 泰彦君） 委員御指摘の

内容につきましては、今回の条例の制定の説明

の１ページの米印のところ、課長説明したとこ

ろでございますが、指定管理者制度について行

うこととするというのを書いておりますけれど

も、そういう意味で、今、御指摘の部分含めて

ですね、考えていかんばんということで、今回

の条例改正には含まないということで御提案さ

せていただいております。 

 先ほど、途中で後の説明で入れますというと

ころで申し上げましたように、この地震発災以

後の内容につきましては、地域の避難所とか含

めた考え方をしなければならないということに

つきましては、今回の９月議会でも述べており

ますように検討していくことは必要と考えてお

りますですので、以後の検討の中でそれを含ん

で、方向性をまた道づけていくことが必要であ

ることは、かなり部内でお話はしているところ

でございます。 

 当然、今時点ではこうするということは見出

しておりませんけれども、そういう方向での進

め方をすべきであり、御指摘のように、以前に

おいては、確かにですね、指定管理を進めるべ

きだということで、条例の一部、当初において

は含んでおりましたが、今回これを外したとこ

ろで、進めさせていただいているということを

御理解いただければというふうに思います。 

 以上でございます。 

○委員長（堀口 晃君） ほかございませんか。 

○委員（中村和美君） 私は、二見は別に賛成

で進むとかなと思ったら、これ見ましたら１ペ

ージのコミュニティセンター管理業務受託の意

向調査で７月７日までには未定って書いてあっ

て、えって思ったわけですが、できればですね、

隣もやかましかとおらすばってんな、非常に八

千把地区なんとか太田郷とか大きいまちになれ

ばなるほどやかましいと、──大変だと思うん

ですが、やかましいじゃなくて、大変な作業だ

と思いますが。取り消します、やかましかとい

うとは。大変な作業だと思いますが、できれば、

平成３０年には、この４つも、泉まで、一緒に

平成３０年度には出発するように、努力をして

いただきたいというふうにお願いしておきたい

と、意見。いかがでしょうか。 

○委員長（堀口 晃君） 今質問ですね。３０

年までにということなんですが。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） ありがと

うございます。 

 一応、うちのスタンスとしてはですね、決し

て押しつけにならないようにということで、十

分説明を重ねながら、理解していただくまでと

いうか、決して地元がそういうふうに意向を示

さないというとこでは、無理やりということは

考えておりませんですけど、努力はしたいとい
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うところで考えております。どうか御理解よろ

しくお願いいたします。 

○委員（中村和美君） 押しつけは、そら、い

かんかもしれんけど、しかし、もう３０年まで

にはですね、全町でやりますので、ぜひ御理解

をっていうですね、もうちょっと真摯に膝突き

合せてお願いするのもひとつの方法だと思いま

すので、部長よろしくお願いします。 

○委員長（堀口 晃君） ほかございません

か。（｢意見いいですか」と呼ぶ者あり）また

後から意見お願いいたします。ほかよろしいで

すか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） それじゃあ、私のほ

うからちょっとお話ををさせていただきたいと

思いますので、委員長を交代いたします。堀副

委員長に交代いたします。 

○委員（堀口 晃君） 今回のコミュニティセ

ンターの条例の制定ですよね。これ、もともと

は公民館条例、先ほどおっしゃったように、社

会何とか法と言われる、社会教育法のもとにつ

くられたという状況があって、今度は使いやす

いようにしたいというようなところの中で、お

話を、今度は条例をつくられるわけですよね。

その中においてですね、第４条については、土

曜、日曜、祝日は休み、それと１２月２９日か

ら１月３日までは全て休みと。通常、皆さん働

いている方々とかいう部分については、土曜、

日曜、そこに使うべきだろうと思うんですけど

も。その後に書いてある２項については、市長

が必要と認めるときには、臨時に休業を定め、

休館日に開館することができるという但し書き

はありますけども、公民館条例にはこれがなか

ったのに、なぜ、これをわざわざ土曜、日曜、

祝日は休館にするって。これは市役所の職員が

そこに常駐するから、こういうことの条例が入

ってくるのか。どちら側に軸足を置いてるかっ

て言うのは、市民側に軸足を置いてて物事を考

えてるのか、もしくはね、職員側に軸足を置い

てこの条例をつくったのかっていうのは非常に

私は疑問に思ってるとこなんですよ。そこが１

点。 

 それから、先ほど前川委員がおっしゃられた

部分で、いや、この条例については、市民とい

うか、地域の皆さん方には全く知らせてないと、

きょうが初めて議会に通すんだと。使用料が上

がってる分がございますよね。全く同じじゃな

いですよね。上がってる分があるのにもかかわ

らず、これでよかですかって。いやいや、上が

るのは困るよって、下がるならいいけども、何

で上がらんばんとっていう。で、それが使い勝

手がいいのかどうかっていうことなんですよ。 

 そういうふうなコミュニティセンターの条例

が、今回出てるわけですよ。土曜、日曜、祝日

は休み、そして、――正月はしようがなかかも

しれんばってんが、こぎゃんとば何で書き込ま

んばんかっていうのが、どうもおかしかっです

よね。不思議でならない。 

 しかも、住民の皆さんには何も知らせてない。

しかも、値段が上がることすら言ってないとい

う状況。これが果たしてね、このコミュニティ

センター条例として、皆さんが、本当に真剣に

考えて、ここに御提示なられたかっていうのが

私は不思議でならないんで、以上の３点、ちょ

っとお聞かせください。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） 今回、

今、指摘ありましたように、休館日等はそこ

に、条例のほうに掲載いたしました。これは、

先ほど説明いたしますように、公民館条例では

規則のほうでうたってあったところでございま

す。これは、そういう休館日があるのを明確

に、これはお示しするというところで、条例の

ほうにうたったところでございます。 

 先ほど利用に関しましてですけど、利用に関

しましては、公民館、今、貸し出しをやられて

るんですけど、こちらのほうは、土曜、日曜限
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らず貸し出しは可能ということで、先ほど、

今、言われましたが、市長が必要と認めるとい

うところで、土曜、日曜のほうも使用できるよ

うになっとります。それをそのまま引き継ぐと

いう形で、こちらは、そのまま公民館の使い勝

手ですかね、そういうことを引き継ぐというこ

とで入れたところで、職員目線か市民目線かと

いうお話もございましたけど、決して市民目線

というか、職員目線ということでもございませ

んで、これは、こういう休館日になってますち

ゅうことを、お知らせするというところでここ

に条例のほうに掲載したところでございます。 

 それと、使用料についてですけど、値上がり

してるのがあるんじゃないだろうかという御指

摘でございますけど、こちらのほうは、ページ

で言いますと８ページになります。そこにあり

ます、会議室の使用料表のところでございます

けど、右側の公民館条例で、麦島公民館のトレ

ーニングホール、１時間当たり４１０円、左の

今度の新しく区分を設けましたトレーニングホ

ール、１時間あたり４７０円ということで、こ

ちらのほうは値上がりを、形的には値上がりを

してるところでございますけど、これは、ほか

の施設、公民館の中には大会議室とかございま

して、そういう大会議室の使用料を勘案しまし

て、公平性を保つということから、実質的には

ですね６０円の値上げというところになったと

ころでございます。決して、値上げしてから、

使用料をようけ取るちゅうような意味合いはご

ざいませんで、バランスをとったところで上げ

させていただいたところでございます。（委員

堀口晃君「市民の皆さんに、市民というか皆さ

んに知らせずに、勝手に条例をここでつくって

いいのか、なぜ知らせてないのかっていうので

す」と呼ぶ） 

 条例につきましては、先ほど言いましたよう

に協議会のほうで制定させていただきますとい

うことで説明して、この条文につきましてはで

すね、この条文の中身までは説明はしておりま

せんけど、今までより使い勝手がよくなりま

す、営業活動ができますとか、あと、例を言い

ますとチケット販売とかですね、そういうこと

をして、コンサート、――コンサートされたと

ころもあると聞いておりますけど、公民館では

できなかったということも聞いております。そ

ういうのも可能になりますよというところで、

説明したところで、条例の条文についてはです

ね、そこ、できますというところで入れたとこ

ろでございますけど、中身の条文とか、こうこ

うなりますというところまでは、市民の方には

説明はしていないとこでございますけど、条例

の運用はこうなりますちゅう御説明はしてきた

つもりでございます。 

 以上でございます。 

○委員（堀口 晃君） 今回、条例の制定とい

うことですので、先ほど公民館の部分について

は、規則でうたっているという状況がある。条

例があって規則があるわけですよね。であるな

ら、そちらのほうで同じような形でつくってて

もいいんじゃないかと思うんですけど、わざわ

ざ条例に土曜、日曜日は、祝日は休みますっ

て、これを見た住民の皆さんはどう思われます

かね。何で土日はせんとって、今までしよった

とに。いやいやそぎゃんじゃなかですよって。

あとからですね、今までどおりでよかですよな

んて言ったって、だって条例には土曜、日曜、

祝日は休みますって書いてあるとですよ。そぎ

ゃんとば、わざわざここにうたわんばんことな

んですかね。これが一番、何回もやりとりした

って、多分一緒であろうと思いますけども、使

用料は平均したっていうような話ですけども、

確かに上がってるわけですよね。一カ所だけで

も上がってたらね、同じじゃないんですよ。こ

れは、皆さんに伝える必要があると思う。実

は、ここ、こういう風に──そこ伝えてます

か、そこ、ちょっと聞きたいです。６０円上が
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った分について伝えてますか。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） 正確に、

うちの部署から伝えたということはございませ

んけど、麦島公民館の使用される方々、特にス

ポーツ関係の方が使用されるということですけ

ど、上がるというところまでは直接はですね、

伝えてないところでございます。 

○委員（堀口 晃君） やはり、そこのところ

は重要なとこなんで、こうやって条例を制定す

るわけです。改正じゃないんですよ、今からつ

くり上げる分なんですよ。私、非常に委員の皆

さんは重たいものを、今、背負っているような

気がするんですね。この部分を、じゃあ果たし

て、この総務委員会で通しましたと。何しよっ

とかって、ぎゃん上がっとは、おどま全然知ら

んだったというふうなことを言われるわけです

よ。だけん、もう少し慎重に考えていただきた

いなというふうに思っとります。 

 それと、市民の、住民自治の皆さんの方々に

もね、概略ぐらいはやっぱ伝えておかないと、

一言一句を全部伝えることはないけど、実は今

回は、公民館にはこの土日の休みはうたってな

かったけども、今回はうたいますとかね、時間

の設定をしますとか、その辺ぐらい大まかには

伝えんと、それでええですよっておっしゃって

から始めて我々のところにも、こうやって一応

了承とりましたからっていうやり方をしないと

いけないんじゃないかなと僕は思っております。 

 以上で終わります。 

○副委員長（堀 徹男君） それでは、委員長

の職務を委員長と交代します。 

○委員長（堀口 晃君） ほかに。 

○委員（成松由紀夫君） もう一回確認です

が、土日、祝日の休館日、これは、利用もでき

ないんですか。貸し出しっちゅうか、借り出

し。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） 今、公民

館と同じような使い方をということで御説明し

たところですけど、現在もですね、公民館の規

則の中では、土日、祝日はお休みというところ

で、年末年始ですね、なっておりますけど、申

し込みがあればそこは使っていただくというこ

とでやっておられますので、それをそのままう

ちも引き継いで、土日も使えますというところ

で運用していきたいとことで考えております。 

○委員（成松由紀夫君） じゃあ、今までの考

え方でいいんですよね、そこはね。だから、そ

れをなんでわざわざうたい込んでるのかってい

う話で、やっぱ、これは土日、祝日は条例で縛

ってあるけん使われんばいって、普通そぎゃん

とり方になっとが、やっぱり筋かなって思うん

ですよね。いいです。あとは意見で言います。 

○委員（前川祥子君） 具体的なとこでお聞き

したいところがあってですね、許可証は公民館

の許可証って、公民館の場合は、公民館長に提

出しなければならないとあります。そうしたら

今度のコミュニティセンターは市長の許可を受

けなければならないとありますけど、市長まで

持って行くことはないんでしょうが、どこにも

って、どこで判断されるのでしょうか。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） それぞれ

のコミュニティセンターの施設の職員が受け付

けをしますというところで、職員に提出してい

ただければ。（委員前川祥子君「職員」と呼

ぶ）職員もございますけど、一部事務管理業務

委託を受けられたら、その方々にお願いすると

いう受け付けをですね、形になるかと思います。 

○委員（前川祥子君） そうしましたら、コミ

ュニティセンターに持って行って、そこの職員

が許可できるかどうかってのは、その本人が判

断するということですか。結局、責任はその人

が、本当は許可できないような人だったってい

うのが、結果的にもしあった場合の責任は市長

だということでよろしいですか。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） そういう

のは極力ないようにしなければいけないんです
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けど、まず、そういう事例が発生した場合です

ね、そういうことになりますので、極力それが

発生しないように取り組んでまいりたいという

ことで考えております。（委員前川祥子君「そ

ういうことですね。はい、わかりました」と呼

ぶ） 

○委員長（堀口 晃君） ほかございません

か。 

○委員（鈴木田幸一君） 社会教育ちゅうとは

ですね、非常に難しいんですよね。それは、社

会教育担当以外の人が、今からいろいろ指導を

していかれるわけなんですけど、施設も含めて

ですね、もちろん社会教育主事なんかもいろん

な中で相談員っていう形で担当していかれるわ

けなんですけど、先ほど前川委員が言われたよ

うに、担当者が印鑑を持って、責任は市長なん

ですよ。だから、極力そのようにならないよう

にしますけどという話ですけれども、そのため

に必要な情報ちゅうとば、市長にしっかり上げ

てください。でないとですね、自分の知らない

ところで、市長は責任を負わなんばならんて。

それが職員のせいだったっていえば、そら、市

長やっておられんですよ。だけん、そこばです

よ、私しっかり言っておきたいと思います。 

○委員長（堀口 晃君） 意見ですね。 

○委員（西濵和博君） 意見ということで感想

になるかもしれませんけど、先ほどは公民館条

例の中でのカテゴリーでいくと規則に明示して

あっとがコミセンでは条例の部分に上がるとい

うことで、一般論なんですけど、教育委員会の

ルールっていうのは、市長部局の条例の類のも

のがよく規則の中で定めてあって、多分、教育

委員会の中での改変だったり規則のままだった

のかなっていう気がしてですね。多くの公共施

設の管理条例の中では、そういった休日の扱い

なんかは、ほかの施設でも明記されてるんじゃ

ないかなって思うところがあります。私は感想

なんですけど。済みません。 

 先ほどありました、市長を最高責任者、どこ

に所在があるかということについての感想にな

るんですけど、多分、所管課の職員さんは首長

であるということをわきまえた上で、職務代理

者としての課の職員としての責任の強さがそう

いう言葉で表現されたのかって、私は好意的に

解釈したところです。済みません、余談でした。

以上です。 

○委員長（堀口 晃君） ほかございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） 質疑が出尽くしたみ

たいでございます。以上で質疑を終了いたしま

す。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

○委員（成松由紀夫君） 私が、一般質問で、

災害時における避難所の校区公民館の対応とい

うところで、本来ですね、これは市民活動政策

課かなと、コミセン移行も含めて、そういう流

れだったんですが、今現在、生涯学習課、教育

委員会の中ということで、その中で、施設整備、

施設の拡充をしっかりお願いして、生涯学習課

もしっかりやっていきますっていう答弁だった

ので、それが４月１日から移行した場合は、市

民活動政策課が責任を持ってじゃないけれども、

そういうお話も先ほどから出てる状況でありま

すので、しっかりですね、生涯学習課が答弁さ

れた部分を引き継いで、引き継ぎをしっかりし

ていただいて、施設整備の拡充をやっていただ

きたいというのが一点と、それとあと、職員さ

ん方がですね、人員配置の問題。これは、しっ

かりやってもらわないとですね、災害時、先ほ

ど堀副委員長からもありましたけども、災害を

経験して非常に現場の職員さん方の頑張りとい

うのは目の当たりにして、目の当たりにした中

で、やっぱり大したもんだなと思いました。主

事さんにしろ所長さんにしても、職員さん方が

ですよ、これ、八千把の避難所だけに限らず、

四中も八千把小学校も、我が足元ばっかり私は
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回りよったんですけど、よその話も聞けばです

ね、やっぱ職員さん方が、あの大車輪の活躍で

すよね。昼間業務して、夜は全部避難所行って。

そういうときに、本当にマンパワーというか、

職員さん方の一つ一つの対応の仕方とか、なか

なか地元雇用でほんなこて大丈夫かなと、なか

なか市の職員さんのかわりというとを、地元の

人でぽんと連れてきてこれからやっていけるん

だろうかというのも、私は実感として感じたで

すよ。 

 だけん、安易にですね、職員定数削減みたい

なこととか、これから人口減に伴って、職員さ

んを減らしていかなん部分で、その中で一つの

この住民自治の問題も出てきとると思うとです

よね。だけど、これが、先ほども話がある、市

民目線なのか、それとも行政の都合なのかって

いうふうに、特に行政の都合にとられないよう

にしなきゃいかんのと、安易にですね、私は職

員さんの首を切っていく、減らしていくような

ことではなくて、むしろ人員配置はしっかりし

ていただいて、そういう災害時なんかに、やっ

ぱあれだけ逆に活躍をですね、私は見せられた

部分で言うと、そういう人員配置の問題という

のは、しっかりやっていただきたいなと。これ

は災害を通して、被災を通しての感想ですので。

ぜひそういったところも踏まえてですね、執行

部には取り組んでいただきたいと強く要望して

おきます。 

 以上です。 

○委員長（堀口 晃君） ほか。 

○委員（亀田英雄君） この、意向調査ってい

う表ば見ると、ほとんどの協議会が２９年度、

なってないところもあっとですが、このように

して外堀ば埋めてきとってからですよ、この案

件に約２時間かかって、余りにもお粗末ですよ。

だけん、本当にこれば推進したい意図ば、自分

たちがしたいことを自分たちでわかっとらすと

だろうかって気がしてならんとですよ。そこは

しっかり押さえんば、伝わるはずがない。 

 一般にとってはですよ、行政の言うことはお

上の言うことです。言うことはせんばならんて

いうとの半分あるけんこんな形になっとに、こ

れで住民自治を推進して成功させようっていう

とは、ちょっと甘かと思いますよ。成松委員が

言ったごて、どっちが先かちゅう話になっとで

すけん。 

 そげんならんごて、自分たちのこれが何の目

的のあっとか、何のためにそっばすっとかって

いうとは、まちっとしっかり押さえてもらわん

と、ここで２時間かかる案件じゃなかですよ。

ということを厳しく申し上げたい。 

○委員長（堀口 晃君） ほかございませんか。 

○委員（堀 徹男君） まさしく亀田委員がお

っしゃるとおりでですね、質疑が一切されませ

んでしたけど、そんな思いでずっと聞いておら

れたんじゃないかなと思います。 

 一般の市民の方にですね、説明するのが難し

いと思うんですよ。なぜかというと、１０年今

までかかってきて進めてきた計画なんですよね。

しかも、議員さん方には資料も懇切丁寧に配ら

れて、説明する機会も今まで十二分にあったと

思うんですが、これだけうまく伝えられないと

いうのは、やっぱり何か欠けてるもんがあるん

じゃないかなというふうに思います。もう少し

ですね、本当にしっかりした説明ができて、い

やそれはこうです、これはこうですっていうよ

うなお答えを明確にいただけるようにしないと

なかなか手も挙げにくいと思います。 

 ちなみにですね、公民館というのは社会教育

法という根拠法に基づいて設置をされていた施

設ですよ。コミュニティセンターにはその根拠

法もありません。だからこそですね、しっかり

したものを持って臨まなければいけないという

ふうに思います。 

 どうぞ後でまた説明もあると思うんですけど、

意見として申し添えておきます。 
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○委員長（堀口 晃君） ほかございませんか。 

○委員（前川祥子君） 私も一言。 

 本当に、今回のこの説明会は非常にお粗末だ

ったなと思われます。それから、説明者が、課

長はここにお一人お座りですけども、いろんな

補佐の方でされましたけども、補佐が余りにも

多すぎたと。もう少し、この説明を開く前に、

部内、課内でしっかりと検討されて、私みたい

に本当にわからない人間がわかるような話を、

この場で説明していただきたいなと。どうもこ

の地域協議会がですね、一緒に混乱して、私も

一部そういうとこの混乱の中で話をさせてもら

った部分もあったと思います。 

 やっぱり説明を聞いている者たちは、みんな

同じようなことを聞いたにしても、同じように

理解してるとは限りませんので、このような違

った意見になってるのかもしれませんが、やっ

ぱりここにいる者がみんなわかるような、本当

にもう一つ、一からでもいいですから、もっと

理解ができるような言葉で説明していただけた

らと思います。 

 それから一つ気になったことが、最終的にこ

のコミュニティセンターに移行すると、市長へ

の負担がまた多く出てくるなということを感じ

ました。ぜひともこのことは、市長のほうに

も、多分、もう御理解いただいているものと思

いますが、これが責任を負わなければならない

という状況に、状態にならないような管理体制

をしっかりとしていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（堀口 晃君） ほか、御意見。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長確認よろしい

ですか。済みません。 

 今、出ましたけど、これ、市長はしっかり熟

知されてますかね。これ、結構、――いやいや、

実は以前から問題になってますよね。市長の耳

にもちょこちょこ入っとんなるはずなんです

が。これはどうなんでしょう、今の状況は。よ

し、条例つくってやれって話ですか。言える範

囲で結構ですよ、言える範囲で。 

○市民環境部長（堀 泰彦君） この件に関し

ましては、先ほどちょっと申し上げましたよう

に、本来は２８年４月に行うところだったです

が、その時点におきましては、見直せという御

指示をいただいております。で、１年かけて今

回の提案になったということ、御指摘のように

説明が不十分で大変申しわけございませんでし

た。おわび申し上げます。 

 ですが、今回につきましては、２９年４月か

らを基本としまして、コミセンのほうに移行す

るという意向で市長、副市長のほうにも御説明

して、御理解をいただいているところでござい

ます。 

 このたびの不手際につきましては、これから、

私ども市民環境部、市民活動政策課力を上げま

して、今後こういうことのないように準備をし

て、進めていきたいと思っておりますので、ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

○委員（成松由紀夫君） 先ほどから皆さん、

委員さん方言われたとおりでですね、これを我

々が今度は市民に説明ばせろって言われて、な

かなかできんですよね。これだけの皆さん方の

説明を聞いて、委員がこれだけなかなか納得で

きんで、いろいろな質疑が出てというような状

況でしょう。だから、各地域に説明に行っても

説得できんわけですよ。やっぱり説明会で必ず

反発が出たり、これ行政の都合じゃないか、何

かいいことばっかり言ってんじゃないかってい

う誤解を招くんで、そこをですね、しっかり、

きちっとしたものを理論武装するなり何なりし

て、いろんな意見を吸い上げてっていうような

形で、しっかり市民の皆さんの意見を吸い上げ

て対応していただきたいと要望しておきます。 

 以上です。 

○委員長（堀口 晃君） ほかに意見ございま

せんか。 
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（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９９号・八代市コミュニティセンター

条例の制定については、原案のとおり決するに

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（堀口 晃君） 挙手全員と認め、本

件は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかえありますか。 

 続けていきます。 

                              

◎議案第１００号・八代市暴力団排除条例の

一部改正について 

○委員長（堀口 晃君） 次に、議案第１００

号・八代市暴力団排除条例の一部改正について

を議題とし、説明を求めます。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） それで

は、議案第１００号・八代市暴力団排除条例の

一部改正について説明をさせていただきます。 

 議案書４３ページをお願いいたします。 

 それでは、説明のほうはですね、先ほどの総

務委員会資料２がございますけど、１０ページ

のほうをお願いいたします。１０ページの新旧

対照表をごらんいただきたいと思います。総務

委員会資料２の１０ページでございます。今、

使いました資料２。 

 今回の改正は、主に先ほど審議いただきまし

たコミュニティセンター条例の制定に関連する

ものでございます。 

 八代市暴力団排除条例第１１条第１項の関係

号から条例が廃止されますその右側の現行の表

でございますけど、八代市南部市民センター条

例、八代市竜峯農業研修所条例、八代市農村婦

人の家条例、八代市千丁地域福祉保健センター

条例を削除いたしまして、新たに改正案のほう

でございますけど、制定される八代市千丁健康

温泉センター条例及び八代市コミュニティセン

ター条例を追加し、また、同項の８号・八代市

文化センター条例を八代市鏡文化センター条例

に改め、同項の７号とするものでございます。 

 以上で説明を終わります。御審議よろしくお

願いいたします。 

○委員長（堀口 晃君） ただ今、説明が終わ

りました。以上の部分について質疑を求めます。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） ございませんか。あ

りませんか。 

 なければ以上で質疑を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１００号・八代市暴力団排除条例の一

部改正については原案のとおり決するに賛成の

方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（堀口 晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 以上で、付託されました案件の審議は全部終

了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、御

異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

 次に、所管事務調査になりますが、ここで１

０分ほど休憩をとりたいと思います。 

 ３時３０分に再開をいたします。 

（午後３時２０分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時３０分 開議） 

○委員長（堀口 晃君） それでは、休憩前に

引き続き、総務委員会を再開いたします。 
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◎所管事務調査 

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査 

○委員長（堀口 晃君） 次に、当委員会の所

管事務調査２件を一括議題とし、調査を進めま

す。 

 当委員会の所管事務調査は、行財政の運営に

関する諸問題の調査、総合計画の策定推進等の

関する諸問題の調査、以上の２件です。 

 このうち、行財政の運営に関する諸問題の調

査に関して、４件執行部から発言の申し出があ

っておりますのでこれを許します。 

                              

・行財政の運営に関する諸問題の調査（コミ

ュニティセンターの一部管理業務受託の意向

調査について） 

○委員長（堀口 晃君） まず、コミュニティ

センターの一部管理業務受託の意向調査につい

てをお願いいたします。 

○市民活動政策課長（川野雄一君） よろしく

お願いいたします。着座にて説明させていただ

きます。 

 それでは、資料３のほうをごらんいただきた

いと思います。 

 住民自治によるまちづくり行動計画後期に基

づきまして、議案第９９号で八代コミュニティ

センター条例の制定について提案させていただ

きましたが、この条例により、平成２９年４月

１日から、各地域にコミュニティセンターを設

置する予定でございます。 

 本年３月、６月の総務委員会でも御説明いた

しておりますが、地域協議会でセンターの一部

管理業務委託をお願いし、地域と行政が一緒に

なってセンターの運営を行ってまいりたいと考

えているところでございます。一部管理業務委

託の内容につきましては、各協議会に説明をし

てまいり、その受託の意向調査を本年６月に実

施いたしました。その結果が出ましたので、報

告させていただきます。 

 それでは、資料の１ページをお願いいたしま

す。 

 コミュニティセンター一部管理業務を受託し

ていただくことについての意向調査結果一覧表

でございます。 

 この調査は、地域の実情に合わせて業務委託

ができるように段階的な措置をとり、行動計画

後期の見直しを昨年１２月に行い、平成２９年

度、３０年度の２カ年での業務の受託をお願い

できないかということで、希望の年度をお尋ね

したところでございます。校区の状況、御判断

によっては受託されない協議会もあると考えて

おります。 

 結果の内容でございますが、回答いただくに

当たっては、各協議会が総会等に諮られて決定

していただいたものでございます。 

 調査一覧表のとおり、平成２９年度から希望

された協議会は１０協議会、平成３０年度から

は６協議会、未定の４協議会となっております。 

 なお、公民館がコミュニティセンターへ移行

した場合の管理体制につきまして、説明をさせ

ていただきます。 

 職員の所属は市民活動政策課となりますが、

住民に混乱が生じないよう、これまでと変わり

ない職員配置を維持した管理体制で対応してま

いりたいと思いますが、熊本地震発災後の新し

い状況に対応するための検討は、今後も進めて

まいりたいと思います。 

 それでは、資料２ページ以降で一部管理業務

を受託する場合の管理体制について説明をして

まいります。 

 ３ページのほうは先ほど条例の提案の中で説

明をいたしましたので、内容については省かせ

ていただきますが、そこで、この中で、もう一

つですね、つけ加えておきますけど、これまで

公民館で実施してきました生涯学習講座につき
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ましては、校区には常駐しませんが複数の公民

館を担当します生涯学習課の社会教育主事によ

り、これまでどおり継続して実施することとい

たしております。 

 そこに書いております、なお、夜間の管理体

制につきましては、これまでと同様の体制を引

き継ぐ予定としております。 

 ４ページのほうをお願いいたします。 

 こちらは、出張所が併設されている公民館の

場合ですけど、これも先ほど説明をしたとおり

でございます。また生涯学習講座も先ほど単独

公民館と同様な予定としております。また出張

所で実施しております市税の収納などの窓口業

務につきましては、サービスが低下しないよう

に、対応方法の検討を進めているところでござ

います。夜間警備につきましては、これまでと

同様の体制を引き継ぐ予定としております。 

 次、５ページをお願いいたします。 

 これは、支所の場合の体制でございますけど、

これも先ほど説明しておりますので省かせてい

ただきます。また、生涯学習講座につきまして

も先ほどと同じように社会教育主事のほうでや

っていただくとおりでございます。 

 なお、鏡支所と泉支所には、公民館の施設が

ありませんので、繰り返しになりますけど、鏡

地区におきましては現在の農事研修センター、

泉地区におきましては旧泉第二小学校をコミュ

ニティセンターに移行して管理して行っていく

予定としております。 

 それでは、６ページをお願いいたします。 

 こちら一部管理業務の委託の業務につきまし

て、本年３月の総務委員会でも説明しておりま

した内容でございますけど、内容はそこのごら

んのとおりでございます。 

 それと７ページのほうをお願いいたし、――

その前に済みません。２９年度、４月１日から

の、一部業務委託の準備をするに当たりまして、

委託を希望される地域協議会とは、再度委託の

意向を確認させていただくとともに、事務員の

雇用などについての協議をしてまいりたいと考

えております。また、スムーズに一部委託の移

行作業ができますように、１２月補正予算で債

務負担行為の予算計上ができないか、ただ今検

討中でございます。 

 済みません、じゃあ７ページをごらんくださ

い。 

 こちら、市の職員である地域アドバイザーが、

地域協議会の相談対応、指導、助言、情報提供、

地域協議会事務員の育成など、直接現場で取り

組んでまいることとしております。また行政の

窓口としてはそこに、（２）のとおりでござい

ます。 

 それから済みません、各支所におきましては、

支所地域振興課の振興係長が地域アドバイザー

として業務を遂行していただき、また、支所の

コミセン職員につきましては、地域協議会の運

営を側面的に支援することといたしております。 

 以上で、コミュニティセンターの一部管理業

務受託の意向調査についての説明を終わらせて

いただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（堀口 晃君） 本件について、何か

質疑、意見等はございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） ありませんか。

（｢さっき十分聞きました」と呼ぶ者あり）本

当にありませんか。 

 なければ、以上で、コミュニティセンターの

一部管理業務受託の意向調査についてを終了い

たします。 

                              

・行財政の運営に関する諸問題の調査（定住

自立圏構想について） 

○委員長（堀口 晃君） 次に、定住自立圏構

想についてをお願いいたします。 

○企画振興部長（福永知規君） こんにちは。
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（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）企画振興部か

らは、定住自立圏構想について御説明をいたし

ます。詳細につきましては、資料をもとに企画

政策課、野々口課長が行います。よろしくお願

いいたします。 

○企画政策課長（野々口正治君） こんにち

は。企画政策課、野々口でございます。よろし

くお願いいたします。着座にて御説明をさせて

いただきます。 

 八代市と芦北町によります定住自立圏への取

り組みにつきましては、本年３月に八代市議会

並びに芦北町議会にて同文議決をいただきまし

て、定住自立圏形成協定の締結を行ったところ

でございます。本日は、その後の進捗状況並び

に今後の予定等につきまして御報告をさせてい

ただきたいと思います。 

 あらかじめお配りしております、右肩に定住

自立圏構想についてと書きました資料の１から

３を用いまして、御説明させていただきます。 

 まず、済みませんが、順番が逆になります

が、資料の２をごらんいただきたいと思いま

す。 

 先ほどもちょっとお話ございましたが、皆さ

ん既に御存じのことかと思いますが、定住自立

圏構想につきまして、簡単に御説明させていた

だきます。 

 定住自立圏構想は、急激な少子高齢化により

まして、地方の将来が極めて厳しいものになる

と予想される中で、中心市と近隣の市町村が定

住自立圏を形成し、相互に役割分担を行い、連

携、協力することによりまして、圏域全体で人

口の定住のために必要な生活の機能を確保し、

人口減少を食いとめ、ひいては圏域全体の活性

化を図ることを目的とするものでございます。 

 圏域形成に向けた手続といたしましては、中

段に書いてございますが、人口５万人以上な

ど、一定の条件を満たします中心市が中心的な

役割を担う旨の意志を明らかにします中心市宣

言を行いまして、その後、近隣市町村との間で

定住自立圏形成協定を議会の議決を経て締結を

いたします。協定を締結した中心市と近隣の市

町は、圏域の将来像、あるいは連携、協力する

具体的な取り組みを定めます定住自立圏共生ビ

ジョンを策定し、取り組みを進めることとなり

ます。 

 この定住自立圏に取り組みます市町村に対し

ましては、国から特別交付税、あるいは地方債

による支援など、さまざまな支援が行われるこ

ととなります。 

 それでは、本市における取り組みを御説明さ

せていただきます。 

 資料の１をごらんいただきたいと思います。 

 １番の定住自立圏構想の状況につきまして

は、ただいまの説明と重複いたしますので、省

略をさせていただきます。 

 ２の氷川町、芦北町との定住自立圏形成へ向

けた手続といたしましては、先ほども申しまし

たとおり、本市の中心市宣言を平成２６年９月

２５日に行いまして、その後、八代市・氷川町

の間で定住自立圏形成協定を締結し、昨年の１

１月に定住自立圏の共生ビジョンを策定いたし

たところでございます。 

 その後、今回新たに④にあります、本年３月

に新たに八代市と芦北町との間で定住自立圏形

成協定を締結いたしましたことから、現在、本

年１１月を目標といたしまして、八代市・氷川

町・芦北町の１市２町によります定住自立圏共

生ビジョンの策定に向けて協議を重ねていると

ころでございます。 

 この１市２町によります共生ビジョンの策定

スケジュールにつきましては、その下、３のビ

ジョン策定の流れに記載しておりますとおり、

まず、本市と氷川町・芦北町との間で、八代市

定住自立圏共生ビジョン策定検討会議を設けま

して、行政レベルでの協議体制を整えて、８月

４日に第１回の会議を開催したところでござい
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ます。 

 資料には記載しておりませんで申しわけござ

いませんが、メンバーといたしましては、八代

市が９部の政策調整審議員、氷川町が１１課の

課長様、芦北町が９課の課長様で構成した会議

となっております。 

 本日お配りしております共生ビジョンの素案

につきましても、この策定検討会議で協議の

上、取りまとめたものでございます。 

 その後、８月の２２日に、外部有識者からな

ります第１回の八代市定住自立圏共生ビジョン

懇談会を開催いたしております。懇談会のメン

バーにつきましては、１市２町が連携して取り

組みます各分野に関連する方々に御参加をいた

だいておりまして、具体的には医療に関する分

野では、市、郡の医師会、産業振興の分野では

商工会、八代地域農業協同組合などから。その

ほか福祉、教育、防災、土地利用、観光、それ

ぞれの分野から合計で１３名の委員の皆様に御

参加をいただきまして、御意見を頂戴したとこ

ろでございます。 

 懇談会終了後、現在、９月２０日までの予定

でパブリックコメントを実施しておりまして、

これらを踏まえまして、１０月初旬に第２回の

策定検討会議、１０月下旬に第２回の懇談会を

開催したいと思っております。 

 その後、１１月初旬に１市２町の首長により

ます懇談会を開催し、最終確認を行ったところ

で、１１月中旬を目標として最終の策定に至る

という予定を、今、しているところでございま

す。 

 それでは、現在策定中のビジョンの素案につ

いて説明をさせていただきます。資料３をお手

元にお願いをいたします。 

 １ページをおめくりいただきまして、目次を

ごらんいただきたいと思います。 

 本ビジョンにつきましては、１に書いてござ

います定住自立圏及び圏域を形成する市町の名

称、２の圏域の概要、さらには将来像、ビジョ

ンの期間、推進する具体的な取り組みといった

構成となっております。 

 それでは、それ以降のページを見てまいりま

す。２ページにつきましては、省略をさせてい

ただきまして、３ページにつきましては、圏域

の概要を記載いたしております。八代市、氷川

町、芦北町の概要のほか、４ページの上段に

は、圏域における都市機能の集積状況を記載い

たしております。 

 次に、４ページには、圏域の将来像として、

この圏域が目標とする将来の姿を記載しており

ます。この圏域の将来像を実現するために、連

携いたしますそれぞれの政策分野といたしまし

て、その下（１）生活機能の強化に係る政策分

野として①から次ページの④までの分野につい

て。５ページにございます（２）結びつきやネ

ットワークの強化に係る政策分野としまして、

①から③の項目について。（３）圏域マネジメ

ント能力の強化に係る政策分野といたしまし

て、①と②の分野について、連携して取り組み

を進めるということといたしております。 

 次に、６ページでは、定住自立圏共生ビジョ

ンの期間を定めておりまして、本ビジョンにつ

きましては、平成２８年から３２年までの５カ

年といたしておりまして、毎年度、所要の変更

を行うものといたしております。 

 それでは、７ページをお願いいたします。 

 こちらには、定住自立圏形成協定に基づき推

進する具体的な取り組みといたしまして、先ほ

ど申し上げました圏域の将来像の実現を図るた

めに、市、町が連携して推進していきます具体

的な取り組み内容を、以降掲載をいたしており

ます。 

 まず、（１）にございます生活機能の強化に

係る政策分野につきましては、こちらの７ペー

ジから、済みません、飛びまして２７ページま

でに記載しております合計３２の事業を掲げさ
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せていただいております。 

 次に、２８ページに（２）としまして、結び

つきやネットワークの強化に係る政策分野の事

業として、取り組み内容を記載させていただい

ておりまして、２８ページから３８ページまで

の間に１５事業の事業を掲載いたしておりま

す。先ほどの生活機能の強化に係る政策分野の

事業と合わせまして、合計で４７の事業を今回

掲載をいたしているところでございます。 

 各事業につきましては、先ほども申しました

とおり、今後、懇談会等の御意見を踏まえまし

て修正を行っていく予定といたしております。

また、各事業の説明につきましては、済みませ

んが時間の都合もございますので、本日は省略

をさせていただきたいと思います。 

 以上で、定住自立圏構想についての御説明と

させていただきます。御意見等、よろしくお願

いを申し上げます。 

○委員長（堀口 晃君） 何か質疑、御意見等

ございませんか。 

○委員（前川祥子君） これ質問もよろしいん

ですか。 

○委員長（堀口 晃君） どうぞどうぞ。 

○委員（前川祥子君） この定住自立圏は、協

定っていうのは八代市と氷川町、それから八代

市と芦北町という、多分条件の中で、この２つ

ずつの町と市でできるんだと思います。ビジョ

ンっていうのは、この自立圏共生ビジョンの策

定は、八代市と氷川町と芦北町の３つ、１市２

町でつくられているというふうに考えてよろし

いんですよね。 

○企画政策課長（野々口正治君） ただいまの

御質問につきましては、総務省のほうが定めて

おります推進要綱のほうがございまして、そち

らのほうで定住自立圏形成をする際には、１対

１の協定を締結するということで、それぞれ中

心市と近隣市町が１対１で締結することとなっ

ております。ビジョンにつきましては、そうい

った定めはございませんで、それぞれ連携する

分もございますので、まとめた形で策定をいた

しているところでございます。 

○委員（前川祥子君） わかりました。 

 担当課がないところがありますよね、町にお

いてはですね。そういうところは、もう、そこ

は関係しないというふうに考えてよろしいんで

すか。 

○企画政策課長（野々口正治君） こちらにつ

きましては、庁内の職員でまず検討をいたしま

して事業の洗い出しとしたところでございます

が、それぞれ、今、担当課が入っております八

代市と氷川町、あるいは八代市と芦北町、場合

によっては３つとも入っているところがあると

思いますが、それぞれ名前が入っているところ

が連携をするという形で、一応調整が整ってい

る分でございます。 

 それで、今後、新たに連携が発生した場合に

は、今、空欄になっているところに名前が入っ

てくるということもございます。 

○委員（前川祥子君） よくわかりました。 

 例えばですね、企業誘致っていう場合に、う

ちとしては、本市としても企業は誘致はしなき

ゃいけないというのはもちろんですが、ほかの

ところのですね町にもそういう誘致場所はある

と思うんですよね。そういうときには、自分の

ところを優先的にＰＲするという方向は、どの

ような形をとられるんでしょうか。 

○企画政策課長（野々口正治君） 済みません、

ちなみに、このビジョンの２２ページ、ナンバ

ー２３のところに企業誘致の推進というところ

で事業を記載しております。こちらには、今の

ところ予算は全く入ってはおりませんが、八代

市と氷川町と芦北町のほうで、そういった関連

の情報等を共有しながら、企業誘致のほうを促

進していくということで、こちらのほうに事業

を記載しております。 

○委員（前川祥子君） じゃあ、１市２町で話
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をしながら、県からの誘致もお願いするところ

で、どちらでもいいんですよというようなお話

があった場合ですよね、難しいのは。そういっ

たところに、兄弟の契りを交わしたわけですか

ら、じゃあまずはお兄さんからていうような、

そういった話し合いも、中には可能性はあるん

ですね、こういった場合は。どうなんでしょう。 

○企画振興部長（福永知規君） 今、おっしゃ

っていただいたのは、３つの自治体で利害が、

何ですか、争ったようなときどうするんだとい

うようなお話だったと思います。 

 この定住自立圏そのものの、まず総務省のほ

うの考え方なんですけど、全国的に単独の自治

体で全てを賄うのは厳しいというところで、連

携して、その生活圏を共同している自治体とい

うのが一つ前提にあります。ですから、氷川町、

八代市、芦北町というのは、日常生活圏、働く、

学ぶ、住む、それらが一体的にできる地域なん

だということがまず前提になりますので、おっ

しゃっていただいたようなことが、もし起こっ

たときにどういう考え方をするかなんですけど、

例えば、芦北町は八代市に雇用とか勉学の場を

求めてらっしゃる傾向が今強いです。氷川町も

同じようなもんです。ただ、氷川町や芦北町に

企業が立地された場合には、八代市在住の方が

そちらに働くということも可能な圏域です。で

すから、この３つの自治体のメリットというの

は、ほかのそれ以外のところとの競争に対して

は、非常に共通利害というか連携してやってい

けると。その３つのどこにあったとしても、我

々としてはメリットとして受け取ることができ

るんじゃないかということです。 

 ですから、実際のところ、実入りの話になっ

たときには固定資産税とかそういうのはありま

すんで、絶対発生すると思いますが、大きな圏

域の中で見たときに、地域としてメリットがあ

るかどうか、そういったところでの判断になっ

てくるかと思います。 

○委員（前川祥子君） わかりました。 

 それで、じゃあですね、仮定の話ばっかりで

申しわけないんですけど、例えば農地が広がる

ところが八代地域は多いじゃないですか。農振

除外をしないと量販店も持ってこれないとか、

八代の場合は大きいのがありますけど、氷川町

の場合はと。そういうときには、氷川町の利益

も考えて、隣接するっていうとこの利益も考え

て、農振除外をともに協定しているところは県

に、国に要請するというような立場もとれるこ

とはできるんですか。 

○企画振興部長（福永知規君） 今、おっしゃ

っていただいたのは、土地利用の規制に対して、

連携して働きができるかということだったでし

ょうけれども、さっき申しました企業を誘致す

るという地域のメリットを共同してアピールす

ることは可能だと思います。しかし、それを許

可権者がどう判断するかってなると、また別の

話になってくると思いますので、個別の話のそ

の捉え方になりますが、全体的にはプラスにこ

そなれマイナスにはならないというふうには思

います。 

○委員（前川祥子君） ということは、協定を

結んでいるのであるから、協定しているところ

というところで、要望は一緒に出すというよう

な考え方もありますよね。そういうふうに捉え

ていいですか。 

○企画振興部長（福永知規君） 要望を出す形

まで具体的には考えておりませんが、同じ意向

を持った自治体として、ひとつの１６万人の圏

域ができるわけですんで、やはり数、地域の大

きさというのは力になるはずという思いはあり

ます。 

○委員（前川祥子君） 一概には言えないんで

しょうけど、小さいところのほうが町にしても

ですね、大きいとこよりもメリットが、このよ

うな協定を結んだらあるんじゃないかなと。か

なり数的にはですね。だから、そういった意味
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では、近隣の町の方々と仲良くするということ

は、非常にメリットも小さい町の方々も広がっ

てくるし、もちろん大きいところは大きいなり

にお互いの交流の場として利益を上げるという

ことは考えていかなければならないことだと思

います。 

 もう一つですね、お伺いしたい。この中心市

に４０００万円程度から８５００万円程度、そ

れから近隣市町村に１０００万円から１５００

万円が拡充されているという部分ですけど、こ

れは一般財源でくるとかいうんじゃなくて、そ

の事業をすることにおいて、その関連したのが

入ってくるというふうに捉えていいんですか。

どんなふうにしたら。 

○企画政策課長（野々口正治君） こちらにつ

きましては、毎年度、特別交付税によって交付

される分でございますので、市のほうでは一般

財源として受け入れることになります。こちら

の３点につきましては、このビジョンに掲げて

おりますそれぞれの事業、その積み上げ等をも

ちまして、特別交付税の算定、計算に沿って、

最大で中心市の場合は８５００万、近隣市町の

場合は１５００万交付されるというものでござ

います。 

○委員（前川祥子君） そうしましたら、今後

もこういう協定を近隣の町村とやっていく、そ

ういうようなお考えもあるんでしょうか。 

○企画政策課長（野々口正治君） こちらにつ

きましては、先ほど申しました要綱の中で、近

隣市として締結できる条件というのもございま

す。その条件を満たしたところっていうところ

で考えますと、この氷川町さんと芦北町さんだ

けということになります。（委員前川祥子君

「わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（堀口 晃君） よろしいですか。 

 ほかございませんか。 

○委員（堀 徹男君） 資料の８ページの、今

後のビジョンとしてですね、例えば地域包括ケ

アシステムの導入なんかって今からの事業なん

で、自立圏の中で共有するそのビジョンとして

考えていくのは、これは記載されててもいいの

かなと思うんですけど、２６ページにですね、

生活環境事務組合のじんかい事業とか載ってる

んですよね。これ一部事務組合でも既にやって

て、新たなビジョンとして取り組まんばん、─

─ここに載せるべきような事業なのかなという

のもありますし、金額が２８年度で終わってる

のは何か意図があるのかなっていう。２９年度

以降は、何か違うビジョンがあるんですかね。 

○企画政策課長（野々口正治君） 済いません、

こちらのビジョンに掲載しておりますのは、新

たに始める事業というものばかりではございま

せんで、現在、これまでも取り組んでいた事業

等も記載をいたしております。 

 この金額の部分の考え方につきましては、済

みません、７ページの一番下のところに書いて

ございますが、金額につきましては、支出がな

い場合にはゼロとしておりますが、現時点で見

込みがつかないものについては横線という形で

表現をいたしておりますので、今後、予算がめ

どが立った時点で、こちらのほうには数字が入

ってくるということになります。 

○委員（堀 徹男君） わかりました。 

○委員長（堀口 晃君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なければ、以上で定

住自立圏構想について終了いたします。（｢あ

りがとうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

・行財政の運営に関する諸問題の調査（市有

債権一元回収等検討状況について） 

○委員長（堀口 晃君） 次に、市有債権一元

回収等検討状況についてをお願いいたします。 

○納税課長（機 智三郎君） こんにちは。納

税課、機でございます。よろしくお願いいたし
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ます。着座にて説明させていただきます。 

 総務委員会の資料としまして、債権回収一元

化等検討状況をお配りしておりますが、手元に

皆さんございますでしょうか。 

 それでは説明に入ります。 

 本日御説明いたします債権回収一元化等の検

討状況につきましては、昨年度の監査意見書や

決算審査特別委員会等におきまして、市税を含

む公債権と公営住宅使用料などの私債権の収入

未済額に対する一体的な収納対策の検討が必要

ではないかとの御指摘を受けまして、検討を開

始したものでございます。今回、総務委員会を

通じまして、これまで行いました検討の中間報

告をさせていただくものでございます。 

 順番が前後いたしますが、資料の４ページの

３、債権の適正管理、回収一元化に向けた取り

組みをごらんください。 

 これまでの検討の経過でございますが、ま

ず、今年の１月に市税等収納対策本部幹事会を

開催いたしまして、市の債権の適正管理や未収

債権の回収強化に向けて、債権回収一元化や債

権管理条例などの検討を開始することとしまし

た。これに伴い、市税等収納対策本部の設置規

定を一部改正して、所掌事務を市税、国保税を

対象にしたものから、市有債権全体に拡大する

こととし、これらを翌２月に市税等収納対策本

部会議に諮りまして決定いたしております。 

 今年度に入りまして、市有債権回収一元化等

検討プロジェクトチームを設置し、６月から８

月にかけまして、現在３回の会議を開催し、債

権管理条例案及び一元化組織に移管する業務、

債券の種類並びに債権管理マニュアルについて

の検討を行っております。 

 また、８月には、市税等収納対策本部会議に

債権管理条例案などの検討状況と今後の取り組

み予定を報告したところでございます。 

 次に、１ページに戻りまして、１、市の債権

の分類をごらんください。 

 市の債権につきましては、公法上の原因に基

づいて発生する債権である公債権と私法上の原

因に基づいて発生する債権である私債権の大き

く二つに分類することができます。公債権は時

効期間の経過により消滅することになります

が、私債権は時効の経過のみでは消滅せず、債

務者が時効の援用を行うことによって消滅する

など、その取り扱いに違いがございます。 

 さらに公債権は、国税や地方税の例により、

市で差し押さえなどの滞納処分ができることを

法律で規定されている、いわゆる自立執行権が

ある強制徴収公債権と、私債権と同様に裁判所

を通じて差し押さえ等の債権回収を行う必要が

ある非強制徴収公債権に分類されます。 

 具体的な債権の例としましては、表に記載の

とおり、強制徴収公債権には市税、国保税など

の税金のほか、介護保険料や保育所保育料、下

水道使用料などがございます。非強制徴収公債

権には、生活保護費返還金や児童手当返還金、

農業集落排水使用料などがございます。また、

私債権には公営住宅使用料や水道料金、各種の

貸付金やケーブルテレビの使用料などがござい

ます。 

 次に、２、本市における債権管理の現状と課

題についてでございますが、平成２７年度決算

における各種債権の収入未済額の合計は、八代

市全体で約２４億円となっております。その内

訳としましては、市税と国保税が合わせて約１

７億円と全体の約７割を占めており、残りの約

３割が税外債権で、約６億９０００万円となっ

ております。 

 債権の分類ごとでは、①の強制徴収公債権が

合計で約２０億３０００万円あり、収入未済額

全体の８５.９％を占めております。債権ごと

の詳細と課題につきましては記載のとおりでご

ざいますので、割愛させていただきます。 

 次に２ページになりますが、②の非強制徴収

公債権につきましては、合計の４０００万円強
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であり、全体の１.９％を占めています。 

 最後に３ページになりますが、③の私債権に

つきましては、合計の約２億９０００万円であ

り、全体の１２.２％を占めている状況でござ

います。 

 続きまして、４ページの４、債権回収一元化

における効果と課題でございますが、効果とし

ましては、①滞納者の情報を集中管理すること

により、重複滞納者に対する対応が一本化でき

ること。②過年度分の収納業務を移管すること

で、各所管課は現年度分に集中でき、現年度収

納率の向上が図られること。③滞納整理を専門

とした職員を育成、配置することで、滞納処分

を効率的に実施でき、過年度滞納額の減少が図

られること。④専門の部署が財産調査や差し押

さえを実施することで、各所管課の業務量や職

員数をふやさずに、滞納債権の回収が図られる

ことなどが挙げられます。 

 一方、課題としましては、①一元化すること

により各所管課の当事者意識が希薄になること

が懸念されること。②収納業務の全てを移管す

るものではないため、各所管課の収納対策への

知識と経験は、今後も高める必要があること。

③債権の種類によって回収の方法が異なるの

で、根拠法令の整理が必要であること。④過年

度分を扱う専門の部署における体制の強化を図

る必要があること。⑤個別のシステムで管理し

ている債権については、一元化するためにシス

テム改修が必要であることなどが挙げられま

す。 

 このような中で、現在、まずは自力執行権が

ある強制徴収公債権につきまして、回収業務を

一元化できないかを検討している段階でござい

ます。 

 最後に、５ページになりますが、債権管理条

例の検討方針でございますが、その趣旨としま

しては、これまで説明いたしました本市のさま

ざまな債権につきまして、その発生から消滅す

るまでの一連の事務処理である債権管理を適正

に行うことにより、その収入確保と市民負担の

公平性の維持を図ることを目的として、策定を

検討するものでございます。本市の債権管理に

つきましては、各債権を所管する部署により取

り組み状況に差があるため、この条例によりま

して、共通の一般的な基準を定めるものでござ

います。 

 条例の基本的な考え方としましては、以下の

４点を主な柱として検討しているところでござ

います。 

 １点目は、市の債権管理に必要な事項の包括

的な規定で、市の全ての債権を対象とした規定

とすることにより、統一的かつ適正な取り扱い

の徹底を図るものです。 

 ２点目は、法令の遵守の明確化で、これによ

り各債権に適用される法令に従い、適正な債権

管理を行う責任を明確にします。 

 ３点目は、債権放棄についての規定で、破産

事件により免責が決定した債権など、徴収不能

となった債権については、厳格な要件のもと放

棄することを可能とし、債権管理の効率化を図

るものです。 

 ４点目は、債務者情報の利用の規定で、債務

者から情報収集することが困難な場合に、債務

者の個人情報を債権管理に必要な範囲内で利用

することを定めるものでございます。 

 以上の内容をもとに、３の八代市債権管理条

例の構成案の流れで、条例案を検討していると

ころでございます。 

 説明につきましては以上でございます。 

○委員長（堀口 晃君） 本件について、何か

質疑、御意見等はございませんか。 

○委員（亀田英雄君） ちょっとわからんけん

聞くとですばってん、１ページの２ですね、平

成２７年度収入未済額２４億円。２７年度はこ

れだけだったんですか。毎年、これ、変わりな

かぐらいですか。これ累計ですか。単年度。
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（納税課長機智三郎君「累計といいますか、滞

納繰越――」と呼ぶ） 

○納税課長（機 智三郎君） これにつきまし

ては、滞納繰越分も含めたところで、現年度と

れなかった分が累積してきているものでござい

ますけれど、債権全体としては減少傾向にはあ

るとは思いますが、現在、この金額があるとい

うところです。ちなみに昨年度につきましては、

２４億６０００万程度、今年度と比べますと１

億円程度昨年度のほうが高かったというような

状況でございます。 

○委員（亀田英雄君） 税務課は取立屋ってい

うごた表現もされた時期もあったですよね。こ

れば見るとですよ、管理条例を今からつくるち

ゅうことだけんが、その、身分の保証のなかま

まに、こういうことを今までやっとったという

考え方になっとですか。 

○納税課長（機 智三郎君） そういうことで

はございませんで、それぞれの債権ごとにある

法律に基づいてやられていたのはやられていた

と思いますが。やり方が、課によってばらつき

があって、強くやられているところと、ちょっ

とそこまで手が回らないようなところがあると

いうようなところがあるかと思います。 

○委員（亀田英雄君） それを全庁的に共有化

したいというところと思いますが、他町村はど

んな取り組みをしよんなんですか。他市町村は、

他自治体は。 

○納税課長（機 智三郎君） 県内で、同じよ

うに一元化というような形で取り組まれている

ところは水俣市と人吉市は聞いておりますけど、

ほかのところはちょっと聞いておりませんが。

あと、債権管理条例につきましては、県内では

熊本市が策定されておりまして、九州内では２

０ぐらいの市がもう既に策定されている状況で

す。 

○委員（亀田英雄君） 策定した前後では、ど

んな変化があったというのはつかんでおられる

のですか。 

○納税課長（機 智三郎君） 申しわけござい

ませんが、そこまではつかんでおりません。

（委員亀田英雄君「わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（堀口 晃君） よろしいですか。 

 ほかございませんか。 

○委員（西濵和博君） 今回、こういった取り

組みをなされるということで、中間報告という

ことで受けとめさせていただきました。取り組

みのことは先ほどあったとおりですけど、この

債権回収というのは、八代市に限ったことでな

く、全国の多くの自治体の抱えてる共有の課題

といいますか、それでかねてよりていうのか、

──どれくらいかねてじゃわかりませんけども、

よく全国の自治体職員を対象とした研修会あた

りでも、こういうテーマよく見受けるところな

もんですから、今回、より具体的に踏み込んで

お取り組みですけど、八代市としても以前から

滞納状況あたりに鑑み、こういう体制づくりだ

とか、こういう取り組みというのは調査、研究

する必要があるんだなという御認識はお持ちで

はいらっしゃったんじゃないかなと思ってです

ね、そこら辺の背景といいますか、過去どんな

感じだったかなと思いまして。 

○財務部次長（辻本士誠君） ただいまの御質

問ですけれども、税に関しましては納税課がご

ざいましてですね、法律に基づきまして、滞納

整理事務をやっておりましたけれども、それ以

外の債権につきましては、先ほどもありました

ように所管課のほうで滞納分につきましては取

り扱いをしておりました。 

 ですが、なかなかですね、通常の業務をしな

がらというところで、手が回らない部分があっ

たということで、決算委員会等でも再三御質問、

御提案がありまして、昨年度の決算委員会でも

一元化回収でありますとか、債権条例の制定で

ありますとか、そういう御提案をいただきまし

て、昨年度から取りかかっているという状況で
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ございます。 

 今回、納税課のほうで一応取りまとめて、各

所管課を含めたところで協議を進めているとい

う状況でございます。 

 以上です。 

○委員（西濵和博君） 私も個人的にこういっ

た取り組みをしている自治体あたり、どういう

評価をされているかというのは、かねてより関

心を寄せていたところですので、意義ある検討

かなというふうに個人的には思っています。い

いことかどうかというのも含めて、御検討中か

もしれませんけど、こういった方向に進むには、

当然、対応する職員の体制っていうか、業務量

だとか、職員の配置だとかいうのも離しては考

えられないことでしょうから、そういうことも

含めて、今後より深度化していただければなと

思います。 

 以上です。 

○委員長（堀口 晃君） ほかありませんか。 

○委員（堀 徹男君） ちょっと教えてくださ

い。 

 公債権の時効の期間とですね、時効が切れて

毎年取れぬまま消えていくお金ってどれぐらい

あるんですか。さかのぼってというか……。 

○納税課長（機 智三郎君） 公債権の時効で

ございますが、税金等につきましては５年とな

っておりまして、多くの公債権、いろいろ種類

がございますが、多くが５年となっております

が、国民健康保険を料で取ってる場合は２年と

なります、時効が。同じく、介護保険料とか後

期高齢者医療保険料につきましては２年となっ

ております。もう一つは何だったですかね。

（｢時効が切れて毎年消えていく額です」と呼

ぶ者あり） 

 税金につきましてだけは、手元に資料がござ

いますんですが、毎年不納欠損という形で落と

してる額が２７年度が１億１００万程度でござ

います。国保税につきましてが、１億３５００

万程度でございます。 

○委員（堀 徹男君） それは、だから５年前

の分てことでしょう。時効が来た分だから、不

納欠損で。 

○納税課長（機 智三郎君） 基本的にそうい

う形でございますが、５年前に課税したものが

全て取れなかったのが不納欠損になるというわ

けじゃございませんで、不動産の差し押さえと

かですね、一部入金があったりとかした場合

は、そこから、また５年間さかのぼったりと

か、時効が一旦中断しますので、そこから計算

し直したりするような形になります。全て５年

前のがこれだけ消えているというわけではござ

いません。 

○委員長（堀口 晃君） よろしいですか。 

 ほかございませんか。 

○委員（前川祥子君） ちょっとお伺いした

いんですけど、私債権のところで、時効期間

の経過のみでは消滅せず、時効の援用が必要、

時効の援用っていうのは、要するに、時効の

利益を受けること、意志表示ってありますけ

ど、自分が時効したにしても、自分からお願

いしますというような意思表示をしなくては

いけないということですか。 

○納税課長（機 智三郎君） おっしゃると

おりでございます。 

○委員（前川祥子君） そうしましたら、この

債権例のこの中のものは、一応、時効はあるん

ですね。そして、その中でも、自分から支払い

はできませんので、免税してくださいというよ

うなことを申し出たらオーケーだという話です

か。 

○納税課長（機 智三郎君） そういうことに

なりますが、基本的になかなか自分から時効ま

で管理されて、時効だからというようなところ

はないようなところが多いんですよね。実際、

かといって、こちらのほうから時効が来ました

から援用されますかとかいうのは問い合わせし
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ておりませんので、そういう形で整理がついて

いないようなものが結構私債権の中では残って

いるような状況でございます。 

○委員（前川祥子君） ここのところがです

ね、自分とは全然考え方が違うんでしょうから

そういう形になるんでしょうけど、要するに、

時効だとわかっててというわけじゃなくて、知

らずにそのまま行き過ぎたということですか。

それとも、どんなふうにこういう方々は捉えて

いいんですか。 

 この、自分から、今さっき言いましたよう

に、免税してくださいというのは、５年だった

ら５年たって自分で調べに行って、もう５年た

ったなという状況の中で、免税してくれという

ようなことを市にお願いに行けばいいわけでし

ょう。どういうふうに考えれば……。 

○納税課長（機 智三郎君） 私、納税課で、

税のほうしか実務的にはやってないもんですか

ら、こういう時効の援用という形で、個人が来

られてしてくださいというふうにあった事例と

いうのをちょっと聞いたことがないもんですか

ら、詳しくはわかんないんですが。 

○委員（前川祥子君） ないってことは、市民

の方もそういった時効の援用っていうのを御存

じの方は多くないということですよね。 

○納税課長（機 智三郎君） はい、多分そう

だと思いますし、市としましても、時効の援用

によりまして債権が消滅することが債務者のほ

うに広がってしまうと、納付意欲の低下などの

悪影響につながるというふうに考えております

ので、積極的に御案内している状況ではござい

ません。 

○委員（前川祥子君） これは御案内すること

でもないと思いますし、本人が気づけばでしょ

うけど、知っててやればこれは悪質だというこ

とになりますから、やっぱり取り立てていうの

は差し押さえでもできるわけでしょうから、そ

こは積極的にやる必要はありますよね。悪質で

あるかどうかっていう判断は、その担当者があ

る程度長い期間資料集めじゃないですけど、そ

ういうのを調べてわかることだとも思いますし、

そこがやっぱり時間の浪費とか、担当者の職員

がかわったりとか、いろんな要件がそこで重な

ってきてこういう流れになってるのもあるのか

もしれませんけど、悪質なところははっきりわ

かればですね、ここはやり過ごさないようなこ

とは、仕組みは必要かなと思います。 

○納税課長（機 智三郎君） 前川委員さんが

おっしゃるようなところをですね、結構、税の

ほうがそういう情報を持っとりますので、個別

のところがそれぞれ調べると何度手間にもなっ

てくるもんですから、今度の債権管理条例等で

ですね、ある程度そのような情報の共有化がで

きないかというようなところも検討していると

ころでございます。 

○委員（前川祥子君） わかりました、よくわ

かりました。 

○委員長（堀口 晃君） ほかございませんか。

ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） 以上で、市有債権一

元化回収等検討状況について終了いたします。

（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

・行財政の運営に関する諸問題の調査（仮設

庁舎への組織移転について） 

○委員長（堀口 晃君） 次に、仮設庁舎への

組織移転についてをお願いいたします。 

○財政課長（尾﨑行雄君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）財政課の尾﨑

でございます。よろしくお願いいたします。そ

れでは、着座にて説明させていただきます。 

 お手元に配付しております資料、総務委員会

資料（所管事務調査）というの、ございますで

しょうか。こちらの資料に沿って説明いたしま

す。 
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 １ページをお開きください。 

 広報やつしろ１０月号に掲載予定の移転先一

覧でございます。 

 初めに、プレハブの仮設庁舎は、東西の２階

建て２棟を建設中でありますが、西棟の１階に

は長寿支援課、国保ねんきん課、市民税課、資

産税課、納税課、会計課が入る予定でございま

す。 

 続きまして、西棟の２階には、健康福祉部長

室、健康福祉政策課、在宅医療介護連携室、建

設部長室、建設政策課、用地課、建築指導課、

建築住宅課、都市整備課、土木課が入る予定で

ございます。 

 次に、東棟の１階には、総合案内所、消費生

活センター、市民環境部長室、マイナンバーも

含めた市民課、市民相談室、障がい者支援課、

こども未来課、生活援護課が入る予定でござい

ます。 

 続きまして、東棟の２階には、市民活動政策

課、環境センター建設課、農林水産部長室、農

林水産政策課、農業振興課、フードバレー推進

課、農地整備課、水産林務課、農業委員会事務

局、文書統計課、新庁舎建設課が入る予定でご

ざいます。 

 中段以降は、既に移転済みの課かいも含めて

掲載しておりますので、今回移転分のみ申し上

げますと、中ごろの鏡支所２階下部に掲載して

おります鏡農林水産地域事務所と鏡建設地域事

務所が戻ってまいります。また、右側の鏡保健

センター２階に、人事課、企画振興部長室、企

画政策課、財務部長室、財政課が移転予定でご

ざいます。 

 次に、千丁支所の１階には、千丁健康福祉地

域事務所、千丁農林水産地域事務所、千丁建設

地域事務所、教育施設課が戻ってまいります。 

 これらの移転に伴いまして、本庁、支所間の

無料シャトルバスは、９月３０日で終了予定と

しております。 

 ２ページをごらんください。 

 上部が、本庁舎の北側になりまして、従来、

公用車と職員駐車場として使用していた敷地部

分に、プレハブの仮設庁舎２棟を建設しており

ます。来庁者用の駐車場は１００台程度の予定

でございます。 

 ３ページをお開きください。 

 西棟１階の配置等を御説明いたします。Ａ４

の横長にしていただきまして、右下のＧＬプラ

スマイナスゼロが敷地の地盤高でございまして、

ここから勾配２０分の１ですので、１メーター

ごとに５センチ高くなるスロープで上っていた

だくことになっております。約１０メートル上

りますと、ＧＬプラスの４９１ミリとなってお

りますところの左右に、東西各棟の自動ドアが

設置されております。そこで、左側西棟１階に

は、手前より順に申し上げますと、長寿支援課、

市民税課、国保ねんきん課、資産税課、納税課、

会計課を配置予定でございます。会計課の東側

に女子トイレ、給湯室、男子トイレを配置して

おりまして、その隣の階段にて２階へ上がるこ

とができます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 階段を上った西棟の２階は、まず正面に建設

部長室、それから建設政策課、土木課、都市整

備課、会議室、健康福祉部長室、健康福祉政策

課、在宅医療介護連携室、用地課、建築指導課、

建築住宅課となっております。 

 ５ページをお開きください。 

 同様に東棟１階は、自動ドアを通り抜けて、

総合案内所及び電話交換台、待合室、消費生活

センター及び市民相談室、会議室、生活援護課

相談室、こども未来課、障がい者支援課、生活

援護課、後処理室及び浄書室、帳票類の置き場、

市民環境部長室、市民課、市民窓口待合室とな

っております。この隣に、更衣室や多目的トイ

レ等を配置しておりまして、最初の入り口付近

から２階へ上がる階段がございます。 
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 ６ページをお願いします。 

 階段を上って東棟２階の正面に農地整備課が

ございます。それから水産林務課、市民活動政

策課、環境センター建設課、会議室が２つござ

いまして、新庁舎建設課、文書統計課、農林水

産部長室、農林水産政策課、農業振興課、フー

ドバレー推進課、農業委員会事務局となってお

ります。 

 以上がプレハブの仮設庁舎における配置予定

でございますが、留意点としまして、１階部分

は廊下と執務室は段差がありませんが、２階部

分は、廊下から執務室への出入り口のみスロー

プを設置しておりまして、出入り口以外は５セ

ンチの段差がございます。また、それぞれの棟

の端に非常用の外階段を設置しております。 

 ７ページをお開きください。 

 ７月に移転しております部署の貸しビル等の

位置図を参考までに添付しております。 

 ８ページをごらんください。 

 今後の引っ越しスケジュールでございますが、

既に今週から備品類の搬出準備に取りかかって

おりまして、９月２６日より本格的に搬出作業

を開始し、１０月３日の業務開始を目指してお

ります。 

 特に窓口業務等、市民に御迷惑がかからない

よう引っ越す予定でございますが、皆様の御理

解と御協力をよろしくお願いいたします。 

 以上、仮設庁舎等の移転説明でございます。 

○委員長（堀口 晃君） 以上、説明が終わり

ました。 

 何か、質疑、御意見等ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） よろしいですか。 

 以上で、仮設庁舎への組織移転についてを終

了いたします。（｢ありがとうございました」

と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） そのほか、当委員会

への所管事務調査について、何かございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） なければ以上で所管

事務調査２件についての調査を終了いたします。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 所管事務庁舎２件については、なお調査を要

すると思いますので、引き続き、閉会中の継続

調査の申し出をしたいと思いますが、これに異

議はございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

○委員長（堀口 晃君） 最後に、派遣承認要

求の件についてお諮りいたします。 

 当委員会の委員長である私に、１０月２９日

から１１月２日までの５日間、中華人民共和国

の北海市へ行財政の運営に関する諸問題の調

査、総合計画の策定推進等に関する諸問題の調

査及び八代市・北海市友好都市締結２０周年記

念事業出席のため、執行部より同行依頼があり

ました。このことについて、議長宛て、派遣承

認要求の手続をとらせていただきたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（堀口 晃君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

○委員長（堀口 晃君） 以上で、本日の委員

会の日程は全部終了いたしました。 

 これをもって総務委員会を散会いたします。 

（午後４時３３分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成２８年９月１６日 

総務委員会 

委 員 長 
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